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第一章  沖縄県立八重山商工高等学校職員の服務規程  

 

１   校務分掌上の基本的職務規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 教 育 委 員 会 の 所 管 す る 学 校 管 理 規 則 第 ５ 条 に 基 づ き 、 八 重

山 商 工 高 等 学 校 生 徒 の 教 育 及 び 校 務 の 運 営 に 関 す る 、必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

（ 会 議 、 学 年 会 、 部 、 学 科 及 び 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ２ 条   本 校 に は 、 次 の 表 に 掲 げ る 会 議 、 学 年 会 、 部 、 学 科 、 及 び 委 員 会 を 設 置 す る 。  

 

 

（ 構 成 お よ び 任 務 ）  

第 ３ 条   前 条 に 規 程 す る 組 織 の 構 成 及 び 任 務 に つ い て は 、校 務 分 掌 検 討 委 員 会 の 扱 い 事          

項 と し 、 検 討 ・ 審 議 ・ 確 定 さ れ た も の は 毎 年 度 の 学 校 要 覧 に 依 る も の と す る 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 51 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成 2 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

(4)  こ の 規 程 は 平 成 22 年 5 月 25 日 一 部 改 正 。 （ 第 ２ 条 ）  

 

２   勤務時間の割り振りに関する規程  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、沖 縄 県 教 育 委 員 会 の 所 管 す る 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 り 振 り に 関 す る          

規 則 第 ３ 条 の 規 程 に 基 づ き 、八 重 山 商 工 高 等 学 校 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 の 割          

種 類  名              称  

会  議  職 員 会 議、職 員 朝 会  

学 年 会  第 １ 学 年 会 、 第 ２ 学 年 会 、 第 ３ 学 年 会  

部  
教 務 部 、 進 路 指 導 部 、 生 徒 指 導 部 、 環 境 保 健 部 、 図 書 視 聴 覚 部 、 生 徒 会 、  

事 務 部  

学  科  機 械 電 気 科 、 情 報 技 術 科 、 商 業 科  

審 議  

委 員 会  

学 校 運 営 、生 徒 派 遣 、学 校 保 健 、生 徒 指 導 、進 学 推 薦 、全 定 交 流 、転 入 学検

討 、 予 算 、 マ ス タ ー プ ラ ン 、 学 校 評 価 、 入 試 企 画 、 校 納 金 検 討  

研 究  

委 員 会  

教 育 課 程 お よ び ガ イ ダ ン ス 、内 規 整 備、中 途 退 学 対 策 、学 力 向 上 対 策 及 び キ

ャ リ ア 教 育 推 進 、校 務 分 掌 検 討 、学 校 課 題 研 究 ( 制 服 検 討 、学 科 改 編 研 究 ）、

特 設 授 業 、海 外 修 学 旅 行 、図 書 選 定、情 報 処 理 、寮 務、人 権・教 育 相 談・特

別 支 援 推 進・い じ め 防 止 対 策 推 進 、エ イ ズ 教 育 ( 性 教 育 ) 推 進 、衛 生 、校 務 分

掌 割 振 り 、 体 力 向 上 推 進  
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り 振 り に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 勤 務 時 間 ）  

第 ２ 条   職 員 の 勤 務 時 間 は 次 の と お り と す る 。  

午 前 8 時 20 分 ～ 午 後 4 時 50 分  

    ２     舎監 の 勤 務 時 間 は 次 の と お り と す る 。  

午 前 6 時 30 分 ～ 午 前 8 時 45 分 、 午 後 4 時 45 分 ～ 午 後 11 時 00 分  

     ３     宿日 直 の 勤 務 時 間 は 次 の と お り と す る 。  

日 直  午 前 8 時 00 分 ～ 午 後  6 時 00 分  

宿 直  午 後 6 時 00 分 ～ 午 前 11 時 00 分 、 午 前 6 時 00 分 ～ 午 前 8 時 00 分  

     ４     会計年度任用職員の 勤 務 は 別 に 定 め る 。  

（ 休 憩 時 間 ）  

第 ３ 条   職 員 の 休 憩 時 間 は 次 の と お り と す る 。  

       休 憩  午 後 0 時 05 分 ～ 午 後 0 時 50 分   

     舎 監 の 休 憩 時 間 は 次 の と お り と す る 。   

        休 憩  午 後 5 時 00 分 ～ 午 後 5 時 45 分  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 51 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成  2 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。 （ 土 曜 休 日 導 入 ）  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。                       

(4)  こ の 規 程 は 平 成 14 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。 （ 学 校 週 5 日 制 導 入 ）  

(5)  こ の 規 程 は 平 成 15 年 4 月 2 日 一 部 改 正 。  

(6)  こ の 規 程 は 平 成 16 年 5 月 24 日 一 部 改 正 。  

(7)  こ の 規 程 は 平 成 19 年 3 月 23 日 一 部 改 正 。  

(8 )  こ の 規 程 は 平 成 21 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。 （ 勤 務 時 間 の 変 更 ）  

(9)  こ の 規 程 は 平 成 25 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。 （ 勤 務 を 要 し な い 日 削 除 ）  

( 10)  こ の 規 程 は 令 和  2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

 

３   職員会議の運営に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 ６ １ 条 に 基 づ き 県 立 八 重 山 商 工 高 等      

学 校 の 民 主 的 な 学 校 運 営 を 目 指 し 、職 員 会 議 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と      

す る 。  

（ 役  割 ）  

第 ２ 条   職 員 会 議 は 、 校 長 の 学 校 運 営 に 関 す る 職 務 を 補 助 す る 。  

（ 構  成 ）  

第 ３ 条   職 員 会 議 は 、 全 職 員 を も っ て 組 織 す る 。  

（ 会  議 ）  

第 ４ 条   職 員 会 議 は 、 校 長 が 主 宰 す る 。  

２   職 員 会 議 は 、 校 長 が 学 校 運 営 に お い て 、 必 要 と 認 め た 校 務 に つ い て 審 議 し 、 伝      

達 を 行 い 及 び 職 員 相 互 の 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。  

３   前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 職 員 会 議 に つ い て 必 要 な 事 項 は 校 長 が 定 め る も の と
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す る 。  

４   定 例 職 員 会 議 は 毎 月 1 回 行 う 。 但 し 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 臨 時 に 行 う こ と が で      

き る 。  

（ 議  題 ）  

第 ５ 条   職 員 会 議 に 提 案 す る 議 題 は 、 事 前 に 各 委 員 会 等 で 十 分 に 検 討 し 、 教 務 、 教 頭 を      

経 て 校 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２   校 長 は 、 提 出 さ れ た 議 題 に つ い て 、 必 要 が あ れ ば 学 校 運 営 委 員 会 を 開 く も の と

す る 。  

（ 進  行 ）  

第 ６ 条   職 員 会 議 の 司 会 は 、 原 則 と し て 職 員 週 番 が あ た る 。 但 し 、 成 績 会 議 、 判 定 会 議      

の 司 会 は 教 頭 が 行 う 。  

（ 記 録 ・ 保 管 ）  

第 ７ 条   職 員 会 議 の 記 録 は ､原 則 と し て 週 番 が 行 う 。 記 録 係 は 必 要 に 応 じ て 記 録 を 読 み      

上 げ 確 認 す る 。 「 会 議 録 」 は 教 務 部 の 議 事 録 係 が 確 認 し 、 押 印 す る も の と す る 。  

２    職 員 会 議 の 「 会 議 録 」 は 会 議 後 に 校 長 、 教 頭 、 事 務 長 に 提 出 し 、 検 印 を 受 け る       

も の と す る 。  

  ３   職 員 会 議 の 「 原 案 書 」 「 会 議 録 」 は 教 頭 が 保 管 し 、 必 要 に 応 じ て 閲 読 で き る よ       

う に す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条   こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、職 員 会 議 に 関 す る 必 要 な 事 項 は 、校 長 が 定 め る。 

附  則   

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 58 年 3 月 15 日 か ら 施 行 す る 。  

(2 )  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

( 3)  こ の 規 程 は 平 成 19 年 9 月 1 日 改 正 。  

 

４   学校運営委員会に関する規程  
 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 学 校 運 営 に 関 わ る 事 項 に つ い て 予 め 協 議 し 、 職 員 の 共 通 理 解 及 び          

連 携 を 図 る た め 定 め る も の と す る 。  

（ 構  成 ）  

第 ２ 条   運 営 委 員 会 は 、 校 長 、 教 頭 、 事 務 長 、 各 部 主 任 、 生 徒 会 統 括 、 各 学 科 主 任 、 観      

光 コ ー ス 長 で 構 成 す る 。 但 し、 必 要 に 応 じ て 審 議 事 項 に 関 係 す る 職 員 も 参 加 す る      

こ と が で き る 。  

（ 任 務 ）  

第 ３ 条   運 営 委 員 会 に は 、 次 の 係 を 置 く 。  

     委 員 長･････教 頭  副 委 員 長･････教 務 主 任  記 録･････委 員 輪 番 

  ２ ． 委 員 会 の 招 集 は 、 委 員 長 が 行 う 。  

  ３ ． 委 員 会 の 議 事 進 行 は 、 委 員 長 が 当 た る 。 委 員 長 不 在 の 時 は 、 副 委 員 長 が 代 行 す

る 。    

４ ． 記 録 者 は 、 構 成 委 員 の う ち 校 長 、 教 頭 、 事 務 長 、 教 務 主 任 を 除 く 委 員 に よ っ て          

輪 番 で 当 た る 。 所 定 の 議 事 録 に 記 録 し 、 原 案 綴 り と 合 わ せ て 教 務 部 で 保 管 す る 。 職        

員 の 要 求 に 応 じ て 閲 読 で き る も の と す る 。  
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（ 議  事 ）  

第 ４ 条   運 営 委 員 会 は 、 次 の 事 項 を 協 議 ・ 審 議 し 処 理 す る も の と す る 。  

(1)   職 員 会 議 に 提 案 す る 議 案  

(2)   校 長 、 教 頭 、 事 務 長 及 び 職 員 会 議 か ら 付 託 さ れ た 事 項  

(3)   学 校 運 営 上 必 要 な 企 画 、 各 種 原 案 の 検 討 ・ 協 議  

(4)   緊 急 事 案 の 審 議 ・ 処 理  

(5)   審 議 ・ 処 理 さ れ た 事 項 は 、 後 日 職 員 会 議 に 諮 る 。  

附  則  

    (1)  こ の 規 定 は 平 成 13 年 3 月 22 日 よ り 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 定 は 令 和 元 年 7 月 16 日 一 部 改 正 （ 第 2 条 ） 。  

 

５   職員週番の服務に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 学 校 運 営 を 円 滑 に 行 う た め 、 職 員 週 番 の 服 務 に 関 す る 必 要 な 事 項            

を 定 め る 。  

（ 週 番 勤 務 ）  

第 ２ 条   週 番 は 、 当 該 週 の 月 曜 日 よ り 金 曜 日 ま で と す る 。  

２   週 番 は 、 ２ 名 １ 組 と し Ｈ Ｒ 担 任･教 務 主 任 ・ 生 徒 指 導 主 任 ・ 進 路 指 導 主 任 ・       

学 年 主 任 及 び 事 務 職 員 ・ 現 業 職 員 を 除 く 職 員 で 輪 番 に 編 成 す る 。 編 成 は 教 務 で

行 う 。  

（ 任  務 ）    

第 ３ 条   週 番 の 任 務 は 次 の と お り と す る 。  

    (1)   職 員 朝 会 及 び 職 員 会 議 の 司 会  

    (2)   全 体 集 会 時 の 生 徒 集 合 呼 び か け 、 整 列 及 び 司 会 進 行 、 連 絡 事 項 の 伝 達  

                         

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 42 年 4 月 10 日 か ら 実 施 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 昭 和 53 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 昭 和 59 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(4)  こ の 規 程 は 平 成 9 年 4 月 6 日 一 部 改 正 。  

(5)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 ３ 月 22 日 一 部 改 正 。  

(6)  こ の 規 程 は 平 成 14 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(7)  こ の 規 程 は 平 成 22 年 5 月 26 日 一 部 改 正 。  

(8)  こ の 規 程 は 平 成 25 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(9)  こ の 規 程 は 令 和  2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  
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６   各種委員会の設置・運営に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 本 校 の 教 育 目 標 ・ 方 針 を 達 成 す る た め に 必 要 な 各 種 委 員 会 の 組 織  

運 営 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 名 称 及 び 任 務 ）  

第 ２ 条   委 員 会 の 名 称 、 構 成 及 び 任 務 は 、 校 務 分 掌 検 討 委 員 会 の 取 り 扱 い 事 項 と す る 。  

２   一 つ の 委 員 会 に お い て 、 そ の 代 表 の 委 員 は 、 関 係 す る 他 の 代 表 を 兼 ね る こ と が     

で き る 。  

（ 承  認 ）  

第 ３ 条   委 員 会 で 審 議 さ れ た 議 案 は 職 員 会 議 ま た は 職 員 朝 会 の 承 認 を 要 す る 。緊 急 を 要          

す る も の は 、 そ の 限 り で は な い 。  

     但 し 、 事 後 に お い て 職 員 会 議 に 報 告 し て 承 認 を 得 る も の と す る 。  

（ 招  集 ）  

第 ４ 条   委 員 会 は 、 次 の 各 号 の 場 合 に 委 員 長 が 招 集 す る 。  

    (1)   定 例 日 の あ る 委 員 会 は 定 例 日  

    (2)   校 長 が 必 要 と 認 め た と き  

    (3)   委 員 長 が 必 要 と 認 め た と き  

    (4)   委 員 か ら 要 求 が あ っ た と き  

（ 委 員 会 の 新 設 、 廃 止 ）  

第 ５ 条   委 員 会 の 新 設 及 び 廃 止 は 、 校 務 分 掌 検 討 委 員 会 で 検 討 さ れ た 後 、 学 校 運 営 委 員          

会 で 協 議 し 、 職 員 会 議 に お い て 提 案 ・ 審 議 ・ 決 定 す る 。 但 し 、 必 要 が あ る 場 合 は

学 年 度 途 中 に お い て も 委 員 会 の 新 設 及 び 廃 止 を 行 う こ と が で き る 。   

附  則  

    (1)  こ の 規 程 は 昭 和 57 年 3 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

    (2)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

 

 

７   学校評議員に関する規程  

 

（ 趣   旨 ）  

第 １ 条   この 規 程 は 、 「 沖 縄 県 立 学 校 評 議 員 設 置 要 項 」 の 規 程 及 び 「 沖 縄 県 立 学 校 評 議  

員 運 用 上 の 留 意 事 項 」 に 基 づ き 、 学 校 評 議 員 の 運 営 等 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め          

る 。  

（ 名   称 ）  

第 ２ 条     沖 縄 県 立 八 重 山 商 工 高 等 学 校 評 議 員 と す る 。  

（ 会   議 ）  

第 ３ 条     会 議 は 毎 学 期 １ 回 と す る 。 但 し 、 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 く こ と が で き る 。  

（ 構   成 ）  

第 ４ 条     学 校 評 議 員 の 数 は ４ か ら ５ 人 と す る 。  

（ 意 見 を 求 め る 事 項 ）  
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第 ５ 条   学 校 評 議 員 に は 、 次 の 事 項 に 関 す る 意 見 を 求 め る 。  

      (1)   教 育 目 標  

      (2)   学 校 行 事 計 画  

      (3)   学 校 評 価 と 課 題  

      (4)   そ の 他  

（ 会 議 録 ）  

第 ６ 条     会 議 の 記 録 は 教 頭 が 当 た る 。  

附   則  

(1)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

８   全日制と定時制の職員人事交流に関する規程（全定交流委員会規程）  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 全 定 交 流 を 円 滑 に 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

（ 交 流 の 対 象 ）  

第 ２ 条   全 定 交 流 の 対 象 と な る の は 、沖 縄 県 教 育 委 員 会 の 定 め に よ り 配 置 さ れ る 範 囲 で          

あ る 。 た だ し 、 事 務 職 員 ・ 現 業 職 員 は 適 用 し な い も の と す る 。  

（ 交 流 の 方 針 ）  

第 ３ 条   職 員 は 積 極 的 な 相 互 理 解 に よ っ て 全 定 交 流 を 行 う も の と す る 。  

  ２   全 日 制 及 び 定 時 制 の ど ち ら か 一 方 か ら 交 流 の 希 望 が あ る 場 合 に は 当 該 教 科 内 ・

職 員 間 の 話 し 合 い を 最 大 限 に 尊 重 し 、 誠 意 を も っ て 対 処 す る  

（ 全 定 交 流 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ４ 条   本 規 程 の 運 用 を 円 滑 に 行 う た め に 、 全 定 交 流 委 員 会 を 設 置 す る 。  

（ 委 員 の 構 成 ）  

第 ５ 条   委 員 の 構 成 は 、 全 日 教 頭 、 定 時 教 頭 、 全 日 制 職 員 ３ 名 （ 当 該 教 科 の 普 通 科 (1) 、  

 商 業 科 (1) 、 分 会 代 表 (1) ） 、 定 時 制 職 員 １ 名 の 計 ６ 名 と す る 。  

  ２   委 員 会 の 長 は 、 全 日 教 頭 が つ と め る 。  

（ 役  務 ）  

第 ６ 条   委 員 会 の 長 は 、 異 動 内 示 後 、 全 定 交 流 希 望 調 査 を 行 い 、 当 該 教 科 内 ・ 職 員 間 の          

話 し 合 い を も と に 委 員 会 を 開 い て 交 流 案 を 作 成 す る 。  

  ２    委 員 会 で 調 整 さ れ た 交 流 案 を 、 全 定 各 職 員 会 議 に 諮 り 承 認 を 得 る 。  

（ 附  記 ）  

第 ７ 条   こ の 規 程 の 改 正 は 、 全 定 職 員 会 議 の 議 決 に よ る も の と す る 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 45 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 昭 和 46 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 11 年 2 月 24 日 一 部 改 正 。  

(4)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

(5)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 ）  
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９   学校保健委員会規程  

 

（ 趣   旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、学 校 保 健 法 施 行 令 等 の 実 施 基 準 に つ い て の 規 程 に 基 づ き 設 置 さ れ          

る 機 関 （ 委 員 会 ） で あ り 、 保 健 体 育 審 議 会 答 申 を 受 け 、 学 校 保 健 の 推 進 的 役 割 を          

持 つ 委 員 会 と し て の 運 営 を 目 指 す も の で あ る 。  

（ 名   称 ）  

第 ２ 条     本 会 は 、 八 重 山 商 工 高 等 学 校 保 健 委 員 会 （ 以 下 「 本 会 」 と い う ） と 称 し 、 事 務          

局 は 八 重 山 商 工 高 等 学 校 に 置 く 。  

（ 内   容 ）  

第 ３ 条   本 会 は 、 次 の 取 組 に つ い て 協 議 ・ 検 討 を 行 う も の と す る 。  

   (1)  定 期 健 康 診 断 に 関 す る こ と  

   (2)  性 に 関 す る 問 題 、 喫 煙 ・ 飲 酒 ・ 薬 物 乱 用 防 止 等 に 関 す る こ と  

   (3)  感 染 症 の 予 防 ・ 対 策 等 に 関 す る こ と  

   (4)  疾 病 の 予 防 ・ 対 策 等 に 関 す る こ と  

   (5)  い じ め や 不 登 校 な ど 心 の 健 康 問 題 へ の 取 組 等 に 関 す る こ と  

   (6)  そ の 他  

（ 構  成 ）  

第 ４ 条   本 会 の 構 成 委 員 は 、 下 記 の 通 り と す る 。   

(1)  教 職 員 ･････校 長 、 教 頭 、 事 務 長 、 保 健 主 事 、 養 護 教 諭 、 関 係 部 代 表 （ 教 務 、        

生 徒 指 導 、 環 境 整 備 、 各 学 年 ） 、 体 育 科 代 表 、 舎 監 、 生 徒 会 顧 問 代 表    

(2)  保 護 者 等 代 表 ･･･Ｐ Ｔ Ａ 会 長 、 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長 

(3)  学 校 医 ･････学 校 医 、 学 校 歯 科 医 、 学 校 薬 剤 師 

(4)  そ の 他 、 校 長 が 必 要 と す る も の･･･保 健 所 、 そ の 他 地 域 保 健 の 代 表 

(5)  生 徒 代 表 （ 必 要 に 応 じ て ） ･････生 徒 会 長 、 副 会 長 、 美 化 委 員 長 、 保 体 委 員 長                     

学 寮 代 表 、 そ の 他  

（ 役  員 ）  

第 ５ 条   本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

(1)  委 員 長   1 名  

(2)  副 委 員 長  2 名  

(3)  幹  事   1 名  

(4)  書  記   1 名  

(5)  会  計   1 名  

（ 役 員 の 選 任 ）  

第 ６ 条   委 員 長 は 、 校 長 を も っ て 当 て る 。  

  ２    副 委 員 長 は 、 教 頭 お よ び Ｐ Ｔ Ａ 会 長 を も っ て 当 て る 。  

  ３    幹 事 は 、 保 健 主 事 を も っ て 当 て る 。  

  ４    書 記 は 、 養 護 教 諭 を も っ て 当 て る 。  

（ 役 員 の 職 務 ）  

第 ７ 条   会 長 は 、 会 務 を 統 括 す る 。  

  ２    副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 す る 。  

  ３    幹 事 は 、 会 議 の 運 営 及 び 会 務 の 処 理 に 当 た る 。  

  ４    書 記 は 、 議 事 に 必 要 な 資 料 の 準 備 及 び 議 事 録 の 記 録 に 当 た る 。  
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（ 会  議 ）  

第 ８ 条   会 議 は 、 年 3 回 と す る 。 但 し 、 必 要 な 場 合 は 会 長 が 臨 時 に 招 集 す る こ と が で き          

る 。  

（ 附  記 ）  

第 ９ 条   こ の 規 程 の 改 正 は 、 職 員 会 議 に よ る も の と す る 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 平 成 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成 6 年 6 月 20 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

 

１０   インターネット利用に関する規程  

（ 目  的 ）  

第 １ 条   校 内 Ｌ Ａ Ｎ に よ る 教 育 情 報 の 共 有 化 及 び 、本 校 の 施 設・設 備 か ら の イ ン タ ー  

ネ ッ ト へ の ア ク セ ス は 、職 員・生 徒 の 情 報 活 用 能 力 を 高 め 、教 育 活 動 を よ り 充

実 し 発 展 さ せ る た め に 行 う も の と す る 。  

 

（ 全  般 ）  

第 ２ 条   校 内 Ｌ Ａ Ｎ の 接 続 及 び 本 校 施 設 ・ 設 備 を 利 用 し た イ ン タ ー ネ ッ ト へ の ア ク セ  

ス は 以 下 に 定 め た 者 に 限 る 。  

   （ １ ） 本 校 職 員  

   （ ２ ） 本 校 生 徒  

   （ ３ ） そ の 他 、 学 校 長 及 び ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 担 当 が 適 当 と 認 め た 者  

 

（ 情 報 の 発 信 ・ 公 開 ）  

第 ３ 条   本 校 施 設 ・ 設 備 を 利 用 し 、 本 校 の 名 の 下 に 行 わ れ る 情 報 の 発 信 ・ 公 開 は 下 記       

の 事 項 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

   （ １ ） 各 種 法 令 の 遵 守  

   （ ２ ） 学 校 長 及 び 情 報 処 理 推 進 委 員 会 の 承 認  

   （ ３ ） 第 ７ 条 （ 禁 止 事 項 ） の 遵 守  

 

 

（ 校 務 に お け る 職 員 の 利 用 ）  

第 ４ 条   校 務 に お け る 校 内 Ｌ Ａ Ｎ 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 場 合 は 、 下 記 の 事 項       

に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

   （ １ ） 生 徒 の 個 人 情 報 が 漏 洩 し な い よ う 最 大 限 努 力 し な け れ ば な ら な い  

   （ ２ ） 個 人 情 報 を 校 外 へ 持 ち 出 す 場 合 は 学 校 長 へ 届 け 出 な け れ ば な ら な い  

   （ ３ ） 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に は 細 心 の 注 意 を 払 わ な け れ ば な ら な い  

   （ ４ ） 個 人 用 の パ ソ コ ン を 校 内 Ｌ Ａ Ｎ へ 接 続 す る 場 合 は 、 学 校 長 及 び ネ ッ ト ワ ー ク        

管 理 担 当 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い  

   （ ５ ） 第 ７ 条 （ 禁 止 事 項 ） を 遵 守 し な け れ ば な ら な い  
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（ 教 育 活 動 に お け る 教 諭 の 利 用 ）  

第 ５ 条   教 諭 は 、 授 業 や 特 別 活 動 等 の 教 育 活 動 に お い て Ｉ Ｃ Ｔ を 積 極 的 に 活 用 し な け       

れ ば な ら な い 。  

   ２   教 諭 が 教 育 活 動 に お い て 校 内 Ｌ Ａ Ｎ 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 場 合 は 、

下 記 の 事 項 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

   （ １ ） 情 報 を 発 信 ・ 公 開 す る 場 合 は 第 ３ 条 に 従 わ な け れ ば な ら な い  

   （ ２ ） 第 ７ 条 （ 禁 止 事 項 ） を 遵 守 し な け れ ば な ら な い  

 

（ 教 育 活 動 に お け る 生 徒 の 利 用 ）  

第 ６ 条   生 徒 が 教 育 活 動 に お い て 校 内 Ｌ Ａ Ｎ 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 場 合 は 、   

下 記 の 事 項 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

   （ １ ） 各 教 室 の 利 用 規 程 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い  

   （ ２ ） 情 報 を 発 信 ・ 公 開 す る 場 合 は 第 ３ 条 に 従 わ な け れ ば な ら な い  

   （ ３ ） 第 ７ 条 （ 禁 止 事 項 ） を 遵 守 し な け れ ば な ら な い  

 

（ 禁 止 事 項 ）  

第 ７ 条   校 内 Ｌ Ａ Ｎ 及 び 本 校 の 施 設 ・ 設 備 を 利 用 し た イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 に あ た        

っ て は 、 下 記 の 事 項 を 禁 止 す る 。  

   （ １ ） 営 利 ・ 犯 罪 目 的 の 利 用  

   （ ２ ） Ｉ Ｄ ・ パ ス ワ ー ド の 第 三 者 へ の 譲 渡 ・ 貸 与 ・ 開 示  

   （ ３ ） 他 者 を 誹 謗 ・ 中 傷 す る 行 為  

   （ ４ ） 他 者 の 権 利 を 侵 害 す る 行 為  

   （ ５ ） 個 人 情 報 漏 洩 の 危 険 性 が あ る 行 為  

   （ ６ ） 不 正 な 利 用 ま た は そ れ を 助 け る 行 為  

   （ ７ ） 生 徒 に よ る 職 員 用 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び コ ン ピ ュ ー タ の 操 作  

   （ ８ ） そ の 他 法 令 及 び 社 会 慣 行 に 反 す る 行 為  

 

（ 利 用 の 停 止 ）  

第 ８ 条   利 用 者 が こ の 規 定 に 違 反 し た 場 合 、 下 記 の 者 が そ の 利 用 を 禁 止 す る こ と が で       

き る 。  

   （ １ ） 学 校 長  

   （ ２ ） 情 報 処 理 委 員 会  

   （ ３ ） ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 担 当  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  10 -  

第二章   生徒の管理及び指導  

 

１   生徒の異動に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 に 則 っ て 生 徒 の 異 動 等 に 関 す る 事 務 処           

理 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 編 入 学 ）  

第 ２ 条   第 ２ 学 年 以 上 に 編 入 学 す る こ と の で き る 者 は 、 相 当 年 齢 に 達 し 、 当 該 学 年 に 在          

学 す る 者 と 同 等 以 上 の 学 力 が あ る と 校 長 が 認 め た 者 と す る 。  

２   編 入 学 を 希 望 す る 者 は 、 第 ３ 条 (1) 項 ① か ら ④ に 準 じ た 手 続 き を 行 う  

３   前 項 の 編 入 学 は 、 欠 員 の あ る 場 合 に 限 り 、 校 長 は 、 選 考 の う え 職 員 会 議 に 諮 り          

許 可 す る こ と が で き る 。  

（ 転 入 学 ）  

第 ３ 条   転 入 学 に つ い て は 、 次 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

   (1)  転 入 学 希 望 者 は 在 学 中 し て い る 学 校 の 校 長 を と お し て 次 の 書 類 を 提 出 す る 。  

    ①  転 入 学 願  

    ②  在 学 校 長 の 照 会 状  

    ③  在 学 証 明 書 お よ び 学 業 成 績 証 明 書  

    ④  転 学 理 由 明 記 の 副 申 書  

   (2)  転 入 学 の 理 由 が 正 当 で 単 位 修 得 状 況 が 転 入 学 に 差 支 え な く 、 当 該 学 科 定 員 に            

欠 員 が あ れ ば 、 校 長 は 職 員 会 議 に 諮 り 許 可 す る こ と が で き る 。  

   (3)  転 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は 、 定 め ら れ た 日 に 保 護 者 等 同 伴 で 手 続 き を 行 う 。  

    ①  入 学 料 納 入 （ 県 内 県 立 の 学 校 か ら 転 入 し た 者 を 除 く ）  

    ②  そ の 他 、 入 学 時 に 必 要 な 校 納 金  

    ③  誓 約 書 、 生 活 環 境 調 査 票 お よ び 必 要 書 類 の 提 出  

   (4)  学 籍 係 は 、 転 入 学 許 可 さ れ た 生 徒 を Ｈ Ｒ に 編 入 す る 。  

   (5)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 転 入 生 お よ び 保 護 者 等 に 下 記 の 連 絡 を 行 う 。  

    ①  本 校 及 び 、 学 科 ・ Ｈ Ｒ で 守 る べ き 諸 注 意 、 校 則  

    ②  毎 月 納 付 す べ き 諸 経 費  

    ③  必 要 な 教 科 書 及 び そ の 購 入 方 法  

   (6)  学 籍 係 は 転 入 学 許 可 書 を 生 徒 の 以 前 在 学 し て い た 学 校 の 校 長 あ て に 発 送 し ､生          

徒 指 導 要 録 の 写 し 及 び 健 康 診 断 票 等 の 送 付 を 請 求 す る 。   

   (7)  学 籍 係 は ､送 付 を 受 け た 生 徒 指 導 要 録 写 し 及 び 健 康 診 断 票 を Ｈ Ｒ 担 任 に 回 付 す          

る 。  

   (8)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 新 た に 当 該 生 徒 の 指 導 要 録 を 作 成 し 、 転 入 学 欄 に 必 要 事 項 を 記            

入 し 、 出 席 の 記 録 の 備 考 欄 に 以 前 に 在 学 し て い た 学 校 に お け る 出 欠 の 概 要 等 を            

記 入 す る 。  

（ 転  学 ）  

第 ４ 条   転 学 に つ い て は 、 以 下 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

   (1)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 転 学 を 希 望 す る 生 徒 が あ る と き 、 所 定 の 転 学 願 を 保 護 者 等 と 連

署 の う え 提 出 さ せ る 。  



 -  11 -  

   (2)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 転 学 願 に 副 申 書 を 添 え て 、 校 長 の 許 可 を 得 、 転 学 の 照 会 、 在 学            

証 明 書 、 成 績 証 明 書 は 学 籍 係 を 通 じ て 転 学 先 の 校 長 に 送 付 す る 。  

   (3)  学 籍 係 は 、 転 学 先 か ら 転 入 学 許 可 書 の 通 知 を 受 け た 後 、 Ｈ Ｒ 担 任 か ら 生 徒 指            

導 要 録 の 写 し （ 転 入 学 し て き た 生 徒 に つ い て は 転 入 学 よ り 送 付 を 受 け た 指 導 要            

録 の 写 し を 含 む ） 及 び 健 康 診 断 票 等 を 提 出 さ せ て 、 転 学 先 に 送 付 し 、 生 徒 指 導            

要 録 の 原 本 は 、 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 転 学 者 綴 り に と じ こ む 。  

（ 転  籍 ）  

第 ５ 条   Ｈ Ｒ 担 任 は 、 定 時 制 課 程 へ の 転 籍 を 希 望 す る 生 徒 が あ る と き 、 所 定 の 転 籍 願 を      

保 護 者 等 と 連 署 の う え 提 出 さ せ る 。 以 下 第 ４ 条 (2)(3) 号 と 同 様 の 手 続 き を と る 。  

（ 転  科 ）  

第 ６ 条   Ｈ Ｒ 担 任 は 、 他 学 科 へ の 転 科 を 希 望 す る 生 徒 が あ る と き 、 所 定 の 転 科 願 を 保 護          

者 等 と 連 署 の う え 提 出 さ せ る 。 以 下 第 ３ 条 (2)(3)(4) 号 と 同 様 の 手 続 き を と る 。  

２   校 長 は 、 前 項 の 転 科 願 を 受 け た 場 合 に お い て ､教 育 上 支 障 が な く ､且 つ 適 当 と 認         

め た と き は 、 相 当 学 年 に 転 科 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

３   前 項 の 規 程 に よ る 転 科 の 許 可 は 、 学 年 始 め に 行 う も の と す る 。  

（ 留  学 ）  

第 ７ 条     校 長 は 、 次 の 各 項 に 該 当 し 、 且 つ 教 育 上 有 益 で あ る と 認 め ら れ た と き は 、 留 学      

を 許 可 す る も の と す る 。 留 学 に 関 す る 規 程 は 、 第 ３ 章 第 ４ 目 に 定 め る 。  

(1)    留 学 の 理 由 が 正 当 で あ る と き 。  

( 2)    学 業 成 績 及 び 勤 怠 状 況 が 良 好 で あ る こ と 。  

(3)    留 学 先 が 外 国 に お け る 正 規 の 後 期 中 等 教 育 機 関 で あ る こ と 。  

    ２      外国 の 高 等 学 校 に 留 学 し よ う と す る 生 徒 は 、 留 学 願 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば       

な ら な い 。  

（ 休 学 及 び 休 学 の 取 消 し ）  

第 ８ 条   休 学 に つ い て は 、 次 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

   (1)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 生 徒 が 正 当 な 理 由 に よ り 休 学 を 願 い 出 た 時 は 、 所 定 の 休 学 願 を   

提 出 さ せ る 。  

   (2)  病 気 休 学 の 場 合 は 、 医 師 の 診 断 書 を 要 す る 。  

   (3)  Ｈ Ｒ 担 任 は 休 学 願 に 副 申 書 、 休 学 指 導 記 録 、 必 要 事 項 を 記 入 し た 指 導 要 録 、             

生 活 環 境 調 査 票 、 生 徒 健 康 診 断 票 、 生 徒 健 康 診 断 票 （ 歯 ・ 口 腔 ） 、 誓 約 書 、  

     住 民 票 謄 本 を 添 え 、 学 籍 係 に 提 出 す る 。  

       (4)   学 籍 係 は 校 長 の 許 可 を 受 け 、 休 学 者 名 簿 に 必 要 事 項 を 記 入 し 、 諸 書 類 を 休 学

者 書 類 綴 り に と じ 込 む 。  

   (5)  休 学 の 期 間 は 、 原 則 と し て ３ 月 以 上 １ ヶ 年 以 内 と す る 。  

   (6)  休 学 期 間 の 延 長 は 、 当 該 休 学 を 含 め て ３ ヶ 年 以 内 と す る 。 但 し 、 Ｈ Ｒ 担 任 は  

年 度 末 ま で に 本 人 の 意 志 を 確 認 し 、 延 長 を 希 望 す る 場 合 は (1 ） に 沿 っ て 手 続 き  

     を す る 。  

   (7)  通 算 ３ ヶ 年 の 休 学 期 間 が 満 了 し 、 な お 復 学 が で き な い 生 徒 に つ い て は 、 学 籍  

係 は 校 長 の 許 可 を 得 て 除 籍 す る 。 他 は （ 退 学 ） 第 10 条 (3) 号 の 手 続 き を 行 う 。  

(8)  休 学 の 許 可 を 受 け た 後 、３ ヶ 月 以 内 に そ の 理 由 が 消 滅 し た と き は 、そ の 理 由 を  

証 す 書 類 を 添 え て 休 学 取 消 願 を 提 出 さ せ 、 そ の 理 由 が 正 当 と 認 め ら れ る と き       

は 、 校 長 は 休 学 の 取 消 し を 行 う 。 但 し 、 そ の 場 合 当 該 期 間 は 届 出 欠 席 と す る .  

(9)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 事 由 の 発 生 年 月 日 を 全 職 員 に 報 告 す る 。  
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（ 復  学 ）  

第 ９ 条   復 学 に つ い て は 、 以 下 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

   (1)  学 籍 係 は 、 休 学 し た 生 徒 が 事 由 の 解 消 に よ り 復 学 を 願 い 出 た 時 は 復 学 願 を 提   

出 さ せ る 。 病 気 に よ る 休 学 願 の 復 学 の 場 合 は さ ら に 健 康 診 断 書 （ 理 由 が 結 核 疾   

患 の 場 合 は 保 健 所 の 健 康 診 断 ） を 要 す る 。  

   (2)  校 長 は , 前 項 の 事 由 が 適 当 で あ る と 認 め た と き は 、 復 学 を 許 可 す る 。  

   (3)  学 籍 係 は 、 復 学 を 許 可 さ れ た 生 徒 を 学 級 に 編 入 し 、 全 職 員 に 通 知 す る 。  

   (4)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 学 籍 係 か ら 旧 指 導 要 録 の 交 付 を 受 け 新 し く 指 導 要 録 を 作 成 し て            

復 学 年 月 日 等 、 必 要 事 項 を 記 入 す る 。  

（ 退  学 ）  

第 10 条   病 気 等 の 事 由 に よ り 退 学 を 希 望 す る 者 は 、 保 護 者 等 と 連 署 し た 退 学 願 を 校 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

    ２     校長 は 、 前 項 の 事 由 が 適 当 で あ る と 認 め た と き は 退 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。 

    ３     退学 に つ い て は 以 下 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

   (1)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 生 徒 が 退 学 を 願 い 出 た 時 は 、 所 定 の 退 学 願 を 提 出 さ せ る 。  

   (2)  病 気 退 学 の 場 合 は 、 医 師 の 診 断 書 を 要 す る 。  

   (3)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 退 学 願 に 副 申 書 、 退 学 報 告 書 お よ び 生 徒 理 解 支 援 記 録 簿 、 必 要  

    事項 を 記 入 し た 指 導 要 録 、 生 活 環 境 調 査 票 、 生 徒 健 康 診 断 票 、 生 徒 健 康 診 断  

      票 （ 歯 ・ 口 腔 ） 、 誓 約 書 、 住 民 票 謄 本 を 添 え 、 学 籍 係 に 提 出 す る 。  

   (4)  学 籍 係 は 校 長 の 許 可 を 受 け 、 退 学 者 名 簿 に 記 載 し 諸 書 類 を 退 学 者 書 類 綴 り に             

と じ 込 む 。  

   (5)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 事 由 の 発 生 年 月 日 を 全 職 員 に 報 告 す る 。  

    ４  本 校 生 徒 と し て ふ さ わ し く な い 行 為 に 対 し 、 校 長 は 退 学 を 命 ず る こ と が 出 来 る 。  

（ 再 入 学 ）  

第 11 条  こ の 規 程 は 退 学 ま た は 除 籍 さ れ た 者 が 本 校 へ 、再 入 学 を 希 望 す る 者 に 適 用 す る。 

( 1) 再 入 学 を 希 望 す る 者 は 、 再 入 学 願 を 保 護 者 等 と 連 署 の う え 、 校 長 に 提 出 す る  

( 2) 再 入 学 を 願 い 出 た 者 が 、 下 記 の 各 号 に 適 合 す る と 判 断 さ れ る 場 合 、 校 長 は 職 員

会 議 に 諮 り 、 再 入 学 を 許 可 す る こ と が で き る 。  

①  退 学 ま た は 除 籍 さ れ た 事 由 が 消 滅 し た と 認 め ら れ る 者  

②  原 則 と し て 、 再 入 学 に 対 す る 作 文 及 び 面 接 を 行 い ふ さ わ し い と 認 め ら れ た 者  

(3) 再 入 学 を 許 可 さ れ た 者 は 、 直 ち に 保 護 者 等 連 署 の 誓 約 書 並 び に 関 係 書 類 を 校

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 4) 再 入 学 を 許 可 さ れ た 者 の 学 年 編 入 は 、 教 育 課 程 、 修 得 単 位 等 を 考 慮 の う え 相  

当 学 年 に 入 学 さ せ る も の と す る 。  

（ 原 級 留 置 ）  

第 12 条   校 長 は 、所 定 の 単 位 を 履 修 で き な か っ た 生 徒 を 原 級 に 留 め 置 く こ と が で き る。         

原 級 留 置 に 関 す る 規 程 は 、 第 ３ 章 第 ２ ８ 条 に 定 め る 。  

 

（ 出 席 停 止 ）  

第 13 条   校 長 は 、生 徒 が 下 記 に 該 当 す る 場 合 は 、当 該 生 徒 に 対 し て 出 席 停 止 を 指 示 す る       

こ と が で き る 。  

     (1)  感 染 症 に か か っ て お り 、か か っ て い る 疑 い が あ り 、又 は か か る お そ れ の あ る

場 合 。  
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     (2)  非 常 変 災 等 で 危 険 が 予 想 さ れ る 場 合 。  

２   生 徒 の 異 動 等 の 届 出・出 席 停 止 に 関 す る 規 程 は 、第 ２ 章 第 ２ 目「 生 徒 の 出 席・

欠 席 等 に 関 す る 規 程 」 第 ６ 条 に 定 め る 。  

（ 生 徒 異 動 等 の 届 出 ）  

第 14 条   死 亡 に つ い て は 、 以 下 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

(1)  生 徒 が 死 亡 し た と き は 、 Ｈ Ｒ 担 任 は 、 保 護 者 等 か ら 死 亡 届 を 提 出 さ せ 、 こ

れ を 学 籍 係 へ 提 出 す る 。  

(2)  学 籍 係 は 、 教 頭 を 経 て 校 長 の 許 可 を 受 け 除 籍 者 名 簿 に 記 載 し て 除 籍 す る 。

(3)  学 籍 係 は 、 Ｈ Ｒ 担 任 か ら 指 導 要 録 を 受 け て 死 亡 の 事 実 等 必 要 事 項 を 記 入                

し 、 除 籍 者 綴 り に 添 付 す る も の と す る 。  

２   生 徒 が 住 所 又 は 氏 名 を 変 更 し た 時 は 、 保 護 者 等 と 連 署 の う え 住 所 ・ 氏 名 変 更

届 け を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 変 更 の 際 に は 、 変 更 後 の 住 民 票

謄 本 を 添 付 す る も の と す る 。  

附  則   

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 46 年 5 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成 7 年 4 月 １ 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

(4)  こ の 規 定 は 平 成 28 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。  

(5)  こ の 規 定 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 10 条 、 第 13 条 ）  

(6)  こ の 規 程 は 令 和  2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

２   生徒の出席・欠席等に関する規程  

（ 目  的 ）  

第 １ 条   生 徒 の 出 席 、 欠 席 、 遅 刻 、 欠 課 、 早 退 （ 以 下 「 出 欠 席 等 」 と い う ） の 取 扱 い に          

つ い て 定 め 、 公 簿 等 の 記 載 は こ の 規 程 に よ る も の と す る 。  

（ 方  針 ）  

第 ２ 条   出 欠 席 等 は 、 Ｈ Ｒ ・ 教 科 の 授 業 及 び 学 校 行 事 等 の 時 限 毎 に 定 め る も の と す る 。

（ 定  義 ）  

第 ３ 条   下 記 の 事 項 を 総 称 し て 欠 席 等 と い う 。 そ れ 以 外 を 出 席 と す る 。  

   (1)  欠 席 ： そ の 日 の 教 育 活 動 を 全 て 欠 け る こ と 。  

   (2)  欠 課 ： そ の 時 限 の 教 育 活 動 に 開 始 後 20 分 以 内 に 参 加 し な い こ と 。  

   (3)  遅 刻 ： そ の 時 限 の 教 育 活 動 に 途 中 か ら 参 加 す る こ と 。 定 刻 時 鐘 が 鳴 り 終 え る            

ま で に 入 室 し て い な い こ と  

    (4)  早 退 ： そ の 日 の 教 育 活 動 を 終 了 以 前 に 退 出 す る こ と 。  

（ 欠 席 等 の 扱 い ）  

第 ４ 条   欠 席 等 の 場 合 は 、 原 則 と し て 事 前 に 届 け 出 さ れ た も の を 届 出 欠 席 等 と 扱 う 。  

  ２    病 気 の た め 引 き 続 き 欠 席 し １ 週 間 以 上 に 及 ぶ と き は 、 医 師 の 診 断 書 を 添 え て 提          

出 し な け れ ば な ら な い 。  

３   無 届 け 欠 席 等 に つ い て の 指 導 は 、 別 途 運 用 細 則 で 定 め る も の と す る 。  

（ 出 席 扱 い ）  

第 ５ 条   次 の 場 合 は 、 出 席 取 扱 い と す る 。  

   (1)  学 校 を 代 表 し て 公 式 の 大 会 又 は 会 合 等 に 出 席 す る 場 合 。  

   (2)  資 格 試 験 の 受 験 旅 行 の 場 合 。 た だ し 、 原 則 と し て 学 校 行 事 及 び 定 期 考 査 を 除       
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く 。     

   (3)  生 徒 指 導 ・ 健 康 指 導 等 で 呼 び 出 し を 受 け た 場 合 。  

   (4)  疾 病 等 の 事 由 に よ り 保 健 所 か ら 検 診 を 受 け る よ う 指 示 さ れ た 場 合 。  

   (5)  証 人 と し て 裁 判 所 等 に 出 頭 す る 場 合 。  

   (6)  学 校 管 理 下 に 怪 我 を し て 早 退 す る 場 合 。 （ 翌 日 以 降 入 院 加 療 を 要 す る 時 は 病            

欠 と す る ）  

   (7)  感 染 症 の 疑 い で 早 退 す る 場 合 。 な お 、 診 断 の 結 果 感 染 症 で は な く て も 診 断 さ  

   れ る ま で の 期 間 は 出 席 扱 い と す る こ と が で き る 。  

   (8)  そ の 他 、 校 長 が 適 当 と 認 め た 場 合 。  

（ 出 席 停 止 ）  

第 ６ 条   下 記 の い ず れ か に よ る 欠 席 は 、 欠 席日 数 に 含 め ず 、 そ の日 数 は 諸 表 出 席 停 止 等          

の 欄 に 記 入 す る 。  

( 1)  学 校 教 育 法 施 行 規 則 第 13 条 に よ る 懲 戒 の う ち 、 停 学 の 日 数 お よ び 学 校 保 健 安

全 法 施 行 規 則 第 19 条 に よ る 出 席 停 止 の 日 数 な ら び に 、 保 健 所 か ら 指 示 が あ っ

た 場 合 の 日 数 。  

   (2)  学 校 保 健 安 全 法 第 20 条 に よ り 、臨 時 に 学 校 の 全 部 あ る い は 一 部 の 休 業 を 行 っ

た 場 合 の 日 数 。  

   (3)  非 常 変 災 等 、 生 徒 ま た は 保 護 者 等 の 責 任 に 帰 す る こ と の で き な い 理 由 で 欠 席

し た 場 合 、 そ の 他 不 可 抗 力 に よ る 休 校 の 場 合 な ど で 、 校 長 が 出 席 し な く て も

よ い と 認 め た 日 数 。  

   (4)  公 的 交 通 機 関 の ス ト の 場 合 に 出 席 停 止 と な っ た 日 数 。  

(5)  公 的 機 関 か ら の 呼 出 し 等 、 校 長 が 適 当 と 認 め た 場 合 。  

（ 忌  引 ）  

第 ７ 条   生 徒 の 親 族 が 死 亡 し た と き は 、 忌 引届 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 忌 引          

の 取 扱 い を す る 場 合 は 、 下 記 の と お り で あ る 。  

   (1)  父 母                   7 日 以 内  

   (2)  祖 父 母 、 兄 弟 、 姉 妹     3 日 以 内  

   (3)  曾 祖 父 母 、 伯 叔 父 母     1 日  

   (4)  そ の 他 同 居 の 親 族       1 日  

（ 交 通 手 段 の ト ラ ブ ル ）   

第 ８ 条   バ ス ス ト ラ イ キ 時 及 び 交 通 手 段 の 事 故 等 不 可 抗 力 事 項 が 生 じ た 場 合 、 以 下 の           

取 扱 い で 対 処 す る 。  

   (1)  生 徒 は 、 積 極 的 に 出 校 す る よ う 努 力 し な け れ ば な ら な い 。  

   (2)  努 力 し た が 、 な お 始 業 時 間 に 遅 れ 、 ま た は 出 校 で き な い と き は 次 の よ う に 取   

り 扱 う 。  

    ア ．  全 面 ス ト の 場 合  

    ①  始 業 時 間 を 遅 ら せ る 。  

    ②  県 総 務 部 長 通 知「 交 通 機 関 の 事 故 等 の 不 可 抗 力 の 事 故 の 場 合 の 特 別 休 暇 の 取

扱 い に つ い て 」 を 準 用 し 、 出 席 で き な い 校 時 ま た は 欠 席 し た 日 に つ い て は 「出

席 停 止 」 と す る 。  

    イ ．  部 分 的 全 面 ス ト の 場 合  

    ①  前 項  ア － ② を 適 用 す る 。  

    ウ ．  乗 合 車 両 （ バ ス 等 ） が 交 通 事 故 等 の ト ラ ブ ル に 遭 遇 し 遅 刻 又 は 出 席 で き な か            
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っ た 場 合 は 、Ｈ Ｒ 担 任 若 し く は 生 徒 指 導 部 が 事 実 を 確 認 し 、ア － ② を 適 用 す る。 

（ 地 域 行 事 ・ 外 部 団 体 行 事 へ の 参 加 扱 い ）  

第 ９ 条   地 域 及 び 外 部 団 体 行 事 に 参 加 す る 生 徒 の 取 扱 い は 、 職 員 会 議 に 諮 り 、 出 席 扱           

い と す る こ と が で き る 。  

  ２     地域 行 事 （ 種 取 り 祭 等 ） に 、 参 加 す る 生 徒 で 授 業 を 休 ま な け れ ば な ら な い 生 徒          

の 取 扱 い は 、 原 則 と し て 以 下 の 手 順 を 踏 む こ と と す る 。  

   (1)  主 催 者 か ら 当 該 生 徒 の 参 加 依 頼 書 （ 期 間 ・ 場 所 ・ 責 任 者 ・ 連 絡 先 等 を 明 示 の            

こ と ） を 提 出 さ せ る 。  

   (2)  当 該 生 徒 の 保 護 者 等 か ら 、 参 加 承 諾 書 を 提 出 さ せ る 。  

   (3)  担 任 は 、 当 該 生 徒 の 活 動 状 況 を 把 握 し 学 校 長 お よ び 全 職 員 に 諮 る 。  

   (4)  参 加 が 認 め ら れ た 場 合 は 、 当 該 期 間 に お け る 生 徒 の 安 全 保 険 を 掛 け る よ う 主            

催 者 に 要 望 す る 。  

   (5)  生 徒 の 移 動 に か か る 諸 経 費 は 、 原 則 と し て 主 催 者 負 担 と す る 。  

  ３    外 部 団 体 行 事 に 参 加 す る 生 徒 の 取 扱 い は 、 原 則 と し て 以 下 の 手 続 き を 踏 む も            

の と す る 。  

   (1)  学 校 と 関 連 す る 団 体 の 行 事 に 生 徒 を 参 加 さ せ る 場 合 は 、 関 係 部 署 で 検 討 し て             

全 職 員 に 諮 る も の と す る 。  

   (2)  学 校 機 関 関 連 外 の 団 体 行 事 に 生 徒 が 参 加 す る 場 合 は 、 第 ９ 条 ２ を 適 用 す る 。  

   (3)  学 校 が 加 盟 す る 外 部 団 体 行 事 に 学 校 代 表 と し て 参 加 す る 場 合 は 、 下 記 の 要 件            

を 満 た す 者 と す る 。  

    ①  職 員 会 議 に お い て 、 問 題 が な い と 認 め ら れ た 者 。  

    ②  そ の 他 派 遣 規 定 を 適 用 し て 、 特 に 問 題 の な い 者 。  

（ 受 験 等 の 旅 行 ）  

第 10 条   生 徒 が 受 験 等 の 旅 行 で 授 業 に 出 席 で き な い 場 合 は 、 計 画 の 事 前 届 け を 原 則 と

し 、 以 下 の 手 順 を 踏 む も の と す る 。  

   (1)  進 学 ま た は 就 職 の た め 受 験 地 へ 旅 行 し よ う と す る 生 徒 は 、 事 前 に Ｈ Ｒ 担 任 を            

通 じ て 保 護 者 等 連 署 の 申 請 書 を 校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

   (2)  前 項 の 申 し 出 の 処 理 に つ い て は 、 進 路 指 導 部 が 当 た る 。  

   (3)  進 路 指 導 部 は 書 類 検 査 の 上 、 当 該 生 徒 の 受 験 旅 行 期 間 を 明 示 し 、 出 席 停 止 を            

職 員 会 議 に 諮 る 。  

   (4)  受 験 旅 行 等 が 考 査 期 間 に か か る 場 合 は 、 各 教 科 担 任 は 考 査 試 験 に 準 ず る 方 法            

を 実 施 す る 。  

   (5)  旅 行 の 期 間 は 、 受 験 に 必 要 な 最 小 限 度 の 日 数 を 出 席 停 止 と す る 。  

（ 出 席 簿 の 管 理 ）  

第 11 条   出 席 簿 の 管 理 及 び 整 理 要 領 に つ い て は 以 下 の と お り と す る 。  

   (1)  出 席 簿 の 管 理 は 、 教 頭 お よ び 教 務 が 行 い 常 に 所 定 の 場 所 に 保 管 す る 。  

   (2)  出 席 簿 の 整 理 点 検 は 、 Ｈ Ｒ 担 任 が 行 い 下 記 の 要 領 で 記 入 す る も の と す る 。  

    ①  Ｓ Ｈ Ｒ 、 Ｌ Ｈ Ｒ 、 諸 行 事 等 の 出 欠 は 直 接 Ｈ Ｒ 出 席 簿 に 記 入 し 、 進 路 相 談 支 援             

シ ス テ ム （ 校 内 Ｌ Ａ Ｎ ） に 入 力 す る 。  

    ②  全 て の 授 業 は 、各 自 の 教 務 必 携 で 出 欠 記 録 を 行 い 、進 路 相 談 支 援 シ ス テ ム（ 校            

内 Ｌ Ａ Ｎ ） に 入 力 す る 。 そ の 場 合 は 、 原 則 と し て 授 業 が 済 ん だ そ の 日 の う ち に            

入 力 す る こ と 。 な お 、 週 末 を 入 力 点 検 日 と す る 。  

    ③  出 席 簿 は 、 前 記 ① 以 外 の 目 的 で 保 管 場 所 か ら 持 ち 出 さ な い 。  
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    ④  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 １ 週 間 に １ 回 は 出 席 簿 の 整 理 と 集 計 、 印 刷 を 行 う 。  

   (3)  出 席 簿 は 、 学 年 終 了 後 に お い て 教 務 が 保 管 す る も の と す る 。  

 

（ 出 席 簿 の 記 入 ）  

第 12 条   Ｈ Ｒ 担 任 は 、朝 の Ｓ Ｈ Ｒ ま た は 全 体 集 会 時 の 出 欠 確 認 を し 、欠 席・欠 課 の 届 出           

の 有 無 を 入 力 す る 。 ま た 、 忌 引 、 出 停 、 停 学 、 派 遣 な ど の 入 力 も 行 う 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 46 年 5 月 24 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成 11 年 3 月 19 日 一 部 改 正 。  

( 3)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 、 第 6 条 、 第 10 条 ）  

 

３  別室登校に関する規程  

   

 １ ． 別 室 登 校 の 定 義  

専 門 医 の 診 断 ま た は 臨 床 心 理 士 ・ ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー ・ 教 育 相 談 係 ・ 養 護 教 諭 等

の 判 断 に よ っ て 、 心 因 的 な 理 由 で 集 団 で の 学 習 が 困 難 と 認 め ら れ た 生 徒 で 、 下 記 の 条

件 を 満 た す も の  

(1)  実 際 に登 校 し て い るか 、 ま た は 登校 す る 意思 が 確 認 さ れて い る こと 。  

(2 )  「 何 らか の 理 由 」 で教 室 で の 学 習へ の 参 加が 著 し く 困 難な 場 合 であ る こ と 。  

     「 何 らか の 理 由」 と は 以 下 の心 理 的 （心 因 性 ） 症 状な ど が ある 場 合 と す る。  

     ① 不 安 、 恐 怖 、 脅迫 症 状 等  

       ② い じ め 、 対 人 間 の ト ラ ブ ル 等  

       ③ 集 団 内 の 不 適 応 等  

       ④ その 他 の 心 理 的不 調 及 び 身 体的 （ 医 学的 ） 症 状  

( 3)  授 業 時 間 中 の 自 主 学 習 が 可 能 で 、 教 育 相 談 係 、 養 護 教 諭 、 HR 担 任 と の カ ウ ン セ       

リ ング を 継 続 的 に受 け ら れる こ と 。  

２ ． 別 室登 校 生 徒 の 承 認  

    1 の 定 義 に 該 当 す る と 思 わ れ る 生 徒 に つ い て は 、 教 育 相 談 委 員 会 で 判 断 し 、 職 員 会 議

で 承認 を 得 る も のと す る 。  

 

メ ンバ ー ： 教 頭 、当 該 生 徒 の HR担 任 、 当該 学 年主 任 、 当 該 学科 主 任 、教 育 相 談 係 、

養 護教 諭 、 生 徒 指導 部 、 その 他 必 要 に 応じ て 関 係職 員 及 び 関 係機 関  

 

３ ． 別 室登 校 生 徒 の 対 応 につ い て  

(1) 出 席 の 取 り 扱い  

職 員 会 議 に よ っ て 保 健 室 等 登 校 が 承 認 さ れ た 生 徒 の 出 席 の 取 り 扱 い は 、 保 健 室 等

登 校を 始 め た 時 点に さ か のぼ っ て 適 用 する 。保 健室 等 に 登 校 した 日 は 、在 室 した 時 間

の 授業 に 出 席 し たも の と する 。  

(2) 実 技 を とも な う 教 科 の授 業 時 間 数 の取 り 扱 い  

実 技を と も な う 教科（ 実 習・体 育 等）に つい て は、当 該 学科 お よ び 教 科で 話 し 合 い、

放 課後 や 長 期 休 業中 お よ び学 年 末 成 績 判定 会 議 まで に 補 講 を 行う こ と がで き る 。  
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( 3)  場 所  

     生 徒 は原 則 と して 教 育 相 談 室（ カ ウ ンセ ラ ー 室 ）に 登 校 し 、心 身 の状 況 に 応 じ て し

か るべ き 場 所 に おい て 自 習す る 。し か る べ き 場 所と は 、カ ウ ン セ ラ ー 室 、保 健室 、HR

担 任の 教 科 教 室 等と し 、 参加 可 能 な 授 業に お い ては 、 教 科 担 当者 で 対 応す る 。  

( 4) 学 習 指 導  

     別 室 での 学 習 は教 科 書 に よ る自 習 を 基本 と す る が 、教 科 担 当者 の 判 断 に より 課 題 を

与 えて も よ い 。課 題 等 は 原則 と し て 当 該生 徒 が 教科 担 当 者 の もと へ 取 りに 行 く こ と と

す るが 、 本 人 の 状態 に よ って は 担 任 や 教育 相 談 係で 受 け 取 る 。  

( 5) 定 期 考 査 と 評価  

     定 期 考査 は 、別 室 で 受 験さ せ る こ と がで き る 。評 価 は 、定 期考 査 と 課 題 等を 参 考 に、

内 規に 準 じ て 行 う 。実 技 を伴 う 教 科 等 の場 合 は 、レ ポ ート 、ま た は 課 題等 で 総 合 的 に

行 う。  

( 6) 履 修 ･単位 及 び 卒 業 の認 定 

各 教科 の 履 修・単 位 及 び 卒業 の 認 定 は、内 規 の「 履 修 、単 位 修 得・認 定、進 級、卒

業 の認 定 」 を 適 用す る 。  

 

４ ．HR担任 の 対 応  

( 1) HR担任 は 規 定 に 該 当す る と 思 わ れる 生 徒 がい る 場 合 は 、早 急 に 教育 相 談 係 に 報告 し 、

教 育相 談 委 員 会 （仮 称 ） にお い て そ の 判断 を 求 める 。  

(2 ）当 該 生 徒 の登 校 状 況 を把 握 し て 出 席簿 に 記 入し 、そ の 状況 を 各 教 科担 当 者 へ 連 絡す る 。 

( 3)  生 徒と の 継 続 的 な 面談 を 行 い 、 家庭 や 教 育相 談 係 と 連 携を 取 り なが ら 生 徒の HRへ の

復 帰を 支 援 す る 。  

 

５ ．教 育 相 談 係 の対 応  

( 1) HR 担任 か ら の 報 告 後、 教 育 相 談 委員 会 を 招集 し 判 断 を 求め 、 職 員会 議 に て 提 案す る 。 

( 2) 専 門 家 （医 師 ・ 専 門 カウ ン セ ラ ー 等） の 診 断や 助 言 を 踏 まえ て 当 該生 徒 の 心 身 の状 況

を 判断 し 、 支 援 方法 を 提 案す る 。  

( 3)  カ ウ ン セ ラ ー室 等 に 登校 す る 生 徒 の日 課 を 確認 し 、 HR担 任と の 連絡 調 整 を 密 に 行 う 。 

( 4) 生 徒 と の 継 続的 な 面 談を 行 い 、家 庭 や HR担 任 、養護 教 諭 と の 連 携を と り な が ら生 徒 の

HR復 帰 を支 援 す る 。  

 

６ ．教 科 担 当 者 の対 応  

(1) 各 教科 担 当 者は HRや 教 育 相 談係 等 と 連 携し な が ら 、 当該 生 徒 が過 重 な 負 担 にな ら な

い 範囲 で 課 題 や レポ ー ト を与 え て 学 習 を支 援 す る。  

(2) 評 価 は 、原 則 と し て 定期 考 査 を 受 験さ せ る もの と し 、実 技 を と も なう 教 科 等 の 場合 は 、

教 科担 当 者 と 相 談し な が ら、 弾 力 的 、 総合 的 に 行う 。  

 

７ ．保 健 室 等 登 校の 支 援 期間 に つ い て  

   原 則 と し て 3 ヶ 月 間を 支 援 期 間 とす る 。 HR担 任と 教 育 相 談 係 、あ る い は 教 育相 談 委 員  

会（ 仮 称 ）にお い て 当 該 生徒 の 心 身 の 状態 を 定 期的 に 判 断 し 、支 援 期 間の 延 長 や 解 除 、進

路 変更 等 に つ い ては 職 員 会議 で 提 案 す る。  

 

 



 -  18 -  

附  則  

( 1)  こ の 規 程 は 平 成 15 年 11 月 28 日 か ら 施 行 す る 。  

( 2)  こ の 規 程 は 平 成 16 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。  

( 3)  こ の 規 程 は 令 和 元 年 12 月 18 日 一 部 改 正 。  

 

 

４   生徒の表彰に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 沖縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 ４ ３ 条 に 基 づ き、 生 徒 の 表 彰 に 関 す          

る 事 項 を 定 め る 。  

（ 表 彰 の 種 類 及 び 基 準 ）  

第 ２ 条    こ の 規 程 は 、 生 徒 の 学 業 を 奨 励 し 、 闊 達 な 活 動 を 期 待 す る た め に 定 め る 。  

（ 表 彰 の 種 類 及 び 基 準 ）  

第 ３ 条   表 彰 の 種 類 及 び 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (1)  １ 学 年 度 の 表 彰  

    ①  皆  勤     1 学 年 度 に お い て 無 欠 席 、 無 欠 課 、 無 遅 刻  

    ②  精  勤     1 学 年 度 に お い て 無 欠 席 、 無 欠 課 で 遅 刻 が 1 回  

    ③  学 業 成 績 優 秀  1 学 年 度 の 全 科 目 の 評 定 が 3 以 上 で 、 平 均 が 4.5 以 上  

   (2)  卒 業 生 の 表 彰  

    ①  皆  勤      3 年 間 を と お し て 無 欠 席 、 無 欠 課 、 無 遅 刻  

    ②  精  勤      各 学 年 に お い て 無 欠 席 、 無 欠 課 で 遅 刻 が 1 回 以 下 で 3 カ 年  

             皆 勤 で な い  

    ③  学 業 成 績 優 秀   3 年 間 を と お し て 全 科 目 の 評 定 が 3 以 上 で 、 各 学 年 で 平 均 が  

              4.5 以 上  

   (3)  そ の 他 の 表 彰  

       学 校 内 外 に お い て 善 行 が あ り 、 ま た は 活 動 状 況 が 顕 著 で 、 職 員 会 議 に お い て            

特 に 表 彰 に 価 す る と 認 め ら れ た 者 。  

       被 表 彰 生 徒 の 推 薦 に つ い て は 、 当 該 学 科 ・ 部 顧 問 ・ Ｈ Ｒ 担 任 等 が 行 い 、 職 員            

会 議 に 諮 る 。                   

（ 表 彰 者 の 認 定 ）  

第 ４ 条   表 彰 者 の 認 定 は 、 学 年 度 末 の 成 績 会 議 に お い て Ｈ Ｒ 担 任 の 報 告 に 基 づ き 、 校 長          

が 行 う 。 但 し 、 第 3 条 － (3) 号 の 表 彰 に つ い て は 適 宜 行 う こ と が で き る 。  

（ 表 彰 の 方 法 ）  

第 ５ 条   表 彰 の 方 法 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (1)  １ 学 年 度 の 表 彰 は 、 学 年 度 の 修 了 式 の 場 で 氏 名 を 公 表 す る 。  

   (2)  卒 業 生 の 表 彰 は 賞 状 を 授 与 し 、 卒 業 証 書 授 与 式 の 場 で 氏 名 を 公 表 す る 。  

    

(3)  生 徒 指 導 要 録 の 相 当 欄 に 3 カ 年 皆 勤 、 3 カ 年 学 業 成 績 優 秀 等 と 表 彰 の 種 類 を              

記 録 す る 。  

 

附  則  

   (1)  こ の 規 程 は 昭 和 57 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
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   (2)  こ の 規 程 は 平 成 11 年 3 月 19 日 一 部 改 正 。  

   (3)  こ の 規 程 は 平 成 22 年 2 月 22 日 一 部 改 正 。 （ 第 3 条 (2) ③ ）   

(4)  こ の 規 程 は 平 成 23 年 3 月 24 日 一 部 改 正 。 （ 第 3 条 (2) ② ）  

 

 

５   生徒派遣に関する規程  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 本 校 の 教 育 活 動 の 一 環 と し て 、 県 内 外 で 行 わ れ る 教 育 的 諸 行 事 ・          

大 会 （ 以 下 対 外 競 技 等 と い う ） に 本 校 を 代 表 し 派 遣 す る 生 徒 の 資 格 基 準 を 定 め 、          

及 び 生 徒 派 遣 費 の 公 正 ・ 適 正 、 且 つ 効 率 的 運 用 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 予  算 ）  

第 ２ 条   生 徒 派 遣 に 必 要 な 経 費 は 、本 校 Ｐ Ｔ Ａ 会 員 が 拠 出 す る 生 徒 派 遣 費 及 び 教 育 関 係       

諸 団 体 等 か ら の 補 助 金 、 そ の 他 の 収 入 を 充 て る 。  

 

（ 生 徒 派 遣 委 員 会 ）  

第 ３ 条   生 徒 派 遣 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る も の を も っ て 構 成 す る 。  

     教 頭 、 事 務 長 、 教 務 (1 人 ) 、 生 徒 指 導 部 （ 1 人 ） 、 生 徒 会 （ 1 人 ） 、 養 護 教 諭  

   (1)  委 員 長 は 、 教 頭 が 当 た る 。  

   (2)  委 員 長 不 在 の と き は 、 委 員 （ 教 務 ） が 代 行 す る 。  

   (3)  派 遣 委 員 会 の 審 議 に は 、 派 遣 種 目 当 該 引 率 者 も 同 席 す る 。  

 

（ 生 徒 派 遣 委 員 会 の 職 務 ）  

第 ４ 条   生 徒 派 遣 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 す る 。  

   (1)  本 規 程 の 運 用 に 関 す る 事 項  

   (2)  派 遣 費 予 算 ・ 決 算 に 関 す る 事 項  

   (3)  そ の 他 生 徒 派 遣 に 関 す る 事 項  

 

（ 生 徒 派 遣 資 格 基 準 ）  

第 ５ 条   学 校 代 表 と し て 派 遣 さ れ る 生 徒 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 基 準 を 満 た す 者 で な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 島 内 ( 地 区 ) 大 会 に お い て 、 不 適 格 条 件 （ ３ ） （ ５ ）に 該 当

す る 生 徒 に つ い て は 、部 顧 問 の 申 し 出 に よ り 職 員 に 諮 り 承 認 を 得 て 出 場 さ せ る こ

と が で き る 。     

   (1)  保 護 者 等 の 承 認 を 受 け た 者 （ 派 遣 承 諾 書 様 式 １ 号 ） 。  

   (2)  健 康 状 態 が 良 好 な 者 。 （ 医 師 の 診 断 の 結 果 不 適 当 と 認 め ら れ た 者 は 除 く ）  

   (3)  学 業 成 績 が 良 好 な 者 。 （ 単位 保 留科 目 の 単 位 数が ８ 単 位以 上 の 者 は 除く ）  

   (4)  生 活 態 度 が 良 好 な 者（ 懲 戒 指 導 中 の 者・勤 怠 指 導 に ３ 回 以 上 の 者（ た だ し 、 改

善 が 見 ら れ る 者 に つ い て は 職 員 会 議 に 図 る ） は 除 く ）  

   (5)  校 納 金 等 が 納 入 さ れ て い る 者 。 （ 校 納 金 が 納 め ら れ て い な い 場 合 は 、 翌 月 か       

ら の 大 会 に 出 場 で き な い 。 延 納 願 い の 手 続 き を し て い る 場 合 も 、 完 納 し な い        

限 り 出 場 で き な い 。 ま た 、 寮 費 に つ い て 各 月 の お 金 が 納 め ら れ て い な い 場 合        

も 同 等 の 扱 い と す る 。 た だ し 、 完 納 す れ ば 、 そ れ 以 降 の 大 会 に は 出 場 で き る ）  
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（ 派 遣 の 対 象 ）  

第 ６ 条   派 遣 費 支 出 の 対 象 と な る 対 外 競 技 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 団 体 が 主 催 又 は 共 催         

す る も の に 限 る 。  

   (1)  本 校 が 加 盟 す る 高 体 連 ・ 高 野 連 ・ 高 文 連 。  

   (2)  県 立 教 育 委 員 会 、 教 育 委 員 会 が 関 係 す る 連 盟 、 協 会 等 。  

   (3)  国 ・ 地 方 公 共 団 体 。  

(4)   そ の 他 職 員 会 議 で 承 諾 さ れ た も の 。  

（ 生 徒 の 派 遣 人 員 ）  

第 ７ 条   対 外 競 技 等 へ 派 遣 す る 生 徒 人 員 は 、 原 則 と し て 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す

る 。  

(1)  体 育 系 は 、 引 率 教 諭 ま た は 関 係 職 員 の 推 薦 す る 生 徒 で 、 当 該 主 催 団 体 の 大 会            

要 項 に 定 め る 登 録 人 員 の 範 囲 と す る 。  

 

   (2)  文 化 系 ・ 学 科 系 等 は 、 引 率 教 諭 ま た は 関 係 職 員 の 推 薦 す る 生 徒 で 、 当 該 主 催            

団 体 の 要 項 に 定 め る 人 員 と す る 。  

（ 生 徒 派 遣 の 承 認 ）  

第 ８ 条   本 校 を 代 表 し て 対 外 競 技 等 に 派 遣 さ せ よ う と す る 場 合 、引 率 教 諭 ま た は 関 係 職          

員 は 原 則 と し て 派 遣 の １ 週 間 前 ま で に 生 徒 派 遣 計 画 （ 別 紙 様 式 ２ ） を も っ て 派 遣      

委 員 会 に 諮 り 、 職 員 会 議 を 経 て 校 長 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

（ 生 徒 の 出 席 取 扱 い ）  

第 ９ 条   学 校 代 表 と し て 派 遣 す る 生 徒 は 、 出 席 扱 い と す る 。                        

（ 派 遣 期 間 ）  

第 10 条   対 外 競 技 等 へ 生 徒 を 派 遣 す る 期 間 は 、 当 該 主 催 団 体 の 要 項 規 定 に よ る ほ か 、             

競 技 等 に 支 障 を き た さ な い 最 短 期 間 と す る 。  

（ 県 外 派 遣 の 基 準 ）  

第 11 条   県 外 派 遣 の 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 尚 、 派 遣 委 員 会 に 諮 り 職 員            

会 議 を 経 て 校 長 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

   (1)  第 6 条 の 各 号 に 掲 げ た 主 催 団 体 か ら 県 代 表 と し て 推 薦 を 受 け た 団 体（ チ ー ム）           

ま た は 個 人 。  

   (2)  九 州 地 区 代 表 及 び 全 国 代 表 と し て 、 主 催 団 体 か ら 推 薦 を 受 け た 団 体 ま た は 個             

人 。  

（ 県 内 派 遣 費 の 算 出 基 準 ）  

第 12 条   県 内 へ の 生 徒 派 遣 費 算 出 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

   (1)  交 通 費  

    ①  航 空 運 賃 は 、 ス カ イ メ イ ト 料 金 ま た は 特 別 優 待 料 金 と す る 。  

    ②  船 舶 運 賃 は 、 ２ 等 客 室 学 割 料 金 と す る 。  

    ③  車 運 賃 は 、 バ ス 料 金 実 費 額 と す る 。  

   (2)  宿 泊 費  

      宿 泊 費（ １ 泊 ２ 食 付 ）は 、指 定 の あ る 場 合 は 指 定 料 金 と す る 。そ の 他 の 場 合 は 、  

実 費 額 と す る 。 （ 最 も 経 済 的 で 条 件 の 良 い 宿 泊 施 設 と す る こ と 。 ）  

   (3)  主 た る 目 的 外 の 路 程 に か か る 諸 経 費 は 、 自 己 負 担 と す る 。  

（ 県 外 派 遣 費 の 算 出 基 準 ）  

第 13 条   県 外 へ の 生 徒 派 遣 費 算 出 基 準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  
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   (1)  交 通 費  

    ①  航 空 運 賃 は 、 ス カ イ メ イ ト 料 金 ま た は 特 別 優 待 料 金 と す る 。  

    ②  船 舶 運 賃 は 、 ２ 等 客 室 学 割 料 金 と す る 。  

    ③  車 運 賃 は 、 バ ス 料 金 ・ 電 車 賃 の 実 費 額 と す る 。  

   (2)  宿 泊 費 （ １ 泊 ２ 食 付 ） は 、 指 定 の あ る 場 合 は 指 定 料 金 と す る 。 そ の 他 の 場 合             

は 実 費 額 と す る 。 （ 最 も 経 済 的 で 条 件 の 良 い 宿 泊 施 設 と す る こ と 。 ）  

   (3)  主 た る 目 的 外 の 路 程 に か か る 諸 経 費 は 、 自 己 負 担 と す る 。  

（ そ の 他 の 算 出 基 準 ）  

第 14 条  登 録 料 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り 支 給 す る も の と す る 。  

   (1)  登 録 料 は 、 第 ６ 条 に 係 る 範 囲 に お い て 主 催 者 の 規 程 額 を 支 給 す る 。 ま た 、 大  

     会 参 加 費 は 年 間 ３ 回 を 限 度 と し 、 当 該 参 加 部 ・ 同 好 会 が 参 加 大 会 を 選 択 す る 。  

     た だ し 、 各 個 人 の 登 録 料 は 個 人 負 担 と す る 。  

（ 請 求 方 法 ）  

第 15 条   引 率 教 諭 ま た は 関 係 職 員 は 、 第 ８ 条 で 承 認 を 得 た 範 囲 で 生 徒 派 遣 費 執 行 伺 い

書 （ 別 紙 様 式 ３ 号 ） と 関 係 書 類 （ 派 遣 計 画 承 認 申 請 書 ・ 様 式 ２ 号 、 大 会 要 項 ）

等 を 添 え て 、 出 発 ３ 日 前 ま で に 提 出 し 、 校 長 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

（ 支 給 額 ）  

第 16 条   生 徒 派 遣 費 は 、 当 分 の 間 、 次 の 各 号 に 基 づ き 支 給 す る も の と す る 。  

２   概 算 払 い を 原 則 と す る 。  

    (1)  県 内 （ 島 外 ） 派 遣 の 場 合  

    ①  各 部 ・ 同 好 会 に 対 し 、 派 遣 費 を 限 度 ３ 回 ま で 支 給 し 、 そ の 派 遣 回 数 に つ い て  

     は 各 部 ・ 同 好 会 ご と に 年 度 初 め に 顧 問 か ら 申 告 す る も の と す る 。 そ の 申 告 に 基

づ き 、 補 助 金 の あ る 大 会 に つ い て は 、 年 ３ 回 の 派 遣 を 計 画 し て い る 場 合 は 、 １

回 に つ き 5,000 円 、 年 ２ 回 の 派 遣 を 計 画 し て い る 場 合 は 、 １ 回 に つ き 7,000

円 、 年 １ 回 し か 派 遣 機 会 が な い 場 合 は 、11,000 円 を 支 給 す る 。 補 助 金 の な い

大 会 に つ い て は 、 補 助 金 の あ る 大 会 の そ れ ぞ れ の 支 給 額 の 50％ を 支 給 す る 。

但 し 、 何 ら か の 理 由 で 派 遣 回 数 が 当 初 申 告 回 数 よ り も 減 っ た 場 合 の 支 給 額 の 変

更 は 認 め な い 。  

    ②  大 会 運 営 上 勝 利 の た め 再 派 遣 す る 場 合 は 、 １ 回 に つ き 3,500 円 を 支 給 す る 。       

ま た 、 天 候 不 順 に よ り 離 島 後 試 合 日 が 順 延 さ れ た 場 合 （ 延 泊 が 困 難 と 判 断 さ れ       

る 場 合 ） の 再 派 遣 に つ い て は １ 回 の み 3,500 円 を 支 給 す る 。 但 し 、 派 遣 費 支 給       

対 象 の 大 会 の 場 合 と す る 。  

    ③  派 遣 期 間 中 不 可 抗 力 等 に よ り 滞 在 を 余 儀 な く さ れ た 場 合 は 、 そ の 都 度 派 遣 委            

員 会 に 諮 り 、 校 長 の 承 認 を 得 て 支 給 額 を 決 定 す る も の と す る 。  

        ④  対 外 競 技 、 及 び 各 種 大 会 等 に 学 校 代 表 と し て 派 遣 す る 場 合 は 、 一 人 あ た り  

     11,000 円 を 支 給 す る も の と す る 。ま た 、県 代 表 に 推 薦 さ れ 、県 外 に 派 遣 さ れ る       

場 合 の 支 給 額 に つ い て は 、 第 16 条 － (2) に 準 ず る も の と す る 。 学 校 代 表 と は 、       

競 技 も し く は 団 体 が 本 校 内 の 部 活 動 に 属 さ ず 、 且 つ 次 の （ ア ） （ イ ） に 掲 げ る       

基 準 の い ず れ か を 満 た す も の と す る 。  

（ ア ） 校 内 に お け る 大 会 で 選 考 を 経 た も の 。  

（ イ ） 第 ６ 条 に 該 当 す る 団 体 が 主 催 す る 対 外 競 技 へ の 参 加 割 り 当 て の 要 請 を 受        

け 、 学 校 代 表 と し て 参 加 す る 者 。  

    ⑤   引 率 教 諭 及 び 関 係 職 員 に 関 し て は 、 県 費 の 旅 費 支 給 が で き な い 場 合 に 限 り 引
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率 必 要 経 費 を 補 助 す る 。  

    (2)  県 外 派 遣 の 場 合 、 第 13 条 に 基 づ き 、 補 助 金 の あ る 場 合 は 、 高 文 連 等 か ら の 補

助 費 を 引 い た 額 の 50％ を 学 校 負 担 と し 、 そ の 上 限 を ６ 万 円 と す る 。 補 助 金 の な

い 場 合 は 、 派 遣 費 の 50%を 学 校 負 担 と す る 。  

    (3)  沖 縄 県 代 表 と し て 出 場 す る 場 合 は 、 開 催 地 が 県 内 ・ 外 を 問 わ ず 前 記 (2) 項 を 適            

用 す る 。  

（ 予 算 の 適 正 執 行 ）  

第 17 条   対 外 競 技 等 の 引 率 教 諭 及 び 関 係 職 員 は 、 生 徒 派 遣 費 が 保 護 者 等 の 拠 出 に 依 る

も の で あ る こ と に 鑑 み 、生 徒 派 遣 承 認 計 画 書 及 び 予 算 執 行 伺 い 書 作 成 等 に つ い

て は 、 適 正 、 且 つ 合 理 的 な 運 用 目 的 に 添 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 会  計 ）  

第 18 条   生 徒 派 遣 費 の 会 計 取 扱 い は 、 Ｐ Ｔ Ａ 会 計 が 出 納 を 行 い 事 務 長 が 監 督 す る も の            

と す る 。  

  ２     会 計 年 度 は 、 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 翌 年 の ３ 月 31 日 ま で と す る 。  

（ 決 算 ・ 監 査 ）  

第 19 条    決 算 は 、 年 度 末 で 帳 簿 を 閉 じ 単 年 度 決 算 を 行 う も の と す る 。  

   ２   本 規 程 第 １ 条 の 目 的 に 照 ら し て 監 査 を 行 う も の と す る 。監 査 員 は Ｐ Ｔ Ａ 監 事 が  

行 う 。  

   ３    事 務 長 は 、 決 算 報 告 を Ｐ Ｔ Ａ 総 会 の 場 で 行 う 。  

   ４    監 査 員 は 、 監 査 報 告 を Ｐ Ｔ Ａ 総 会 の 場 で 行 う 。  

   ５    疑 義 が あ る 場 合 は 、 出 納 簿 閲 覧 及 び 監 査 請 求 が で き る 。  

６   生 徒 派 遣 費 は 、 一 人 当 た り 10,000 円 と す る 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 57 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 昭 和 60 年 9 月 11 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 昭 和 63 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

( 4)  こ の 規 程 は 平 成 元 年 10 月 1 日 一 部 改 正 。  

( 5)  こ の 規 程 は 平 成 11 年 7 月 11 日 一 部 改 正｡ 

(6)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 6 月 26 日 一 部 改 正 。  

(7)  こ の 規 程 は 平 成 15 年 5 月 26 日 一 部 改 正 。  

(8)  こ の 規 程 は 平 成 15 年 5 月 20 日 一 部 改 正 。  

(9)  こ の 規 程 は 平 成 16 年 7 月 12 日 一 部 改 正 。  

(10) こ の 規 程 は 平 成 18 年 5 月 12 日 一 部 改 正 。  

(11)  こ の 規 定 は 平 成 19 年 6 月 28 日 一 部 改 正 。  

( 12)  こ の 規 定 は 平 成 22 年 2 月 22 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 （4） ）  

(13)  こ の 規 定 は 平 成 22 年 4 月 6 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 （3） ）  

(14)  こ の 規 定 は 平 成 22 年 8 月 31 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 （3） ）  

(15)  こ の 規 定 は 平 成 23 年 2 月 22 日 一 部 改 正 。 （ 第 16 条 の 2）  

(16)  こ の 規 程 は 平 成 23 年 11 月 19 日 一 部 改 正 。 （ 第 8 条 ）  

(17)  こ の 規 程 は 平 成 24 年 3 月 19 日 一 部 改 正 。 （ 第 8 条 、 第 16 条 の 2）  

( 18)  こ の 規 程 は 平 成 25 年 5 月 17 日 一 部 改 正 。 （ 第 14 条 、 第 16 条 の 2）    

 ( 19)  こ の 規 程 は 平 成 26 年 6 月 25 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 ）  

(20)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 5 条 ）  
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６   進学及び推薦に関する規程  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 本 校 の 生 徒 が 進 学 を 希 望 し 、 且 つ 校 長 推 薦 を 受 け よ う と す る 時 、          

客 観 的 判 断 を 行 う た め に 執 行 さ れ る も の で あ る 。 校 長 推 薦 は 、 卒 業 後 １ 年 以 内 ま          

で と す る 。  

（ 委 員 の 構 成 ）  

第 ２ 条   本 校 に 進 学 推 薦 委 員 会 （ 推 薦 委 員 会 と よ ぶ ） を 置 く 。 委 員 の 構 成 は、 次 の と お          

り で あ る 。  

   (1)  推 薦 委 員 会 は 、 教 頭 、 進 路 指 導 主 任 、 進 学 係 、 生 徒 指 導 部 １ 人 、 ３ 学 年 主 任            

及 び 当 該 Ｈ Ｒ 担 任 で 組 織 し 、 必 要 に 応 じ て 関 係 職 員 を 含 め る 。  

   (2)  推 薦 委 員 会 の 委 員 長 は 、 進 路 指 導 主 任 が 当 た る 。  

（ 審  議 ）  

第 ３ 条   推 薦 委 員 会 は 、 推 薦 を 願 い 出 た 生 徒 に つ い て 審 議 し 、 推 薦 の 可 否 を 認 定 す る 。   

２   推 薦 委 員 会 は 、推 薦 を 願 い 出 た 生 徒 の 保 護 者 等 の 同 意 を 確 認 し 、学 資 の 出 処（ 奨                          

学 金 等 ） が 明 確 で あ る こ と も 考 慮 す る 。  

（ 大 学 等 の 推 薦 ）  

第 ４ 条   大 学 等 の 推 薦 に 関 す る こ と  

   (1)  大 学 等 推 薦 を 希 望 す る 生 徒 の Ｈ Ｒ 担 任 は 、 必 要 書 類 を 添 え て 推 薦 委 員 会 へ 諮            

る も の と す る 。 推 薦 委 員 会 で 推 薦 を 決 定 し た も の に つ い て 、 委 員 長 は 職 員 会 議            

で 報 告 し 承 認 を 得 る 。  

   (2)  大 学 等 の 推 薦 で 、 下 記 の ３ 条 件 を 全 て 満 た す 者 に つ い て 学 校 推 薦 を 行 え る も       

の と す る 。  

    ①  志 望 校 の 推 薦 基 準 を 満 た し て い る 者 、 志 望 校 に 推 薦 基 準 が な い 場 合 は 本 校 推       

薦 基 準 、 評 定 平 均 値 3.0 を 満 た し て い る 者  

、    ②  無 届 欠 席 、 欠 課 及 び 遅 刻 が 各 学 年 を 通 し て 、 そ れ ぞ れ 15 回 以 下 の 者  

      ※ た だ し 、 著 し く 改 善 が み ら れ る も の に つ い て は 審 議 す る こ と が 出 来 る 。  

    ③  原 則 と し て ３ 年 次 の 懲 戒 指 導 の な い こ と  

      ※ た だ し 、 １ ・ ２ 年 次 に 懲 戒 を 受 け た 者 に つ い て は 、 推 薦 委 員 会 に お い て 審

議 す る こ と が で き る 。  

   (3)  推 薦 を 受 け よ う と す る 者 は 、 ２ 校 以 上 の 推 薦 を 同 時 に 受 け る こ と が で き る 。            

但 し 、 １ 校 目 の 合 格 発 表 後 に ２ 校 目 以 降 の 入 試 が あ る 場 合 に 限 ら れ 、 １ 校 目 で            

合 格 し た 場 合 に は 、 希 望 の い か ん を 問 わ ず ２ 校 目 以 降 は 受 験 で き な い 。  

   (4)  同 一 校 の 推 薦 を 受 け よ う と す る 者 が 複 数 あ る 場 合 、 推 薦 順 位 に つ い て は 推 薦            

委 員 会 で 検 討 す る 。  

（ 専 門 学 校 等 の 推 薦 ）  

第 ５ 条   専 門 学 校 等 の 推 薦 に 関 す る こ と  

   (1)  専 門 （ 修 ） 学 校 等 の 推 薦 に 関 し 、 上 記 第 ４ 条 の 条 件 を 満 た し て い る 者 。  

（ 留 学 等 そ の 他 の 推 薦 ）  

第 ６ 条   留 学 等 そ の 他 推 薦 に 関 し て は 、当 該 事 項 が 発 生 し た と き に 推 薦 委 員 会 で 検 討 審          

議 し て 、 職 員 会 議 に 諮 り 承 認 を 得 る 。  
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附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 57 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 平 成 9 年 10 月 1 日 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 改 正 。  

(4)  こ の 規 定 は 平 成 25 年 10 月 4 日 改 正 。  

(5)   こ の 細 則 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

  

７   生徒の懲戒に関する規程  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条    こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 44 条 に 基 づ き 生 徒 の 懲 戒 に 関 す る   

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 懲 戒 の 種 類 ）  

第 ２ 条   懲 戒 は 、 訓 告 、 停 学 及 び 退 学 と す る 。  

  ２   懲 戒 の 処 分 は 、 校 長 が こ れ を 行 う 。  

  ３   前 項 の 退 学 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 生 徒 に 対 し 行 う こ と が で き る 。  

(1)   性 行 不 良 で 改 善 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

(2)  学 力 劣 等 で 成 業 の 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 者  

(3)  正 当 の 理 由 が な く て 出 席 常 で な い 者  

(4)  学 校 の 秩 序 を 乱 し 、 そ の 他 生 徒 と し て の 本 分 に 反 し た 者  

（ 懲 戒 を 適 用 す る 事 項 と 手 順 ）  

第 ３ 条    懲 戒 を 適 用 す る 事 項 と 手 順 は 生 徒 指 導 方 針 に 定 め る 。 生 徒 指 導 部 は 年 度 初 め に

 こ れ を 職 員 会 議 に 諮 り 承 認 を 得 る 。  

（ 懲 戒 の 適 用 ）  

第 ４ 条    懲 戒 の 処 分 に あ た っ て は 生 徒 指 導 委 員 会 で 協 議 の う え 職 員 会 議 に 諮 り 、 校 長 が

 こ れ を 行 う 。  

（ 停 学 の 期 間 と 解 除 ）  

第 ５ 条    停 学 期 間 は 3 日 間 、 6 日 間 、9 日 間 、12 日 間 、 無 期 停 学 （20 日 以 上 ） と し 、 そ

の 解 除 は 学 年 会 及 び 生 徒 指 導 部 で 協 議 の う え 職 員 会 議 に 諮 り 、 校 長 が こ れ を 行

う 。 停 学 期 間 は 休 日 、 祝 日 は 含 ま な い 。 （ た だ し 、 夏 季 休 暇 、 冬 季 休 暇 、 春 季 休

暇 は 指 導 期 間 に 含 む 。 ）  

（ 停 学 期 間 の 延 長 ）  

第 ６ 条    停 学 期 間 を 終 了 し て も な お 反 省 の 態 度 が 十 分 と 認 め ら れ な い 場 合 は 、 学 年 会 及          

び 生 徒 指 導 部 で 協 議 の う え 校 長 の 承 認 を 得 て 停 学 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

附  則  

( 1)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 3 条 、 第 4 条 、 第 5 条 ）  

 

８  諸会費納入に関する規程  

 ( 諸 会 費 の 納 入 )  

第 １ 条   Ｐ Ｔ Ａ 会 費 ・ 派 遣 費 等 の 校 納 金 は 定 め ら れ た 期 間 に 納 入 す る も の と す る 。  

附  則   

( 1)  こ の 規程 は 平 成 15 年 10 月 １ 日か ら 施 行 する 。   

( 2)  こ の 規程 は 平 成 15 年 11 月 28 日 一 部 改 正。  
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( 3)  こ の 規程 は 平 成 22 年 5 月 21 日一 部 改 正 。  

 

９   交通安全指導に関する規程  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 生 徒 の 交 通 事 故 を 防 止 し 、 交 通 安 全 教 育 の 徹 底 を 図 る た め に 定 め           

る も の と す る 。  

（ 免 許 の 取 得 、 運 転 及 び 車 両 同 乗 の 禁 止 ）  

第 ２ 条    車 両 の 免 許 取 得 及 び 運 転 は 原 則 と し て 禁 止 す る 。 ま た 、 未 成 年 者 の 運 転 す る 車           

両 へ の 同 乗 も 同 様 と す る 。  

（ 運 転 免 許 の 取 得 ）  

第 ３ 条    運 転 免 許 の 取 得 ( 自 動 車 学 校 等 に お け る 受 験 ・ 受 講 を 含 む ) は 原 則 と し て ３ 年 の           

夏 休 み 以 降 に 、 「 自 動 車 教 習 所 受 講 許 可 申 請 書 」 を 生 徒 指 導 部 へ 提 出 し 行 う 。  

            取得 後 は 「 運 転 免 許 取 得 届 」 を 提 出 す る 。  

     ２     特別 な 事 情 で 、 3 年 の 夏 休 み 以 前 に 取 得 し な け れ ば な ら な い 生 徒 は 、 「 運 転 免           

許 取 得 願 ( 特 別 ) 」を 生 徒 指 導 部 へ 提 出 し 、学 年 会 お よ び 生 徒 指 導 部 で 協 議 し 職 員           

会 議 の 承 認 を 得 て 取 得 す る 。 取 得 後 は 「 運 転 免 許 取 得 届 」 を 提 出 す る 。  

     ３    特 別 な 事 情 で 、卒 業 前 に 車 両 を 運 転 し な け れ ば な ら な い 場 合 に は 、「 車 両 使 用            

許 可 願 」を 生 徒 指 導 部 へ 提 出 し 、学 年 会 と 生 徒 指 導 部 で 協 議 し 、職 員 会 議 の 承 認            

を 得 て 許 可 す る 。  

 

10  生徒の制服及び身なりに関する規程  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条     こ の 規 程 は 、 生 徒 の 制 服 及 び 身 な り に 関 す る 必 要 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 制 服 の 着 用 ）  

第 ２ 条    生 徒 は 、 原 則 と し て 校 内 に お い て は 制 服 も し く は 学 校 指 定 の 実 習 服 、 体 育 着 を           

着 用 す る 。 ま た 、 登 下 校 中 は 制 服 を 着 用 す る 。  

（ 制 服 の 種 類 ）  

第 ３ 条     生 徒 の 制 服 は 本 校 が 指 定 し た ( 1)(2) の 制 服 を 選 び 着 用 す る 。  

( 1)   ス ラ ッ ク ス 着 用 に つ い て  

夏 服  シ ャ ツ 又 は 、 ポ ロ シ ャ ツ 、 ス ラ ッ ク ス を 着 用 す る 。  

指 定 の ニ ッ ト ベ ス ト は 着 用 し て も か ま わ な い 。  

冬 服  指 定 の シ ャ ツ に ブ レ ザ ー を 着 用 す る 。  

    指 定 の ニ ッ ト ベ ス ト は 着 用 し て も か ま わ な い 。  

( 2)  ス カ ー ト 着 用 に に つ い て  

夏 服  シ ャ ツ 又 は 、 ポ ロ シ ャ ツ 、 ス カ ー ト を 着 用 す る 。  

指 定 の ニ ッ ト ベ ス ト は 着 用 し て も か ま わ な い 。  

冬 服  指 定 の シ ャ ツ に ブ レ ザ ー を 着 用 す る 。  

指 定 の ニ ッ ト ベ ス ト は 着 用 し て も か ま わ な い 。  

 

①  ブ レ ザ ー 丈 は ウ エ ス ト ラ イ ン よ り 25ｃ ｍ 下 が る 。  

② ボ タ ン は 、金 属 製 で 縁 色 は 金 で 中 は 紺 、縁 の 素 材 を ア ル ミ 、中 は 真 鍮 と し 、校 章
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と イ ニ シ ャ ル 入 り と す る 。  

③  ス カ ー ト 丈 は 、 極 端 に 長 く ま た は 短 く す る こ と を 禁 止 す る 。  

④  シ ャ ツ に は み ん さ ー 織 柄 入 り と す る 。  

⑤  ス カ ー ト 着 用 の 際 は リ ボ ン タ イ で ス ラ ッ ク ス 着 用 の 際 は ネ ク タ イ の レ ギ ュ ラ ー

型 と し 、 リ ボ ン タ イ と ネ ク タ イ は あ ず き 色 に み ん さ ー 織 柄 入 り と す る 。  

⑥  リ ボ ン タ イ 及 び ネ ク タ イ は 日 常 に お い て は 自 由 着 用 と す る が 、 儀 式 的 行 事 等 で

は 必 ず 着 用 す る こ と と す る 。  

⑦  半 袖 ・ 長 袖 シ ャ ツ 及 び ポ ロ シ ャ ツ の 裾 は ス ラ ッ ク ス や ス カ ー ト の 外 に 出 す こ と

が で き る 。 た だ し 、 冬 服 や 儀 式 的 行 事 等 で は 中 に 入 れ る こ と と す る 。  

 

（ 制 服 の 着 用 期 間 ）  

第 ４ 条    制 服 の 着 用 期 間 は 次 の 期 間 と す る 。  

          4 月   調 整 期 間  

          5 月 ～ 10 月  夏 服  

          11 月 ～12 月  調 整 期 間  

          1 月 ～ 2 月  冬 服  

          3 月   調 整 期 間  

          入学 式  夏 服  

          卒業 式  冬 服  

 

（ 頭 髪 の 制 限 ）  

第 ５ 条    生 徒 の パ ー マ 、 染 髪 、 そ の 他 異 様 な 髪 型 は 禁 止 す る 。  

（ 化 粧 及 び 装 身 具 の 禁 止 ）  

第 ６ 条    生 徒 の 化 粧 及 び 装 身 具 （ ピ ア ス ・ ネ ッ ク レ ス 等 ） は 禁 止 す る 。  

附  則   

( 1)  こ の 規 程 は 平 成 17 年 3 月 23 日 一 部 改 正 。  

( 2)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 3 条 、 第 4 条 ）  

         ( 3)  こ の 規 程 は 令 和 元 年 12 月 19 日 一 部 改 正 。 （ 第 3 条 ）  

 

１１   アルバイトの指導に関する規程  

（ 基 本 方 針 ）   

第 １ 条    ア ル バ イ ト は 原 則 と し て 禁 止 と す る 。  

  （ １ 学 年 １ 学 期 の ア ル バ イ ト は 完 全 禁 止 ）  

（ 申  請 ）   

第 ２ 条   経 済 的 理 由 で や む を 得 ず ア ル バ イ ト を す る 時 は 学 校 長 の 許 可 を 得 な け れ ば な

ら な い 。  

２   許 可 の 申 請 は 所 定 の 用 紙 を 用 い 、 Ｈ Ｒ 担 任 、 学 科 ・ コ ー ス 長 を と お し て 係 へ 提

出 す る 。  

   ３    そ の 他 、 許 可 に 関 す る 確 認 事 項 は 別 に 定 め る 。  

附  則  

         (1)  こ の 規 程 は 平 成 23 年 2 月 22 日 一 部 改 正 。 （ 第 2 条 ）  

         (2)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 1 条 ）  
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１２   携帯電話の使用に関する規程  

 

第 １ 条     生 徒 の 学 校 内 に お け る 携 帯 電 話 の 使 用 に つ い て は 生 徒 指 導 方 針 に 定 め る 。  

 

 

１３  課外活動に関する規定  

 

（ 目 的 ）  

 第 １ 条   こ の 規 定 は、本 校 生徒 の 課 外 活 動に 関 す る 事 項を 定 め、早 朝 や 放課 後 に お け る規

則 正し い 自 主 的 な活 動 を 促す こ と を 目 的と す る 。  

（ 活 動 期 間 ）  

 第 ２ 条   課 外 活 動 は夏 季・冬 季 を 区 別 せ ず、１ 年 間 を通 し た 時 間と す る 。但し 、考 査 １週

間 前よ り 考 査 終 了ま で は 別に 定 め る 。  

（ 活 動 時 間 ）  

 第 ３ 条  平 日 に お け る課 外 活 動 時 間  

    （1） 午 前 の 課 外活 動 時 間 は 、午 前 6 時 30 分か ら 午 前 8 時 00 分ま で と す る 。  

    （2） 午 後 の 課 外活 動 時 間 は 、放 課 後 から 午 後 8 時 00 分 ま でと す る 。  

 第 ４ 条  休日 に お け る 課外 活 動 時 間  

    （1） 午 前 の 課 外活 動 時 間 は 、午 前 6 時 30 分か ら と す る 。  

 （ 2）午 後 の 課 外 活動 時 間は 、 午 後 6 時 00 分 まで と す る 。  

 （ 3）完 全 下 校 は 午 後 6 時 30 分と す る 。  

（ 活 動 期 間 の 延 長 ）  

 第 ５ 条   午 後 の 課 外 活 動 は 原 則 と し て 考 査 １ 週 間 前 よ り 考 査 終 了 ま で そ の 活 動 を 停 止 す

る 。但し 、考 査 前 後 ２ 週 間以 内 に 大 会・発表 等 を控 え て い る 場合 、あ るい は 持 続 的

な 活 動 が 必 要 な 場 合 は 、 全 職 員 の 了 承 と 校 長 の 承 認 を も っ て ２ 時 間 程 度 の 活 動 が

で きる 。完 全 下 校は 、午 後６ 時 30 分 と す る 。考査 と は 、各 学期 に お ける 中 間・期

末 考査 を 指 す 。  

      朝 の活 動 は 、考 査 日 に 限 りそ の 活 動を 認 め な い 。  

（ 活 動 時 間 の 延 長 ）  

第 ６ 条  課 外活 動 時 間 の 延長  

（1）課外 活 動 時 間 の 延 長は 事 前 に 提 案し 、全 職員 の 了 承 と 校長 の 承 認を も っ て 行 うこ

と がで き る 。 但 し、 大 会 や公 演 の １ ヵ 月前 か ら とす る 。  

（2）合 宿や 大 会・公 演 等に お い て は、担 当 職 員や 顧 問 の 責 任に お い て、活 動 時 間の 延

長 を認 め る 。  

附  則          

     ( 1)  こ の 規 程 は 平 成 21 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

     ( 2)  こ の 規 程 は 平 成 22 年 9 月 22 日 一 部 改 正 （ 5 条 ）  

         

 

 

１４  寄宿舎の管理、運営に関する規程  
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《  学  寮  規  程   》  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 47 条 の 規 定 に 基 づ き 、 県 立 八 重 山 商         

工 高 等 学 校 学 寮 （ 以 下 「 学 寮 」 と い う ） の 管 理 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 を 定 め

る 。  

（ 設 置 の 目 的 ）  

第 ２ 条   本 校 在 学 生 徒 で 、 自 宅 か ら 通 学 困 難 な 生 徒 の 学 校 生 活 に つ い て 便 宜 を は か り 、           

自 主 的 で 秩 序 あ る 集 団 生 活 を と お し て 社 会 性 の 育 成 を 目 的 と し て 設 置 す る 。  

（ 管 理 者 ）  

第 ３ 条   本 学 寮 は 、 校 長 が 管 理 す る 。  

（ 運 営 ・ 組 織 ）  

第 ４ 条   校 長 は 、 学 寮 の 管 理 ・ 運 営 を 舎 監 に 委 嘱 す る 。  

  ２    舎 監 は 、 教 諭 を も っ て 当 て る 。  

  ３    学 寮 の 諸 問 題 解 決 の た め 寮 務 委 員 会 を 設 け る 。  

（ 舎 監 の 任 務 ）   

第 ５ 条   舎 監 の 勤 務 時 間 に つ い て は 、本 校 職 員 の 勤 務 時 間 の 割 り 振 り に 関 す る 内 規 で 定            

め る 。  

  ２    舎 監 の 勤 務 を 要 し な い 日 の 日 直 ・ 宿 直 に つ い て は 全 日 制 ・ 定 時 制 の 教 諭 が 輪 番           

で 当 た る 。  

（ 寮 務 委 員 会 ）  

第 ６ 条   寮 務 委 員 会 は 教 頭 、 事 務 長 、 舎 監 、 養 護 教 諭 、 生 活 指 導 部 代 表 、 環 境 整 備 部

代  表 、 定 時 制 職 員 代 表 （ １ 名 ） で 構 成 す る 。 但 し 、 必 要 に 応 じ て 関 係 職 員 （ 学

年 主 任 、 Ｈ Ｒ 担 任 ） 及 び 寮 長 、 副 寮 長 を 含 め る 。  

  ２    寮 務 委 員 会 は 、 学 寮 の 設 置 目 的 に 照 ら し て 寮 生 の 生 活 ・ 学 習 環 境 等 に つ い て 諸           

問 題 の 改 善 ・ 解 決 に あ た る 。  

（ 入 退 寮 ）                                                                       

第 ７ 条   入 寮 及 び 退 寮 を 希 望 す る 生 徒 は 、 所 定 の 入 （ 退 ） 寮 願 を 舎 監 へ 提 出 し 、 寮 務 委           

員 会 の 審 議 を 経 て 、 校 長 が 決 め る 。  

（ 学 寮 自 治 会 ）  

第 ８ 条   寮 生 は 、 自 ら の 寮 生 活 の 向 上 、 改 善 を 図 り 、 自 治 能 力 を 培 う た め 、 舎 監 の 指             

導 の も と に 学 寮 自 治 会 を 組 織 す る 。  

  ２    学 寮 自 治 会 に 関 す る 細 則 は 別 に 定 め る 。  

（ 会  議 ）  

第 ９ 条   学 寮 運 営 の た め 、 次 の 会 議 を 適 時 開 く こ と が で き る 。  

(1)  寮 務 委 員 会  

(2)   学 寮 自 治 役 員 会  

( 3)  学 寮 自 治 総 会  

(4)  そ の 他 学 寮 運 営 に 必 要 な 会 議  

（ 細 則 ・ 生 活 心 得 等 ）  

第 10 条   学 寮 の 運 営 を 円 滑 に す る た め に「 学 寮 規 程 細 則」「 学 寮 生 活 心 得 」等 は 別 に 定            

め る 。  

（ 学 寮 の 閉 鎖 ）                             
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第 11 条   伝 染 病 等 の 発 生 に よ り 、 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 は 学 寮 を 閉 鎖 す る 。        

２   長 期 に わ た る 休 暇 （ 春 季 ・ 夏 季 ・ 冬 季 休 業 中 ・ 県 立 高 校 入 学 者 選 抜 学 力 検 査             

期 間 ） は 原 則 と し て 学 寮 を 閉 鎖 す る 。 但 し 、 講 座 等 を 受 講 す る 寮 生 に 対 し 、 学    

寮 を 開 放 す る こ と が で き る 。  

（ 経  費 ）  

第 12 条   学 寮 の 経 費 は 、寮 費 及 び そ の 他 の 経 費 で 充 て る 。経 営 に つ い て は 、「 学 寮 規 程     

細 則 」 に 含 め 別 に 定 め る 。  

（ 帳  簿 ）  

第 13 条   学 寮 に 次 の 帳 簿 を 備 え る 。  

① 寮 生 名 簿    ② 寮 費 徴 収 簿    ③ 備 品 台 帳   ④ 公 文 書 綴    ⑤ 会 計 出 納 簿  

⑥ 領 収 書 綴    ⑦ 入 退 寮 願 書 ・ 誓 約 書 綴      ⑧ 外 出 ・ 外 泊 届 綴   

⑨ 学 寮 日 誌   ⑩ 学 寮 に 関 す る 規 則 等 綴     ⑪ 勤 務 命 令 簿   ⑫ 寮 生 点 呼 簿  

⑬ そ の 他 （ 舎 監 引 継 ぎ 資 料 綴 等 ）  

（ 監  査 ）  

第 14 条   監 査 は 、 教 頭 、 事 務 長 が 当 た る 。  

（ 罰  則 ）  

第 15 条   学 校 で 懲 戒 処 分 を 受 け た 者 及 び 寮 生 活 に 不 適 当 と 認 め ら れ た 者 に 対 し 、 校 長

は 職 員 会 議 に 諮 り 退 寮 を 命 ず る こ と が で き る 。  

（ 附  記 ）  

第 16 条   本 規 程 の 改 廃 は 、 寮 務 委 員 会 で 審 議 し 職 員 会 議 に 諮 り 決 定 す る 。  

附  則  

(1)  こ の 規 程 は 昭 和 57 年 12 月 23 日 か ら 施 行 す る 。  

(2)  こ の 規 程 は 昭 和 60 年 9 月 11 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 昭 和 63 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

(4)  こ の 規 程 は 平 成 元 年 10 月 1 日 一 部 改 正 。  

(5)  こ の 規 程 は 平 成 10 年 12 月 1 日 一 部 改 正 。  

(6)  こ の 規 程 は 平 成 14 年 7 月 4 日 一 部 改 正 。  

( 7)  こ の 規 程 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

 

 

 

《  学  寮  規  程  細  則  》  

第 １ 条     学 寮 規 程 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 秩 序 あ る 学 寮 生 活 を 営 ま せ る た め に こ の 細 則 を 定          

め る 。  

（ 入 寮 と 選 考 基 準 ）  

第 ２ 条     入 寮 募 集 は 新 入 生 及 び 在 学 生 を 対 象 に 行 う 。 但 し 、 原 則 と し て 新 入 生 の 入 寮 を          

優 先 す る 。 募 集 期 間 は 、 新 入 生 に 関 し て は 高 校 入 学 者 選 抜 学 力 検 査 の 日 か ら 合 格          

発 表 の 日 ま で と す る 。 在 学 生 に 関 し て は ３ 月 １ 日 か ら ３ 月 15 日 ま で と す る 。  

     ２     入 寮 者 の 選 考 は 、 経 済 面 、 遠 隔 地 性 、 そ の 他 を 考 慮 し て 寮 務 委 員 会 で 決 定 し 合          

格 者 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン で 通 知 す る 。  

     ３     白 保 か ら 名 蔵 地 域 内 に 居 住 し て い る 者 は 原 則 と し て 入 寮 を 認 め な い 。  

（ 自 治 会 ）  
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第 ３ 条     学 寮 に 自 治 会 を お く 。  

    ２     自 治 会 の 総 会 を 定 期 的 に 開 催 す る 。 ま た 必 要 に 応 じ て 臨 時 に 開 催 す る こ と が で           

き る 。  

     ３     総 会 は 舎 監 の 指 導 の も と に 、 役 員 を 選 出 し 寮 運 営 に 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 自 治 会 役 員 ）  

第 ４ 条     学 寮 自 治 会 に 次 の 役 員 を お く 。  

      (1)   寮 長         １ 名  

      (2)   副 寮 長       １ 名  

      (3)   生 活 委 員 長   １ 名  

      (4)   美 化 委 員 長   １ 名  

      (5)   保 体 委 員 長   １ 名  

（ 役 員 の 任 務 ）  

第 ５ 条     役 員 の 任 務 は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   寮 長  

         ①  寮 を 代 表 す る 。  

         ②  寮 務 一 般 を 統 括 し 、 寮 生 の 融 和 を 図 る 。  

         ③  総 会 を 招 集 す る 。  

         ④  必 要 に 応 じ て 寮 生 を 代 表 し て 寮 務 委 員 会 に 出 席 す る 。  

      (2)   副 寮 長  

         ・  寮 長 を 補 佐 し 、 寮 長 に 事 故 の あ る と き は 寮 長 を 代 行 す る 。  

      (3)   生 活 委 員 長  

         ・  学 寮 生 活 心 得 に 基 づ き 、 明 る い 、 秩 序 あ る 寮 生 活 が 営 め る よ う に 努 め る 。  

      (4)   美 化 委 員 長  

         ・  環 境 の 美 化 と 施 設 の 営 繕 に 努 め る 。  

      (5)   保 体 委 員 長  

         ・  寮 生 の 健 康 の 保 持 増 進 に 努 め る 。  

（ 役 員 の 選 出 と 任 期 ）  

第 ６ 条   役 員 は 学 寮 自 治 会 総 会 に お い て 選 出 す る 。  

２   役 員 の 任 期 は １ 年 間 と す る 。  

（ 日   直 ）  

第 ７ 条   日 直 の 任 務 は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   食 器 等 の 後 片 付 け  

      (2)   戸 締 り の 点 検  

      (3)   １ 日 の 反 省 と 報 告  

      (4)   寮 生 日 誌 の 記 入       

 

 

 

 

 

 

 

（ 日   課 ）  
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第 ８ 条     寮 生 活 を 規 律 あ る も の に す る た め に 、 次 の と お り 日 課 を 定 め る 。 但 し 、 登 校 ・         

昼 食 ・ 帰 寮 の 時 刻 は 学 校 の 日 程 に 合 わ せ る こ と と す る 。  

 

 午  前   午  後  

 全 日  定 時   全 日  定 時  

6:50  起 床  12:10 昼 食   

7:00  点 呼  12:45 登 校   

8:40  登 校   16:30 帰 寮   

8:45   出 勤  16:40  登 校  

   18:00～  夕 食 洗 濯 風 呂   

   22:00  帰 寮  

   22:00～  点 呼ǀ清 掃ǀ日 直  

    洗 濯 、 風 呂  

   23:00 消 灯  

 

（ 外 出 ・ 外 泊 ・ 帰 省 ）  

第 ９ 条     帰 省 を す る 場 合 は 、 事 前 に｢帰 省 許 可 願｣に 必 要 事 項 を 記 入 し て 舎 監 に 提 出 し 、 

         許可 を 得 る 。  

     ２     外 泊 を す る 場 合 は 、 事 前 に 保 護 者 等 か ら の 外 泊 届 出 を 必 要 と す る 。 届 出 が あ っ

た 者 は 「 外 泊 許 可 願 」 に 必 要 事 項 を 記 入 し て 舎 監 に 提 出 し 、 許 可 を 得 る 。  

     ３    帰省 、 外 泊 、 外 出 か ら の 帰 寮 は 速 や か に 必 ず 舎 監 、 宿 日 直 に 帰 寮 報 告 を す る 。  

（ 欠 席 ・ 早 退 ）  

第 10 条     病 気 ま た は そ の 他 の 理 由 で 欠 席 ま た は 早 退 を す る 場 合 は 、担 任 に 届 け 出 て 舎 監            

に 報 告 す る 。  

（ 入 寮 費 ・ 寮 費 ）  

第 11 条     寮 費 は 月 額 28,000 円 （ 食 費 16,000 円 ・ 維 持 費 12,000 円 ） と す る 。 但 し 、 定

時 制 の 生 徒 は 、 月 額 17,000 円 （ 食 費 5,000 円 ・ 維 持 費 12,000 円 ） と す る 。  

      ２     寮費 は 毎 月 15 日 ま で に 納 入 す る 。  

      ３     寮費 の 改 定 は 職 員 会 議 に 諮 っ て 校 長 が 行 う 。  

（ 寮 費 の 延 納 ）  

第 12 条     郵 便 の 配 達 そ の 他 の 理 由 で 寮 費 の 納 入 が 遅 れ る と き は「 寮 費 延 納 願」を 舎 監 に  

          提出 す る 。  

（ 会 計 事 務 ）  

第 13 条     入 寮 並 び に 寮 費 の 会 計 事 務 は 舎 監 が 行 う 。  

（ 会 計 監 査 ）  

第 14 条     会 計 監 査 は 私 費 会 計 マ ニ ュ ア ル に 則 っ て 行 う 。  

（ 舎 監 業 務 ）  

第 15 条     舎 監 は 寮 生 の 生 活 指 導 一 般 の ほ か に 次 の 業 務 を 行 う 。  

      (1)   寮 生 の 登 校 の 確 認 （ 午 前 ・ 午 後 ）  

      (2)   諸 帳 簿 の 完 備  

      (3)   寮 の 会 計 事 務  

      (4)   設 備 の 管 理 点 検 （ 施 設 ・ 備 品 の 管 理 ）  
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      (5)   寮 生 の 健 康 管 理 と カ ウ ン セ リ ン グ  

      (6)   ホ ー ム ル ー ム 担 任 や 教 科 担 任 、 生 徒 指 導 部 と の 連 携  

      (7)   寮 生 の 自 治 活 動 の 促 進  

      (8)   寮 の 宿 日 直 の 割 り 当 て  

      (9)   寮 生 の 父 母 と の 連 携  

      (10)  宿 直 日 誌 , 勤 務 命 令 簿 の 記 入  

（ 舎 監 ・ 宿 日 直 の 任 務 ）  

第 16 条     舎 監 宿 日 直 は 次 の こ と を 行 う 。  

            平日            舎監    午 後 ６ 時 ～ 午 前 ８ 時  

            休日 、 祝 日     日 直    午 前 ８ 時 ～ 午 後 ６ 時  

                            宿直    午 後 ６ 時 ～ 午 前 ８ 時  

    ２     主な 業 務 お よ び 勤 務 内 容  

      (1)   原 則 と し て 舎 監 室 で 勤 務 す る 。 （ 食 事 等 で 離 れ る 場 合 は 寮 生 に 伝 え る ）  

      (2)   寮 生 以 外 は 寮 内 に 入 れ な い 。  

      (3)   外 泊 、 帰 省 許 可 証 の 発 行 と 検 印 を 行 う 。 （ 住 所 、 電 話 番 号 の チ ェ ッ ク ） 特 に 外

泊 は 親 類 以 外 不 可 。  

      (4)   帰 省 先 、 外 泊 先 に 電 話 で の 在 宅 の 確 認 を 行 う 。  

      (5)   勤 務 時 間 内 に ３ ～ ４ 回 巡 視 す る 。  

      (6)   節 約 、 節 電 を 徹 底 さ せ る 。  

      (7)   宿 日 直 日 誌 の 記 入 を す る 。 ( 5 年 間 保 存 )  

      (8)   マ ス タ ー キ ー 、 舎 監 室 の キ ー 管 理 、 引 継 ぎ を す る 。  

      (9)   食 器 、 調 味 料 、 湯 を 除 い て 食 料 品 は 使 用 さ せ な い 。  

      (10)  午 後 10 時 の 点 呼 は 点 呼 簿 を 使 用 し て 在 寮 を 確 認 す る 。 （ 以 後 外 出 禁 止 ）  

      (11)  午 後 ８ 時 45 分 に 生 徒 に 戸 締 り を さ せ る 。  

      (12)  23 時までに寮生を各 部 屋 に 戻 し 、 ア ラ ー ム を セ ッ ト す る 。  

      (1 3)  消 灯 後 、 電 気 ・ 水 道 ・ ガ ス 、 戸 締 り の 確 認 を す る 。  

      (1 4)  午 前 6 時 に ア ラ ー ム 解 除ǀ午 前 7 時 に 点 呼 。  

      (1 5)  父 母 以 外 の 電 話 は 緊 急 以 外 断 る 。  

      (1 6)  そ の 他 、 必 要 な こ と 。  

（ 退   寮 ）  

第 17 条     校 長 は 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 寮 務 委 員 会 に 諮 っ て 退 寮 を 命 ず る こ と が

で き る 。  

      (1)   学 校 で 問 題 行 動 に よ る 懲 戒 処 分 を 受 け た 場 合 。  

      (2)   出 席 状 況 の 著 し く 悪 い 場 合 。  

      (3)   寮 生 活 の 約 束 事 を 破 り 寮 の 秩 序 を 著 し く 乱 し 、 寮 生 活 に 不 適 当 と 認 め ら れ た           

場 合 。  

 

 

 

 

 

 

（ 問 題 行 動 の 処 理 ）  
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第 18 条     寮 生 が 寮 内 外 を 問 わ ず 問 題 行 動 を 起 こ し た と き は 、舎 監 は 寮 生 か ら 速 や か に 事            

情 を 聴 取 し 、 ホ ー ム ル ー ム 担 任 、 生 徒 指 導 部 と 連 携 し て そ の 指 導 に あ た る 。  

    ２    問題 行 動 を 起 こ し た 生 徒 へ の 懲 戒 規 定 の 適 用 や 指 導 方 針 等 の 決 定 は 生 徒 指 導 部           

に 委 ね 、 職 員 会 議 に 諮 っ て 校 長 が 行 う 。  

（ 学 寮 閉 鎖 中 の 出 入 り ）  

第 19 条     学 寮 規 程 第 11 条 に よ る 学 寮 閉 鎖 中 は 学 寮 へ の 出 入 り は 禁 止 す る 。                        

特 別 の 事 由 の あ る 者 は 舎 監 も し く は 関 係 職 員 の 許 可 を 受 け る 。  

（ 父 母 会 の 開 催 ）  

第 20 条     寮 生 の 保 護 者 等 で 保 護 者 会 を 組 織 す る 。 こ の 会 は 年 １ 回 以 上 開 催 す る 。  

（ 細 則 の 改 廃 ）  

第 21 条     本 細 則 の 改 廃 は 職 員 会 議 で 諮 り 、 校 長 が 行 う 。  

附   則      

(1) こ の 細 則 は 平 成 13 年 1 月 9 日 か ら 施 行 す る 。  

(2 ) こ の 細 則 は 平 成 25 年 3 月 18 日 一 部 改 正 。  

( 3) こ の 細 則 は 平 成 25 年 10 月 4 日 一 部 改 正 。  

( 4) こ の 細 則 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

 

        

 

１５  選挙の投票に関する規定  

    

第 １ 条     選 挙 日 に 学 校 行 事 が 重 な る 場 合 、 選 挙 権 を 有 す る 生 徒 が 期 日 前 投 票 及 び 不 在 者

 投 票 に 行 け る よ う 配 慮 す る 。  

附   則      

(1)  こ の 規 則 は 平 成 30 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
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第三章   考査、評価、単位、留学、進級、卒業の認定  

 

１  総  則  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 29 条 、 第 34 条 、 第 35 条 、  

第 38 条 、 第 39 条 の 規 定 に 基 づ き 定 め る こ と と す る 。  

 

２   考  査  

 

（ 考 査 の 種 類 ）  

第 ２ 条  考 査 は 、 定 期 考 査 ・ 再 考 査 ・ 追 認 考 査 に 分 け る 。  

２   定 期 考 査 と は 、 中 間 考 査 、 学 期 末 考 査 、 卒 業 考 査 、 学 年 末 考 査 を い う 。  

３   中 間 考 査 及 び 学 期 末 考 査 は １ ・ ２ 学 期 １ 回 ず つ 行 う 。  

４   追 認 考 査 に つ い て は 、 別 途 に 定 め る 。  

（ 考 査 の 時 間 割 等 ）  

第 ３ 条   定 期 考 査 の 時 間 割 は 、 科 目 担 任 と 調 整 後 、 考 査 の １ 週 間 前 に 生 徒 に 発 表 す る 。  

  ２   考 査 の 時 間 は 50 分 と す る 。但 し 、特 別 教 科 科 目  に つ い て は 、こ の 限 り で な い。 

（ 出 題 教 師 の 心 得 ）  

第 ４ 条   定 期 考 査 の 問 題 は 、 難 易 度 や 妥 当 性 を 検 討 し 、 １ ０ ０ 点 満 点 で 平 均 ６ ０ 点 を 目           

標 に し て 作 成 す る 。  

  ２    定 期 考 査 は 原 則 と し て 、 同 一 学 年 、 学 科 は 、 同 一 問 題 と す る 。  

  ３    定 期 考 査 の 問 題 は 前 日 ま で に 作 成 す る よ う に し 、 厳 重 に 保 管 す る 。  

  ４    定 期 考 査 問 題 及 び 解 答 用 紙 は 十 分 に 点 検 し 、 必 要 枚 数 を 準 備 す る 。   

  ５    定 期 考 査 問 題 及 び 解 答 用 紙 の 受 け 渡 し は 、 原 則 と し て 会 議 室 で 行 う 。  

６  定 期 考 査 中 、 生 徒 に 対 し て 特 に 使 用 を 許 可 し た も の が あ る 場 合 は 、 監 督 者 に 連       

絡 す る 。  

（ Ｈ Ｒ 担 任 の 指 導 ）  

第 ５ 条   Ｈ Ｒ 担 任 は Ｓ Ｈ Ｒ 時 に お い て 、 第 ６ 条 の 生 徒 の 受 験 心 得 に つ い て 指 導 す る 。  

  ２    定 期 考 査 期 間 中 は 生 徒 を 番 号 順 に 着 席 さ せ 、 机 間 を 等 間 隔 に 並 ば せ る 。  

  ３    定 期 考 査 の 公 正 な 実 施 の 妨 げ に な る 恐 れ の あ る 掲 示 物 を 取 り 除 か せ る 。  

（ 生 徒 の 受 験 心 得 ）  

第 ６ 条   考 査 を 受 験 で き な い 事 由 が あ る 時 は 、そ の 事 由 を 明 記 し た 欠 席 届 を 事 前 に 提 出           

す る 。 病 気 に よ る 場 合 は 、 電 話 に よ っ て Ｈ Ｒ 担 任 に 連 絡 し 、 事 後 す み や か に 病 欠           

届 を 提 出 す る 。  

  ２    考 査 中 の 私 語 、 物 品 の 貸 し 借 り 、 勝 手 な 離 席 を 禁 止 す る 。  

  ３    不 正 行 為 は 厳 禁 と す る 。 不 正 行 為 が あ っ た と き は 、 当 該 科 目 を ０ 点 と す る 。   

  ４    座 席 は 出 席 簿 順 と し 、 考 査 中 は 監 督 者 の 指 示 に 従 う 。  

  ５    定 期 考 査 期 間 中 は 職 員 室 、 準 備 室 、 印 刷 室 等 へ の 入 室 を 禁 止 す る 。  

  ６    故 意 の 不 受 験 、 白 紙 答 案 及 び 答 案 不 提 出 は 厳 禁 と す る 。  

  ７    定 期 考 査 時 間 途 中 の 、 答 案 の 提 出 は 原 則 と し て 認 め な い 。  

  ８    停 学 指 導 中 の 生 徒 は 、 教 務 が 指 示 す る 別 室 受 験 と す る 。  
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（ 監 督 者 の 心 得 ）  

第 ７ 条   監 督 者 は 生 徒 の 受 験 心 得 を 熟 知 し 、 必 要 事 項 の 徹 底 を 図 り 、 監 督 に 専 念 す

る 。      

２   考 査 終 了 後 、 受 験 者 数 と 答 案 枚 数 を 点 検 し て 番 号 順 に 綴 り 、 表 紙 に 必 要 事 項 を           

記 入 し て 出 題 教 師 に 返 す 。  

  ３   遅 刻 し た 者 は 、 考 査 開 始 25 分 ま で は 入 室 を 認 め る 。 但 し 、 不 慮 の 事 故 等 に よ            

り 25 分 を 過 ぎ て 遅 刻 し た 者 で 、 監 督 者 が 正 当 な 理 由 が あ る と 認 め た 者 は 、 入 室            

を 認 め 受 験 も し く は 再 考 査 を 受 け さ せ る こ と が で き る 。  

    ４     不正 行 為 を 発 見 し た 時 は 、 答 案 及 び 必 要 に よ っ て 証 拠 物 件 を と り あ げ 、 生 徒 を            

教 頭 の 所 へ 行 か せ る 。  

５   故 意 に よ る 不 受 験 、 答 案 不 提 出 ま た は 白 紙 答 案 が あ る 場 合 は 、 考 査 終 了 後 直 ち

に Ｈ Ｒ 担 任 ・ 教 務 部 及 び 関 係 教 師 に 報 告 す る 。  

（ 不 正 行 為 等 の 指 導 ）  

第 ８ 条   不 正 行 為 が あ っ た 場 合 は 次 の と お り 処 理 す る 。  

   (1)  監 督 者 は 答 案 及 び 証 拠 物 を 取 り あ げ 、 当 該 生 徒 を 教 頭 の 所 へ 行 く よ う に 指 示              

す る 。 教 頭 不 在 の 場 合 は 、 職 員 室 に 居 合 わ せ る 教 師 が 代 行 す る 。  

   (2)  教 頭 は 、 生 徒 を 別 室 に 待 機 さ せ 、 他 の 科 目 は 受 験 さ せ る も の と す る 。  

   (3)  考 査 終 了 後 、 監 督 者 は Ｈ Ｒ 担 任 、 出 題 教 師 に 報 告 す る 。  

   (4)  Ｈ Ｒ 担 任 は 、 生 徒 か ら 事 実 を 聴 取 し 、 生 徒 指 導 部 及 び 教 頭 に 報 告 す る 。  

   (5)  生 徒 指 導 部 の 提 案 に よ り 懲 戒 指 導 と す る 。  

   (6)  考 査 終 了 後 に 確 認 さ れ た 不 正 行 為 に つ い て も 本 条 を 準 用 す る 。  

   (7)  故 意 に よ る 不 受 験 ・ 答 案 不 提 出 及 び 白 紙 答 案 提 出 に つ い て は 、 Ｈ Ｒ 担 任 ま た              

は 出 題 教 師 が 適 切 な 指 導 を 行 い 、 必 要 に よ り､沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第44

条 を 適 用 し 、 懲 戒 指 導 と す る 。  

（ 再 考 査 ）  

第 ９ 条   次 の 事 由 に よ っ て 定 期 考 査 を 受 験 で き な か っ た 生 徒 に 対 し て は 、本 人 の 申 し 出      

に よ り 、 再 考 査 を 行 う 。  

   (1)  医 師 の 診 断 書 の あ る 場 合 。  

   (2)  Ｈ Ｒ 担 任 が 病 気 で あ る と 確 認 で き た 場 合 。  

   (3)  法 定 伝 染 病 に よ り 校 長 が 出 停 を 命 じ た 場 合 。  

   (4)  忌 引  

   (5)  校 長 が 正 当 と 認 め た 場 合 。  

 

 

３   成  績  評  価   

 

（ 評 価 の 資 料 ）  

第 10 条   成 績 の 評 価 は 次 の 資 料 に 基 づ い て 総 合 的 に 行 う 。  

   (1)  定 期 考 査 （ 再 考 査 ）  

   (2)  研 究 物 、 レ ポ ー ト 、 宿 題 等  

   (3)  製 作 物 、 実 技  

   (4)  学 習 態 度  

   (5)  出 席 状 況                                          
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（ 評  価 ）  

第 11 条   1・2 学 期 の 評 価 は 次 の と お り と す る 。  

   (1)  100 点 法 と す る 。  

   (2)  34 点 以 下 の 評 価 は 、 評 価 点 （ 評 定 ） の 左 側 に 「 ＊ 」 を 表 記 、  評 価 点 （ 評 定 ）      

を 赤 で 丸 く 囲 む 。  

   (3)  出 席 時 数 が 授 業 時 数 の 3 分 の 2 に 満 た な い 場 合 は 、 欠 課 時 数 の 左 側 に 「 ＊ 」       

を 表 記 し 、 欠 課 時 数 を 赤 で 丸 く 囲 む 。  

       (4)   学 期 ご と に 評 価 の 平 均 点 を 補 正 す る 。  

  ２    学 年 の 評 価 は 次 の と お り と す る 。  

(1)  各 学 期 の 評 価 に 基 づ い て 、 次 の と お り ５ 段 階 法 に よ っ て 表 示 す る 。  

5 段 階 法  5 4 3 2 1 

100 点 法  100～ 80 79～65 64～50 49～35 34～0 

 

   (2)  出 席 時 数 が 授 業 時 数 の 3 分 の 2 に 満 た な い 場 合 は 、 評 定 を 保 留 と す る が 、  

     「1」 と 表 記 し 、 欠 課 時 数 の 左 側 に 「 ＊ 」 を 表 記 し 、 欠 課 時 数 を 赤 で 丸 く 囲 む 。 

   (3)  上 記 の (2) の 評 定 は 、 当 該 教 科 の 未 履 修 に よ る 単 位 不 認 定 と な る 。  

(4)  上 記 (2) の 該 当 者 は 、 補 充 授 業 に よ り 履 修 が 認 め ら れ た 場 合 に 正 当 な 評 定 に す

る 。 そ の 際 、 評 定 が 「 １ 」 で あ る 場 合 は 追 認 考 査 を 受 け る こ と が で き る 。  

 

（ 不 受 験 者 の 成 績 評 価 ）  

第 12 条   定 期 考 査 及 び 再 考 査 を 受 験 し な か っ た 場 合 は 、 ０ 点 と す る 。  

    ２    第 ９ 条 の 事 由 に よ り 、 再 考 査 を 受 験 で き な か っ た 場 合 ま た は や む を 得 な い 事 由             

に よ り 再 考 査 を 実 施 で き な い 場 合 は 見 込 み 点 を 与 え る 。  

 

（ 転 学 生 の 成 績 評 価 ）  

第 13 条     転 学 す る 生 徒 の 評 価 は 、 そ の 時 点 の 評 価 を 考 慮 し 補 正 等 を 行 っ た 点 数 と す る 。 

附  則   

(1)  こ の 規 程 は 平 成 15 年 11 月 28 日 一 部 改 正 。  

(2)  こ の 規 定 は 平 成 28 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。 （ 第 11 条 ）  

(3)  こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 11 条 ）  
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４   留学に関する規程  

（ 趣   旨 ）  

第 14 条   こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 29 条 に 基 づ き 、 外 国 の 高 等 学 校 へ  

留 学 し よ う と す る 生 徒 の 留 学 手 続 、 単 位 の 認 定 、 復 学 及 び 卒 業 に 関 す る 必 要 事

項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 期   間 ）  

第 15 条   留 学 期 間 は 原 則 と し て 、１ 年 間 と す る 。但 し 、本 人 の 申 し 出 に よ り あ と １ 年 延

長 す る 事 が で き る 。  

（ 単 位 の 認 定 ）  

第 16 条   校 長 は 、留 学 を 許 可 し た 生 徒 に つ い て 外 国 の 高 等 学 校 に お け る 履 修 を 本 校 の 履           

修 と み な し 、30 単 位 を 超 え な い 範 囲 で 単 位 の 修 得 の 認 定 を す る こ と が で き る 。  

（ 復   学 ）  

第 17 条   留 学 し た 生 徒 が 復 学 し よ う と す る と き は 、保 護 者 等 と 連 署 の う え 、次 の 書 類 を

校 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

      (1)   復 学 願  

      (2)  留 学 し た 高 等 学 校 に お け る 単 位 修 得 証 明 書  

（ 復 学 許 可 と 進 級 ）  

第 18 条   校 長 は 第 17 条 の 規 程 に 基 づ き 、 単 位 を 20 単 位 以 上 修 得 し た と 認 め ら れ る と             

き は 、 復 学 を 許 可 し 、 進 級 を 認 め る こ と が で き る 。  

      ２   校 長 は 前 項 の 規 程 に も か か わ ら ず 、 当 該 生 徒 が 留 学 時 点 の 学 年 へ 復 学 を 希 望

す る と き は 、 当 該 学 年 へ の 復 学 を 認 め る こ と が で き る 。  

（ 卒 業 の 認 定 ）  

第 19 条   校 長 は 、前 条 の 規 程 に よ り 復 学 を 許 可 し た 生 徒 に つ い て は 、本 校 の 所 定 の 教 育

課 程 を 履 修 し た と み な し 、 次 の と お り 卒 業 を 認 定 す る こ と が で き る 。  

      (1)  前 条 の 規 程 に よ り 、 復 学 し た 生 徒 は ３ 学 年 修 了 時 点 で 卒 業 を 認 定 す る こ と が              

で き る 。  

      (2)    3 学 年 の 途 中 で 留 学 し 、 翌 年 ４ 月 以 降 に 復 学 し た 生 徒 は 、 そ の 時 点 で 卒 業 を             

認 定 す る こ と が で き る 。 卒 業 の 日 付 は 、 校 長 が 定 め る も の と す る 。  

      (3)   留 学 生 の 受 け 入 れ 等 の 手 続 に 関 し て は 上 記 の 条 文 に 準 ず る 。    

附  則    こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 よ り 施 行 す る 。  

 

５   帰国子女等及び留学生等の受け入れに関する規程    

 

（ 趣   旨 ）  

第 20 条   こ の 規 程 は 外 国 か ら 本 校 へ 入 学 ま た は 留 学 し よ う と す る 生 徒 の 受 け 入 れ に 関

す る 必 要 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 入   学 ）  

第 21 条   帰 国 子 女 等 の 入 学 者 選 抜 に つ い て は 、 沖 縄 県 立 学 校 入 学 者 選 抜 実 施 要 項 の 執

務 要 領 に 準 じ て 弾 力 的 に 取 り 扱 う こ と と す る 。  

（ 留   学 ）  

第 22 条   本 校 へ 留 学 を 希 望 す る 者 は 、 生 徒 移 動 に 関 す る 所 定 の 手 続 き を 行 う も の と す

る 。  
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６   履修、単位修得・認定、進級、卒業の認定  

 

（ 認 定 者 ）  

第 23 条   履 修 、 単 位 修 得 ・ 認 定、 進 級 及 び 卒 業 の 認 定 は 、 職 員 会 議 に 諮 り 校 長 が 行 う。 

（ 履 修 ・ 修 得 ）  

第 24 条   履 修 と は 、学 校 の 定 め る 教 育 課 程 に 従 っ て 、教 科・科 目 、特 別 活 動 に 当 該 学 年

を と お し て 参 加 し 、そ の 時 数 が 授 業 時 数（ 体 験 的・問 題 解 決 的 な 学 習 に 含 め た 時

数 は 除 く ） 3 分 の 2 以 上 で あ る こ と を い う 。  

      ２   当該 学 年 の 出 席 時 数 が 授 業 時 数 の 3 分 の 2 に 満 た な い 場 合 は 、 授 業 時 数 の 補

充 を 行 う こ と が で き る 。 但 し 、 そ の 時 数 は 原 則 と し て 年 間 を と お し て 1 単 位 に

つ き 1 時 間 と す る 。  

３     修得 と は 、 学 校 の 定 め る 教 育 課 程 を 履 修 し 、 2 以 上 の 評 定 を 得 た こ と を い う 。 

（ 単 位 の 認 定 ）  

第 25 条   単 位 の 認 定 は 、 履 修 科 目 に つ き 学 年 ご と に 行 う 。 あ る 科 目 を 2 学 年 以 上 に わ

た り 分 割 履 修 さ せ た 場 合 も 履 修 し た 学 年 ご と に 認 定 す る 。  

２   技 能 審 査 の 成 果 に よ る 増 加 単 位 認 定 は 、 別 途 定 め る 規 定 に よ る 。  

（ 単 位 保 留 ）  

第 26 条   次 の 教 科 ・ 科 目 は 、 単 位 を 認 定 し な い 。  

   (1)  学 年 の 評 定 が 1 の 科 目  

   (2)  学 年 の 出 席 時 数 が 授 業 時 数 の 3 分 の 2 に 満 た な い 科 目  

   ２    単 位 が 認 定 さ れ な い 生 徒 に つ い て は 、 学 年 末 の 成 績 会 議 で 報 告 す る 。  

（ 進  級 ）  

第 27 条   生 徒 が 各 学 年 に お い て 、学 校 の 定 め る 教 育 課 程 に 従 っ て 、教 科 科 目 、特 別 活 動            

を 履 修 し 、 そ の 成 果 が 満 足 で き る と 認 め ら れ る 場 合 は 進 級 を 認 定 す る 。  

（ 原 級 留 置 ）  

第 28 条   校 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、職 員 会 議 の 審 議 を 経 て 原 学 年            

に 留 め 置 く こ と が で き る 。  

   (1)  学 校 が 定 め る 当 該 学 年 の 教 育 課 程 を 履 修 し て い な い 者 。  

   (2)  学 年 の 出 席 日 数 が 出 席 す べ き 日 数 の 3 分 の 2 に 満 た な い と き 。  

２   原 級 留 置 と な っ た 者 は 、 学 校 が 定 め る 当 該 学 年 の 教 科 科 目 を す べ て 再 履 修 す

る も の と す る 。但 し､転 学・転 籍 ま た は 退 学 を 希 望 す る 場 合 は､修 得 し た 単 位 は 認

め ら れ る も の と す る 。  

（ 休 学 者 及 び 転 入 者 の 出 席 時 数 及 び 出 席 日 数 ）  

第 29 条  休 学 者 の 出 席 時 数 及 び 出 席 日 数 は 、休 学 前 の 出 席 時 数 及 び 出 席 日 数 を 通 算 す る。 

      ２    転入 学 者 の 出 席 時 数 及 び 出 席 日 数 は 、 以 前 在 学 し て い た 学 校 の 出 席 時 数 及 び 出            

席 日 数 を 通 算 す る 。  

   ３     遅 刻 、 欠 課 、 欠 席 そ の 他 の 勤 怠 状 況 に つ い て も 前 1 項 及 び 2 項 を 準 用 す る 。  

（ 卒 業 の 認 定 ）  

第 30 条   校 長 は 、 学 校 管 理 規 則 第 39 条 の 規 定 に 従 っ て 、 学 校 の 定 め る 教 育 課 程 を 各

学 年 に お い て 履 修 し 、 そ の 成 果 が 満 足 で き る と 認 め ら れ 、 且 つ 教 科 科 目 及 び 総

合 的 な 学 習 の 時 間 の 単 位 を 80 単 位 以 上 修 得 し た 者 に 対 し て 卒 業 を 認 定 す る 。  

    （  80 単 位 に は 学 校 外 学 習 は 含 む が 、 増 加 単 位 は 含 ま な い も の と す る ）  
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（ 卒 業 の 保 留 ）  

第 31 条      校 長 は 、 学 校 の 定 め る 教 科 科 目 及 び 総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 単 位 が 80 単 位 修              

得 に 満 た な い 者 に 対 し て は 、 卒 業 を 保 留 す る こ と が で き る 。  

附  則   

( 1) こ の 規 程 は 平 成 15 年 9 月 1 日 一 部 改 正 。  

(2) こ の 規 程 は 平 成 15 年 11 月 28 日 一 部 改 正 。  

( 3) こ の 規 程 は 平 成 23 年 2 月 2 日 一 部 改 正 。  （ 第 30 条 ）  

( 4) こ の 規 程 は 平 成 23 年 3 月 24 日 一 部 改 正 。 （ 第 24 条 ）  

(5) こ の 規 程 は 平 成 27 年 5 月 26 日 一 部 改 正 。 （ 第 30 条 ）  

( 6) こ の 規 定 は 平 成 28 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。 （ 第 30 条 ）  

 

７   追  認  考  査  

 

（ 趣  旨 ）   

第 32 条   追 認 考 査 は 、 単 位 不 認 定 の 教 科 科 目 に つ い て 単 位 を 追 加 認 定 す る た め の 考 査

で あ る 。追 認 考 査 に よ る 単 位 認 定 は 、第 3 章 第 3 目 及 び 第 3 章 第 6 目 の 諸 規 程

を 踏 ま え 、 公 平 且 つ 厳 正 を 期 す も の と す る 。  

（ 単 位 保 留 者 名 簿 の 作 成 ）  

第 33 条   単 位 保 留 者 は 、単 位 保 留 者 名 簿 に 登 載 す る 。単 位 保 留 者 名 簿 は 教 務 部 で 保 管 す             

る 。  

（ 追 認 考 査 の 対 象 ）  

第 34 条   追 認 考 査 の 対 象 生 徒 は 次 の と お り と す る 。  

(1)  単 位 を 認 定 さ れ な い 科 目 を 有 す る 者 で 、 進 級 を 認 め ら れ た 者 。  

( 2)  80 単 位 以 上 修 得 で き な か っ た 者 。  

(3)  80 単 位 修 得 し て い る が 、 単 位 保 留 科 目 が あ る 者 で 追 認 考 査 を 希 望 す る 者 。  

(4)  当 該 科 目 の 履 修 が 認 め ら れ る 者 。  

 

（ 追 認 考 査 の 時 期 ）  

第 35 条   追 認 考 査 の 実 施 時 期 は 次 の と お り と す る  

    (1) 第 1 回 の 追 認 考 査 を 4 月 に 行 い 、 単 位 認 定 を 4 月 ,  9 月 ,  11 月 ,  1 月 に 設 け         

る 。   

    (2)  3 年 生 で 第 34 条 ② お よ び ③ に 該 当 す る も の は 、 当 該 学 年 度 単 位 保 留 科 目 お よ

び 過 年 度 単 位 保 留 科 目 の 追 認 考 査 を 、 卒 業 式 の 前 に 1 回 、 卒 業 式 後 3 月 末 ま で

の 間 に 1 回 行 う 。  

（ 長 期 休 業 中 の 課 題 ）  

第 36 条   追 認 考 査 を 受 け る 者 に 対 し て は 、 必 要 に 応 じ て 次 の い ず れ か を 課 す こ と が 望

ま し い 。  

   (1) 教 科 書 、 問 題 集 の 学 習  

   (2) 定 期 及 び 諸 考 査 の 問 題  

   (3) 研 究 物 、 レ ポ ー ト  

   (4) 製 作 物 ・ 実 技  

   (5) そ の 他 、 科 目 担 任 が 必 要 と 認 め る も の 。  
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（ 手 続 き ）  

第 37 条   追 認 考 査 を 受 け よ う と す る 者 は 、 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 追 認 考 査 受 験 申 込 書

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 追 認 考 査 の 時 間 割 等 ）  

第 38 条   追 認 考 査 の 時 間 割 は 、 考 査 の １ 週 間 前 ま で に 生 徒 に 発 表 す る 。  

   ２    考 査 の 時 間 を 50 分 と す る 。 但 し 、 実 技 ・ 実 習 科 目 等 に つ い て は 、 そ の 限 り で            

な い 。  

（ 追 認 考 査 の 問 題 ）  

第 39 条   考 査 の 問 題 は 、 当 該 科 目 の 旧 科 目 担 任 が 作 成 す る 。 旧 科 目 担 任 が 不 在 の 場 合

は 、 当 該 教 科 の 世 話 係 の も と で 新 科 目 担 任 が 作 成 す る 。  

２     考査 問 題 は 、 考 査 の 前 日 ま で に 追 試 係 に 提 出 す る 。  

 

（ 単 位 の 認 定 ）  

第 40 条   校 長 は 、 追 認 考 査 の 結 果 が 満 足 で き る も の と 認 め ら れ る 場 合 に 単 位 の 修 得 を

認 定 す る 。  

   ２    前 項 に よ っ て 認 定 さ れ た 科 目 の 評 定 は ２ と す る 。  

   ３    単 位 の 修 得 が 認 定 さ れ た と き 、 追 試 係 は Ｈ Ｒ 担 任 へ 報 告 す る 。  

   ４    Ｈ Ｒ 担 任 は 、生 徒 指 導 要 録 記 載 要 領 に 基 づ い て 、生 徒 指 導 要 録 に 必 要 事 項 を 記            

録 す る 。  

（ 卒 業 未 認 定 者 の 取 扱 い ）  

第 41 条     学 校 が 定 め る 教 育 課 程 を 全 て 履 修 し 、 修 得 単 位 が 80 単 位 に 満 た な い 者 で 、 学  

年 度 末 （ 3 月 末 ） ま で に 卒 業 の 認 定 が で き な か っ た 生 徒 （ 以 下 「 卒 業 未 認 定 者

と 言 う 」 ） へ の 取 扱 い は 次 の と お り と す る 。  

(1)   卒 業 保 留 期 間 は 3 年 以 内 と し 、 所 属 す る 学 科 の 第 ３ 学 年 に 籍 を 置 く 。  

(2)   修 得 で き な か っ た 科 目 の 単 位 修 得 に つ い て は 、 所 定 の 授 業 料 を 納 め 、 単 位

修 得 申 請 書 等 を 提 出 す る 。 但 し 、 申 請 可 能 な 科 目 は 、 単 位 保 留 の 全 科 目 に 対

応 す る 単 位 数 を 申 請 で き る も の と す る 。  

          (3)   単 位 修 得 申 請 書 等 の 提 出 期 間 は 、そ の 年 度 の 終 了 式 ま で の 間 と す る 。但 し、         

単 位 修 得 申 請 書 等 を 提 出 し な い 者 に つ い て は 、 退 学 ま た は 休 学 等 の 手 続 き を              

と る も の と す る 。  

          (4)   保 留 期 間 を 過 ぎ て も 単 位 修 得 が で き な い 者 に つ い て は 、 校 長 は 退 学 を さ せ

る も の と す る 。  

     ２ ．  卒 業 保 留 に お け る 指 導 方 法 は 、 下 記 の と お り と す る 。   

          (1)   単 位 取 得 に 係 わ る 連 絡 調 整 は 、 学 科 長 が 行 い 、 教 科 の 指 導 ・ 内 容 ・ 方 法 ・

評 価 は 、 教 科 担 任 で 行 う 。  

          (2)   単 位 の 認 定 に つ い て は 、 第 3 章 第 7 目 （ 「 追 認 考 査 」 ） に 準 ず る 。 但 し 、

単 位 修 得 申 請 書 を も っ て 、 追 試 受 験 申 込 書 に 替 え る も の と す る 。  

      (3)   卒 業 認 定 す る 時 期 は 3 月 と す る 。  

（ 不 受 験 者 の 取 扱 い ）  

第 42 条   正 当 な 理 由 が な く 受 験 し な い 者 や 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 追 認 考 査 受 験 申 込 書

を 提 出 し な い 者 に つ い て は 、 さ ら に 指 導 を 継 続 す る も の と す る 。  
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附  則  

      (1) こ の 規 程 は 昭 和 57 年 12 月 23 日 か ら 施 行 す る 。  

      (2) こ の 規 程 は 昭 和 60 年 9 月 11 日 一 部 改 正 。  

      (3 ) こ の 規 程 は 昭 和 63 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。  

      (4 ) こ の 規 程 は 平 成 6 年 2 月 10 日 一 部 改 正 。  

      (5) こ の 規 程 は 平 成 8 年 3 月 13 日 一 部 改 正 。  

      (6) こ の 規 程 は 平 成 8 年 3 月 19 日 一 部 改 正 。   

      (7) こ の 規 程 は 平 成 9 年 3 月 7 日 一 部 改 正 。   

      (8) こ の 規 程 は 平 成 11 年 3 月 19 日 一 部 改 正 。   

          (9) こ の 規 程 は 平 成 16 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。  

         (10) こ の 規 程 は 平 成 17 年 2 月 17 日 一 部 改 正 。  

(11) こ の 規 定 は 平 成 28 年 3 月 25 日 一 部 改 正 。 （ 第 34 条 , 第 35 条 ）  

(12) こ の 規 定 は 令 和 元 年 7 月 16 日 一 部 改 正 。  （ 第 34 条 ）  

 

第  四  章     学校保健に関する規程  

 

１   保健室に関すること  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条     こ の 規 程 は 、 学 校 保 健 安 全 法 に 基 づ き 本 校 の 保 健 室 の 管 理 ・ 運 営 を 円 滑 に す る

た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 備 品 の 管 理 ）  

第 ２ 条     備 品 な ど の 保 健 室 外 へ の 貸 し 出 し は 、 養 護 教 諭 ま た は 担 当 職 員 の 許 可 を 得 る 。           

借 用 は 、 借 用 書 に 責 任 者 及 び 利 用 場 所 等 必 要 事 項 を 明 記 し て 届 け る こ と 。  

（ 薬 の 使 用 ）  

第 ３ 条     内 服 薬 は 、 原 則 と し て 与 え な い 。 但 し 、 学 校 医 ・ 学 校 歯 科 医 の 許 可 の あ る 薬 に

つ い て は そ の 限 り で は な い 。 ま た、 保 健 室 内 の 薬 品 は 許 可 な く 使 用 し た り 、 勝 手

に 持 ち 出 し た り し て は な ら な い 。  

（ 疾 病 ・ 傷 害 者 の 扱 い ）  

第 ４ 条     疾 病 ・ 傷 害 者 の 治 療 を 受 け て い る 者 、 感 染 症 に か か っ て い る 者 は 、 医 師 の 診 断

 書 を 提 出 す る 。 診 断 書 は 保 健 室 に 保 管 し 、 コ ピ ー を Ｈ Ｒ 担 任 に 渡 す 。  

（ 面 談 書 の 発 行 ）  

第 ５ 条     養 護 教 諭 は 保 健 室 で 面 談 を 行 っ た 後 、 以 下 の 場 合 「 欠 課 ・ 早 退 認 め 書 」 を 発 行          

す る 。  

      (1)   病 気 や 月 経 等 の た め 休 養 が 必 要 な 生 徒 。  

      (2)   保 健 室 で 休 養 さ せ た が 回 復 せ ず 、 早 退 さ せ た 方 が 良 い と 判 断 さ れ る 生 徒 。  

      (3)   体 調 不 良 を 訴 え て 来 室 し た 生 徒 で 、 病 院 に 行 か せ た 方 が 良 い と 判 断 さ れ る 生

徒 。  

    ２     前項 で (1) か ら (3) の 症 状 を 認 め た 生 徒 に は 「 欠 課 ・ 早 退 認 め 書 」 を 発 行 し 、 Ｈ            

Ｒ 担 任 も し く は 教 科 担 任 に 届 け さ せ る 。  

附  則  

(1) こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 1 条 、 第 3 条 、 第 4 条 ）  
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２   緊急措置  

（ 目   的 ）  

第 １ 条     こ の 規 程 は 、 学 校 内 に お い て 発 生 す る 傷 病 や 急 病 に 対 し て 適 切 に 手 当 て を 講 ず           

る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 方   針 ）  

第 ２ 条     緊 急 体 制 の 方 針 は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   学 校 で 行 う 緊 急 措 置 の 基 本 は 、 あ く ま で も 医 師 の 手 に 渡 す ま で の も の で あ り             

そ の 領 域 を 越 え た り 、 医 療 の 妨 げ に な っ て は な ら な い 。  

      (2)   迅 速 且 つ 適 切 な 処 置 が 行 え る よ う に 、 正 し い 知 識 と 技 術 の 研 修 を 深 め る と 共             

に 校 内 緊 急 体 制 に つ い て の 共 通 理 解 を 図 る 。  

（ 対   応 ）  

第 ３ 条     事 故 発 生 時 の 対 応 は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   事 故 発 見 者 は 緊 急 時 に 際 し て 迅 速 な 救 急 措 置 と 連 絡 体 制 に 最 大 の 努 力 を 図 る 。  

      (2)   特 に 学 級 担 任 、 授 業 担 当 者 は 、 第 ４ 条 の 連 絡 体 制 に よ り 、 何 時 、 何 処 で 、 誰             

が 何 を し た か 等 、 基 本 的 な こ と を 押 さ え て 置 く 。  

      (3)   保 護 者 等 へ の 連 絡 は 、 必 要 以 上 に 心 理 的 負 担 を 与 え な い よ う 配 慮 す る 。  

（ 連   絡 ）  

第 ４ 条     事 故 発 生 時 の 連 絡 体 制 は 次 の と お り と す る 。  

  (1)   養 護 教 諭 在 校 時  

学 級 担 任 以 外

対 外 窓 口 

養   護   教   諭  

救 急 （ 応 急 ） 処 置  

      校   長

( 教 頭 )   救 急 車  

事   故

発 見 者   病   院  

学   級   担   任  

授  業  担  当  者   保 護 者 等  

 

寄 宿 舎  

 (2)   養 護 教 諭 不 在 時  

県 教 育 委 員 会

対 外 窓 口              

 

 

 

発 見 者 、 又 は 最 初

に 通 報 を 受 け た 者

が 、 応 急 処 置 に 当

た る 。  

                    

             校   長

( 教 頭 )   救 急 車  

                  

事   故

発 見 者  

 病   院  

学   級   担   任

授  業  担  当  者   保 護 者 等  

 

寄 宿 舎  
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 (3)   校 外 学 習 時 の 緊 急 体 制  

 

学 級 担 任 以 外  

( 生  徒  管  理 )  養 護 教 諭 又 は

第 一 発 見 者

（ 応 急 処 置 ）  

 

 

校 長 （ 教 頭 )   

 

 

救 急 車 要 請 

 

 

 

引 率 責 任 者 

事   故

発 見 者  

 

 

 

 

医 療 機 関  

 

  

 学 級 担 任 又 は

引    率    者  

 保 護 者 等  

寄 宿 舎  

 

 

①  総 合 的 判 断 と そ の 処 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 校 長  

②  全 職 員 へ の 連 絡 と 指 揮 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 教 頭  

③  救 急 （ 応 急 ） 処 置 と そ の 判 断 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 養 護 教 諭  

④  保 護 者 等 へ の 連 絡 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 学 級 担 任 ・ 教 科 担 任  

⑤  救 急 車 へ の 要 請 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 校 長 ( 教 頭 )  

⑥  事 故 に あ っ た 学 級 の 生 徒 の 管 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 同 学 年 担 当 者  

 

（ 移 送 車 に 同 乗 す る 人 ）  

① 学 級 担 任  

② 養 護 教 諭        ア ． 移 送 中 、 救 急 看 護 を 必 要 と す る 時  

イ ． 緊 急 時 、 ま た は 保 護 者 等 へ の 連 絡 が 取 れ な い 時  

 

      (4)   学 寮 に お け る 緊 急 体 制 と 役 割 分 担                                         

                                                          県 教 育 委 員 会

対 外 窓 口 

   

                                        校    長  

( 教  頭 )  

         

                  舎   監                     

                                                                                 

     事   故  

発 見 者  

 

 

学 級 担 任  

養 護 教 諭  

                                                 

                                                      

救 急 車   病   院          

 

当 直 職 員   保 護 者 等                             
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            緊急 時 の 役 割 分 担  

            宿・ 日 直 時 職 員 （ 舎 監 )  

    ①  総 合 的 判 断 と 処 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 校 長  

        ②   救急 車 へ の 要 請 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 舎 監 及 び 当 直 職 員  

        ③   保護 者 等 へ の 連 絡 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 舎 監 及 び 当 直 職 員  

        ④   その 他 の 生 徒 の 管 理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 他 の 職 員  

        ⑤   移送 車 に 同 乗 す る 職 員 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 舎 監 及 び 当 直 職 員  

 

附  則  

    (1) こ の 規 程 は 平 成 30 年 ３ 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 4 条 ）  

 

３   生 徒が 負 傷し た 場合 の 災 害給 付  

 

（ 趣   旨 ）  

第 １ 条     こ の 規 定 は 、 独 立 行 政 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー に 則 っ て 生 徒 の 災 害 給 付

 に 関 す る 事 務 処 理 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 負   傷 ）  

第 ２ 条     災 害 給 付 は 、 以 下 の 手 続 き を 踏 ま え る も の と す る 。  

      (1)   災 害 報 告 書 （ 部 顧 問 、 教 科 担 任 等 関 係 職 員 記 入 ）  

      (2)   医 療 な ど の 状 況 （ 医 師 記 入 ）  

      (3)   部 活 動 中 の 災 害 発 生  

①   部 活 動 の 年 間 計 画  

②   休 日 の 練 習 表 （ 時 間 帯 記 入 の こ と ）  

③   大 会 要 項  

      (4)   安 全 振 興 会 補 助 申 請 書 （ 自 己 負 担 ２ 万 円 以 上 の み ）  

 

附  則  

     (1) こ の 規 程 は 平 成 13 年 3 月 22 日 一 部 改 正 。  

     (2) こ の 規 程 は 平 成 30 年 3 月 27 日 一 部 改 正 。 （ 第 1 条 ）  
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第  五  章     図書館運営利用規程  
 

（ 目   的 ）  

第１ 条   こ の 規 程 は 、 沖 縄 県 立 八 重 山 商 工 高 等 学 校 図 書 館 （ 以 後 「 本 図 書 館 」 と 称 す ）            

が 、 学 校 教 育 の 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 な 整 備 ・ 管 理 運 営 を 行 い 、 生 徒 ・ 職 員

の 有 効 利 用 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 定 め る 。  

（ 組 織 と 運 営 ）  

第２ 条   本 図 書 館 の 運 営 は 、 次 の 部・ 委 員 会 を 組 織 し 目 的 に 添 っ て 運 営 さ れ る も の と す            

る 。  

(1)  図 書 視 聴 覚 部 ････構 成 は 、 「 校 務 分 掌 検 討 委 員 会 」 で 決 定 さ れ る 。 

(2)  図 書 選 定 委 員 会 ･･構 成 は 、 図 書 視 聴 覚 部 、 教 頭 、各 教 科 代 表 ,  

生 徒 会 図 書 委 員 長               

(3)  生 徒 図 書 委 員 会 ･･構 成 は 、 生 徒 会 図 書 委 員 長 、 Ｈ Ｒ 図 書 委 員 長 

（ 役  務 ）  

第３ 条   図 書 視 聴 覚 部 は 、 次 の 業 務 を 行 う 。  

(1)  部 の 年 間 取 り 組 み 企 画 ・ 運  

(2)  資 料 の 収 集 ・ 整 理 ・ 提 供  

(3)  レ フ ァ レ ン ス サ ー ビ ス  

(4)  広 報  

(5)  本 図 書 館 利 用 に 関 す る 指 導  

(6)  調 査 ・ 統 計  

(7)  生 徒 図 書 委 員 会 指 導  

(8)  行 事 企 画  

(9)  そ の 他 目 的 に 関 連 す る も の  

  ２    図 書 選 定 委 員 会 は 、 次 の 任 務 を 行 う 。  

   (1)  図 書 選 定 の 目 標 お よ び 基 準 を 決 め る 。  

   (2)  図 書 館 の 資 料 購 入 、 寄 贈 受 け 入 れ 、 廃 棄 な ど に 関 す る 選 定 を 行 う 。  

   (3)  校 内 資 料 の 収 集 に 協 力 す る 。  

  ３    生 徒 図 書 委 員 会 は 、 生 徒 会 専 門 委 員 会 の 一 つ で あ る 。 本 委 員 会 の 委 員 が 図 書 館           

活 動 に 参 加 す る こ と に よ っ て 、 民 主 的 な 考 え 方 と 積 極 的 ・ 自 立 的 な 行 動 力 を 助 長           

す る よ う 図 書 視 聴 覚 部 が サ ポ ー ト す る も の で あ る 。  

（ 利 用 資 格 ）  

第４ 条   本 図 書 館 を 利 用 で き る 者 は 、 本 校 生 徒 ・ 職 員 及 び 校 長 の 許 可 を 得 た 者 に 限 る 。  

（ 開 閉 時 間 ）  

第５ 条   開 館 時 間 及 び 休 館 日 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  開 館   午 前 9 時 か ら 午 後 10 時 。但 し 午 後 4 時 40 分 か ら 午 後 10 時 ま で は 、定

時 制 生 徒 ・ 職 員 の 利 用 を 優 先 す る 。  

(2)  閉 館   土 曜 ・ 日 曜 日 、 祝 祭 日 、 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 12 条 に 定 め る 休 業  

(3)  長 期 休 業 期 間 中 の 開 閉 に つ い て は 、 図 書 視 聴 覚 部 の 協 議 に よ り 決 め ら れ る 。  

(4)  平 日 で も 、 都 合 に よ り 臨 時 閉 館 す る こ と が で き る 。  

（ 閲  覧 ）  

第６ 条   閲 覧 室 の 図 書 館 資 料 は 、 自 由 に 閲 覧 す る こ と が で き る 。 ま た 、 別 置 き の 特 別 資           



 -  46 -  

料 は 、 図 書 館 員 の 許 可 を 得 て 閲 覧 す る こ と が で き る 。  

（ 帯  出 ）  

第７ 条   図 書 館 資 料 を 帯 出 し よ う と す る 者 は 、 所 定 の 手 続 き を 取 る も の と す る 。  

(1)  個 人 帯 出   1 人 3 冊 、8 日 以 内 の 期 限 で 借 用 で き る 。 借 用 手 続 き は 、 カ ウ ン                          

タ ー で 所 定 の 手 続 き を 行 う 。  

(2)  団 体 帯 出   予 め 図 書 館 員 に 利 用 予 約 を 行 い 、 代 表 責 任 者 名 を 記 載 の 上 借 用 お                     

よ び 返 納 す る 。  

(3)  長 期 帯 出   職 員 が 長 期 間 借 用 帯 出 で き る の は 1 年 を 限 度 と す る 。  

(4)  転 貸 禁 止   借 用 中 の 図 書 ・ 資 料 を 返 却 せ ず に 転 貸 し し て は な ら な い 。  

（ 返  却 ）  

第８ 条   図 書 館 の 図 書 ・ 資 料 返 却 は 、 所 定 の 手 続 き を 行 い 、 係 に 返 却 の 確 認 が で き る よ           

う に す る 。  

（ 紛  失 ）  

第９ 条   帯 出 中 に 図 書 館 の 図 書 ・ 資 料 を 破 損 ・ 汚 損 ・ 紛 失 し た 場 合 は 、 同 一 の 本 を も っ           

て 弁 償 す る 事 を 原 則 と す る 。 但 し 、 や む を 得 な い 場 合 は 、 同 等 本 も し く は 代 本 で           

弁 償 す る こ と が で き る 。  

（ 施 設 の 利 用 ）  

第 10 条   図 書 館 の 施 設 を 授 業 の 一 環 と し て 利 用 す る 場 合 、 ま た は 研 究 等 の た め 団 体 で

利 用 す る 時 は 、 前 日 ま で に 予 約 す る こ と 。 但 し 、 図 書 館 資 料 を 利 用 す る 授 業 ・

研 究 等 に 限 る も の と す る 。    

  ２    利 用 者 は 、 次 の 秩 序 （ マ ナ ー ） を 遵 守 す る よ う 日 頃 か ら 指 導 す る 。  

   (1)  静 粛 を 心 が け 、 他 の 利 用 者 の 迷 惑 に な ら な い よ う に す る 。  

   (2)  図 書 館 の 図 書 ・ 資 料 は 大 切 に 扱 い 、 閲 覧 お よ び 利 用 し た も の は 元 に 戻 し 整 理              

整 頓 を 心 が け る 。  

   (3)  閲 覧 室 で の 飲 食 は 禁 止 。   

第 11 条   寄 贈  

(1)  図 書 館 は 資 料 の 寄 贈 を 受 け る こ と が で き る 。  

(2)  寄 贈 を 受 け た 資 料 は 、 選 定 基 準 に 照 ら し 合 わ せ 、 他 の 資 料 と 同 様 に 受 け 入 れ

を 決 定 す る 。  

(3)  個 人 文 庫 は 設 置 し な い 。  

第 12 条   卒 業 ア ル バ ム の 取 り 扱 い  

(1)  書 庫 （ 閉 架 ） に 保 管 す る 。  

(2)  生 徒 の 閲 覧 は 原 則 許 可 し な い 。 但 し 、 学 校 行 事 な ど 目 的 が 妥 当 だ と 判 断 さ れ

た 場 合 に 限 り 、 担 当 教 職 員 名 で 卒 業 ア ル バ ム 閲 覧 許 可 申 請 書 を 提 出 の 上 、 図

書 館 員 立 ち 合 い の も と 許 可 す る 。  

(3)  教 職 員 の 閲 覧 は 原 則 許 可 す る 。 但 し 、 所 定 の 申 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

(4)  館 外 貸 出 は 禁 止 す る 。 但 し 、 教 職 員 に 限 り 、 業 務 上 や む を 得 な い と 判 断 さ れ

る 場 合 は 、 貸 出 手 続 き の 上 許 可 す る 。  

(5)  Ｐ Ｔ Ａ 役 員 等 の 場 合 も 、 ２ 項 に 準 ず る 。  

附  則  

     (1)  こ の 規 程 は 昭 和 42 年 4 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  

     (2)  こ の 規 程 は 平 成 13 年 １ 月 10 日 一 部 改 正 。  

(3)  こ の 規 程 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  
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第  六  章   施設・設備等の管理運用  

 

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 「 沖 縄 県 立 高 等 学 校 管 理 規 則 第 76 条 」 に 基 づ き 所 管 に 属 す る 施 設       

等 （ 土 地 、 建 物 、 工 作 物 、 設 備 、 備 品 等 ） の 使 用 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 施 設 等 の 管 理 ）  

第 ２ 条   校 長 は 、 学 校 （ 県 ） 所 有 に 係 る 全 て の 財 産 に つ い て 、 次 の 事 項 に 留 意 し 、 当 核       

財 産 の 効 率 的 な 利 用 及 び 良 好 な 維 持 保 全 に 努 め 、 適 正 且 つ 有 効 に 管 理 す る 。  

   (1)  使 用 状 況  

   (2)  維 持 保 全 状 況  

   (3)  使 用 許 可 若 し く は 貸 付､借 受 け に よ る 貸 借 状 況 ま た は 使 用 料 及 び 賃 借 料 の 状 況 

（ 施 設 等 の 使 用 ）  

第 ３ 条   校 長 は 、 学 校 施 設 等 の 目 的 外 使 用 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 使 用 許 可 の 制 限 ）  

  ２    校 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 学 校 施 設 等 の 使 用 を 許 可 し な           

い も の と す る 。  

   (1)  学 校 教 育 上 支 障 が あ る と き  

   (2)  公 安 を 害 し 、 風 俗 を 乱 し そ の 他 の 公 共 の 福 祉 に 反 す る お そ れ が あ る と き  

   (3)  も っ ぱ ら 私 的 営 利 を 目 的 と す る と き  

   (4)  学 校 施 設 等 の 管 理 上 に 支 障 が あ る と き  

（ 使 用 許 可 申 請 ）  

  ３    学 校 施 設 ・ 設 備 等 の 使 用 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 「 学 校 施 設 使 用 許 可 申       

請 書 」 を 使 用 す る 施 設 等 の 担 当 係 員 を 経 て 3 週 間 前 ま で に 校 長 （ 事 務 室 ） に 提 出       

し な け れ ば な ら な い 。  

（ 使 用 許 可 ）  

  ４    校 長 （ 事 務 室 ） は 、 学 校 施 設 等 の 使 用 許 可 に つ い て 、 条 件 を 付 し て 「 学 校 使 用       

許 可 書 」 を 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る  

    （ 使 用 心 得 に つ い て 、 担 当 職 員 に 確 認 し 説 明 を 受 け る こ と ）  

（ 許 可 取 消 ）  

  ５    学 校 施 設 等 の 使 用 を 許 可 し た 後 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合           

は 、 い つ で も そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

   (1)  第 3 条 第 2 項 の （ 使 用 許 可 制 限 ） の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き  

   (2)  許 可 の 条 件 に 従 わ な い と き  

   (3)  学 校 の 用 に 供 す る た め 必 要 が 生 じ た と き  

 

（ 使 用 の 変 更 ）  

  ６    学 校 施 設 等 の 使 用 許 可 を 受 け た 者 は 、 使 用 許 可 の 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き     

は 、 そ の 旨 を 校 長 （ 担 当 職 員 ） に 申 し 出 を す る こ と 。  

（ 使 用 取 消 ）  

  ７    使 用 者 は 、 学 校 施 設 の 使 用 を 取 り 消 そ う と す る と き は 、 速 や か に 学 校 施 設 取 消       

届 を 校 長 （ 事 務 室 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



 -  48 -  

（ 使 用 許 可 の 日 時 制 限 ）  

  ８    学 校 施 設 等 の 使 用 許 可 を す る 学 校 の 休 日 等 （ 土 曜 日 ・ 日 曜 日 ・ 祝 祭 日 ） に お い       

て 使 用 許 可 を す る も の と す る 。  

           使 用 許 可 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で と す る 。 但 し 、 特 別 の 理 由 が あ る       

と 認 め た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。 ま た 、 生 徒 職 員 に お け る 使 用 時 間 に つ い て       

は 、 次 の と お り と す る 。  

 

 曜  日  

 

時  期  

 

 全 日 制  

 

   定 時 制  

 

      備    考  

 

 

 平  日  

 

 

夏  季  

 

 午 後 8 時  

 

 午 後 10 時 00 分  

 

    4 月 ～ 10 月  

 

冬  季  

 

 午 後 8 時  

 

 午 後 10 時 00 分  

 

    11 月 ～3 月  

 

 土･日 曜 

 

 祝 祭 日  

 

 

夏  季  

 

 午 前 9 時 ～ 午 後 6 時  

 

    4 月 ～ 10 月  

 

冬  季  

 

 

 午 前 9 時 ～ 午 後 6 時  

 

 

    11 月 ～3 月  

 

（ 使 用 者 の 守 る べ き 事 項 ）  

  ９    使 用 者 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

   (1)  使 用 許 可 を 受 け た 目 的 以 外 に 使 用 し な い こ と 。  

   (2)  使 用 の 許 可 を 受 け て い な い 学 校 施 設 を 使 用 し な い こ と 。  

   (3)  許 可 を 受 け な い で 火 気 を 使 用 し な い こ と 。  

   (4)  許 可 を 受 け な い で 、 学 校 施 設 に は り 紙 を し 、 又 は 釘 類 を 使 用 し な い こ と 。  

   (5)  学 校 施 設 を き 損 し 、 ま た は 滅 失 し た 時 は 、 た だ ち に 校 長 （ 事 務 室 ） に 報 告 す             

る こ と 。  

   (6)  許 可 を 受 け な い で 、 物 品 を 販 売 し な い こ と 。  

   (7)  前 各 号 に 掲 げ る も の を 除 く ほ か 、 校 長 が 指 示 し た こ と 。  

（ 取 締 り 責 任 者 の 設 置 ）  

   10   使 用 者 は 、 取 締 り 責 任 者 を 置 き 参 集 者 を 取 り 締 ま ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 原 状 回 復 ）  

  11   使 用 者 は 、 使 用 準 備 並 び に 使 用 後 に お い て 、 次 の 各 号 に 定 め ら れ た 事 項 を 守 ら       

な け れ ば な ら な い 。  

   (1)  使 用 者 が 、 特 別 な 設 備 を 備 え よ う と す る 時 は 、 校 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。 許 可 さ れ た 時 は 、 学 校 の 担 当 者 と 十 分 打 ち 合 わ せ の 上 、 準 備 ・ 後 片 付

け を 行 う こ と 。  

       (2)   事 前 準 備 、 原 状 回 復 は 使 用 者 が 行 い 、 使 用 後 に お い て 担 当 職 員 の 確 認 を 受 け             

な け れ ば な ら な い 。  

       (3)   使 用 許 可 を 受 け た 者 は 、 建 物 及 び 備 付 け 備 品 等 を 滅 失 ま た は 破 損 し た 時 は 学

校 の 指 示 に 従 っ て 速 や か に そ の 損 害 を 回 復 す る も の と す る 。  

（ 申 請 取 消 し ）  

   12    使 用 予 定 者 が 使 用 の 取 消 し を す る 場 合 は 、 使 用 予 定 前 日 ま で に 校 長 （ 事 務 室 ）       

に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。但 し、や む を 得 な い と 認 め ら れ る 時 は 、当 日 の 申 し       

出 も よ い 。  
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（ 使 用 料 ）  

13   使 用 料 は 、上 記 の 規 程 に よ り 許 可 し た 施 設 等（ 行 政 財 産 ）の 使 用 に 関 し て 、「 沖       

縄 県 行 政 財 産 使 用 料 条 例 」 に 基 づ き 使 用 料 を 下 記 に よ り 徴 収 す る 。  

(1)  使 用 料 は 、 使 用 す る 前 日 ま で に 、 使 用 料 全 額 を 指 定 す る 金 融 機 関 に 納 付 す る         

こ と 。  

(2)  既 に 納 入 し た 使 用 料 は 、 還 付 し な い 。 但 し 、 学 校 ま た は 公 共 用 に 供 す る た め

施 設 等 の 使 用 の 許 可 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 全 部 ま た は 一 部 を 還 付 す る こ と

が で き る 。  

       (3)   使 用 時 間 は 、 事 前 準 備 、 原 状 回 復 の 時 間 も 含 む も の と す る 。  

       (4)   使 用 料 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 使 用 料 を 減 額 ま た は 免 除             

す る こ と が で き る 。  

    ①  国 、 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 公 共 的 団 体 （ 別 基 準 ） に 公 用 若 し く は 公 共 用 ま た              

は 公 益 上 の 目 的 の た め に 使 用 さ せ る と き 。  

    ②  災 害 そ の 他 の 緊 急 事 態 の 発 生 に よ り 、 応 急 施 設 と し て 短 期 使 用 さ せ る と き 。  

    ③  前 ① 号 に 定 め る も の の ほ か 、 特 に 校 長 が 必 要 と 認 め て 使 用 さ せ る と き 。  

（ 使 用 許 可 の 提 示 ）  

14  使 用 者 は 、 使 用 時 に お い て 、 使 用 許 可 書 と 使 用 料 納 付 済 み の 提 示 を 担 当 職 員      

か ら 求 め ら れ た 場 合 は 、 速 や か に 提 示 す る こ と 。  

（ 使 用 後 の 手 続 き ）  

15   使 用 者 は 、 学 校 施 設 の 使 用 を 終 わ っ た 時 は 、 直 ち に 係 員 （ 職 員 ・ 警 備 員 ） の

指 示 に 従 い 当 該 施 設 を 原 状 に 回 復 さ せ な け れ ば な ら な い 。  

《  物品 等 の 使用 ・ 借用 規 程  》  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 「 沖 縄 県 財 務 規 則 」 等 に 基 づ き 、 使 用 ・ 借 用 等 に つ い て 必 要 な 事 項           

を 定 め る も の と す る 。  

第 ２ 条  物 品 と は 、1. 備 品    （ 3 万 円 以 上 の 品 物 ）  

      2. 重 要 備 品  （100 万 円 以 上 の 品 物 ）  

     3. 動 物  

   4. 消 耗 品     

      5. 生 産 物  

     6. 図 書  

 

（ 物 品 の 貸 付 ）  

第 ３ 条   物 品 管 理 者 等 （ 校 長 ） は 、 そ の 所 管 に 属 す る 物 品 （ 物 品 取 扱 者 に あ っ て は 無 償       

で 貸 付 け る た め に 管 理 し て い る 物 品 に 限 る ） を 行 政 目 的 に 添 う 場 合 、 ま た は 行 政           

事 務 に 支 障 が な い 場 合 に 限 り 貸 付 け る こ と が で き る 。  

（ 使 用 ・ 借 用 許 可 申 請 ）  

第 ４ 条   物 品 の 借 受 け を 希 望 す る 者 は「 物 品 借 用 申 請 書  様 式 73 号・74 号 」を 担 当 係 員

を 経 て 、 3 週 間 前 ま で に 校 長 （ 事 務 室 ） へ 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 条   校 長 （ 事 務 室 ） は 物 品 借 用 申 請 書 を 受 け た 後 、 物 品 担 当 者 へ 確 認 後 、 条 件 が 良       

好 な 場 合 の み 物 品 借 用 書 と 引 き 換 え に 物 品 借 用 を 行 う こ と 。但 し 、物 品 受 け 渡 し  ・

返 却 時 に お い て も 事 務 室 を 経 由 の こ と 。  
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（ 物 品 借 用 許 可 申 請 時 間 ）  

第 ６ 条   物 品 を 借 受 け 希 望 す る 者 は 、本 校 の 勤 務 時 間 内 に 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら       

な い こ と 。  

（ 申 し 合 わ せ 事 項 ）  

   (1)  太 鼓 ・ テ ン ト 等 は 倉 庫 （ Ａ 棟 会 議 室 西 側 ） 保 管 と す る 。 な お 、 物 品 借 用 書 提        

示 の 際 は 担 当 者 に お い て 、 貸 付 け 及 び 返 却 時 に 確 認 の こ と 。  

附  則  

      (1) こ の 規 程 は 昭 和 47 年 5 月 15 日 よ り 施 行 す る 。  

      (2) こ の 規 程 は 平 成 12 年 1 月 1 日 一 部 改 正 。  

( 3) こ の 規 程 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

１，体育館及び運動場管理運営に関する規程  

 

    《  体 育 館 及 び 運 動 場 管 理 運 営 規 程  》  

（ 趣  旨 ）  

第 １ 条   体 育 館 及 び 運 動 場 の 管 理 運 営 を 円 滑 に す る た め 、 こ の 規 程 を 定 め る 。  

（ 委 員 の 構 成 ）  

第 ２ 条   委 員 会 の 構 成 は 、 次 の と お り と す る 。  

    校 長 、 全 日 教 頭 、 定 時 教 頭 、 事 務 長 、 体 育 主 任 （ 全 日 ・ 定 時 ） 、 生 徒 会 顧 問 、  

    教 務  

  ２    委 員 会 の 委 員 長 は 、 校 長 が 務 め る 。 校 長 不 在 の 場 合 は 、 教 頭 が 代 行 す る 。  

  ３    事 務 局 は 体 育 科 に 置 き 、 議 事 録 等 は 体 育 主 任 で 保 管 す る 。  

（ 委 員 会 の 事 務 ）  

第 ３ 条   委 員 会 は 、 職 員 会 議 の 代 議 機 関 と し て 次 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 し 、 重 要 案 件 は 職           

員 会 議 に 諮 る も の と す る 。  

   (1)  体 育 館 及 び 運 動 場 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 及 び 細 則 等 に 関 す る 事 項 。  

   (2)  体 育 館 及 び 運 動 場 協 議 会 か ら 提 案 さ れ た 事 項 。  

   (3)  学 外 貸 与 に 関 す る 事 項 。  

   (4)  施 設 、 設 備 に 関 す る 事 項 。  

   (5)  使 用 利 用 等 に 関 す る 事 項 。  

   (6)  そ の 他 。  

附  則  

     (1) こ の 規 程 は 昭 和 51 年 9 月 16 日 よ り 施 行 す る 。  

     (2) こ の 規 程 は 平 成 10 年 12 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

《  体育 館 及 び運 動 場学 外 貸 与規 程  》  

（ 目  的 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 本校 の 教 育 活 動 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て、 学 外 貸 与 す る の に         

必 要 な 事 項 を 定 め る 事 を 目 的 と す る 。  

（ 許  可 ）  

第 ２ 条   体 育 館 及 び 運 動 場 の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、使 用 予 定 日 の 3 週 間 前 ま

で に 「 学 校 施 設 使 用 許 可 申 請 書 」 （ 指 定 様 式 ） を 体 育 科 を 経 て 校 長 （ 事 務 室 ） に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



 -  51 -  

 

（ 交  付 ）  

第 ３ 条   担 当 職 員 の 了 承 を 得 て 校 長 が 貸 与 を 許 可 し た と き は 、 「 学 校 施 設 使 用 許 可 書 」           

を 体 育 主 任 を 経 て 申 請 者 に 交 付 す る 。  

（ 使 用 料 ）  

第 ４ 条   使 用 許 可 を 受 け た 者 は 、別 紙 に 定 め る 使 用 料 等 の 費 用 を 使 用 前 日 ま で に 指 定 の           

金 融 機 関 に 納 入 す る こ と 。 但 し、 納 入 し た 使 用 料 は 、 県 の 規 定 に よ り 原 則 と し て           

還 付 で き な い 。  

  ２    校 長 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め た と き は 、 こ れ を 減 免 す る こ と が で き る 。      

  ３    使 用 時 間 は 、 事 前 準 備 、 原 状 回 復 の 時 間 も 含 む も の と す る 。  

（ 不 許 可 ）  

第 ５ 条   次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 体 育 館 及 び 運 動 場 の 使 用 を す る こ と が で き な い 。  

   (1)  公 安 を 害 し 、 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

   (2)  私 的 営 利 を 目 的 と し た 事 業 。  

   (3)  施 設 ・ 備 品 を 破 損 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

   (4)  公 益 上 ま た は 管 理 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

   (5)  そ の 他 、 特 に 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

（ 許 可 取 消 ）  

第 ６ 条   体 育 館 使 用 許 可 後 ま た は 使 用 中 で あ っ て も 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 使 用 を 取 消 し           

ま た は 中 止 さ せ る こ と が で き る 。  

       (1)  使 用 願 い の 記 載 事 項 が 、 事 実 に 反 し て い る と き 。  

   (2)  使 用 の 権 利 を 譲 渡 又 は 転 貸 し し た と き 。  

   (3)  担 当 職 員 の 指 示 に 従 わ な か っ た と き 。  

   (4)  別 に 定 め る 「 使 用 心 得 」 が 履 行 さ れ な か っ た と き 。  

（ 破 損 等 ）  

第 ７ 条   使 用 許 可 を 受 け た も の が 、体 育 館 及 び 運 動 場 の 建 物 及 び 備 え 付 け 物 品 を 滅 失 ま           

た は 破 損 し た と き 、 使 用 者 は 本 校 の 規 定 に 従 っ て 速 や か に そ の 損 害 を 回 復 す る

か 、 ま た は 本 校 で 認 定 し た 金 額 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 原 状 回 復 ）  

第 ８ 条   使 用 者 は 、 体 育 館 及 び 運 動 場 の 使 用 準 備 及 び 使 用 が 終 わ っ た と き は 、 次 の 各 号           

に 定 め ら れ た 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

      (1)  使 用 者 が 、 体 育 館 及 び 運 動 場 に 特 別 な 設 備 を 備 え よ う と す る 時 は 、 校 長 の 許              

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 許 可 さ れ た と き は 、 そ の 準 備 、 片 付 け と も に 学               

校 側 と 十 分 打 ち 合 わ せ を 行 う こ と 。  

      (2)  事 前 準 備 、 原 状 回 復 は 使 用 者 が 実 施 し 、 使 用 終 了 後 、 担 当 職 員 の 確 認 を 受 け              

な け れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 取 消 ）  

第 ９ 条   使 用 予 定 者 が 使 用 の 取 消 し を す る 場 合 に は 、使 用 予 定 前 日 ま で に 申 し 出 な け れ           

ば な ら な い 。 但 し 、 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 時 は 、 当 日 申 し 出 て も 良 い 。  

（ 利  用 ）  

第 10 条  使 用 者 及 び 入 館 者 は 、 別 に 定 め る 「 体 育 館 及 び 運 動 場 使 用 心 得 」 を 遵 守 す る こ             

と 。  
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（ 附  記 ）  

第 11 条   体 育 館 及 び 運 動 場 の 使 用 に つ い て 、 こ の 規 程 に よ り 処 理 し 難 い 事 項 が 生 じ た

と き は 、 そ の 都 度 学 校 長 及 び 関 係 職 員 で 協 議 し て 決 め る も の と す る 。  

附  則  

   (1) こ の 規 程 は 昭 和 51 年 9 月 16 日 よ り 施 行 す る 。  

     (2) こ の 規 程 は 平 成 10 年 12 月 1 日 一 部 改 正 。  

( 3) こ の 規 程 は 令 和 2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

 

２   プールの管理運営に関する規程   

 

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 水 泳 プ ー ル を 有 効 に 活 用 し 円 滑 に 管 理 運 営 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

第 ２ 条   プ ー ル の 使 用 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

   (1)  正 課 時 の 学 習 指 導  

   (2)  学 校 行 事  

   (3)  教 科 以 外 の 活 動 （ 別 途 定 め る 許 可 申 請 書 を 要 す る ）  

   (4)  そ の 他 、 校 長 が 認 め た も の 。  

第 ３ 条   プ ー ル の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 予 定 日 の 3 週 間 前 ま で に 「 学 校

施 設 使 用 許 可 申 請 書 」 （ 指 定 様 式） を 体 育 科 を 経 て 校 長 （ 事 務 室 ） に 提 出 し な け  

        れば な ら な い 。  

第 ４ 条   プ ー ル の 開 閉 期 間 と 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。 但 し 、 関 係 職 員 が 必 要 と 認 め           

た と き は 、 そ の 限 り で な い 。  

   (1)  期 間   5 月 1 日 か ら 10 月 31 日 ま で を 原 則 と す る 。  

   (2)  時 間   月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で は 、 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で と す る 。  

第 ５ 条   プ ー ル の 休 館 日 は 、 休 業 日 と す る 。 但 し 、 関 係 職 員 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 そ  

の 限 り で な い 。  

第 ６ 条     次 の 者 は 、 水 泳 を し て は い け な い  

    ・ 呼 吸 器 疾 患  ・ 循 環 器 疾 患  ・ 腎 臓 病  ・ て ん か ん  ・ 皮 膚 、 目 、 耳 の 疾 患   

    ・ 風 邪 気 味  ・ 月 経 中 の 者  ・ 下 痢 を し て い る 者    ・ 微 熱 の あ る 者  

    ・ 病 気 回 復 直 後 の 者  ・ 運 動 直 後 や 空 腹 時   ・ 自 然 陽 転 で 校 医 よ り 禁 止 さ れ た 者  

第 ７ 条   プ ー ル の 施 設 及 び 備 品 の 使 用 に 当 た り、 使 用 規 程 に 反 し た 場 合 は、 そ の 使 用 を          

禁 止 す る 。  

附  則  

    (1) こ の 規 程 は 昭 和 52 年 6 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  

    (2) こ の 規 程 は 平 成 13 年 1 月 10 日 一 部 改 正 。  

        (3) こ の 規 程 は 平 成 14 年 4 月 1 日 一 部 改 正 。 ( 学 校 週 5 日 制 導 入 )  

( 4) こ の 規 程 は 令 和  2 年 8 月 1 日 一 部 改 正 。  
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３   視聴覚教室及び部に関する運営規程  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 本 校 視 聴 覚 教 室 を 学 校 教 育 の 目 標 に 照 ら し 、 効 果 的 且 つ 円 滑 に 利

用 し 、 管 理 す る た め に 定 め る 。  

（ 利  用 ）  

第 ２ 条   視 聴 覚 教 室 を 利 用 す る 際 は 、 事 前 に 「 使 用 予 約 表 」 に 次 の 事 を 明 記 し 、 視 聴 覚          

係 の 確 認 の も と に 使 用 す る 。  

   (1)  使 用 校 時  

   (2)  使 用 学 級  

   (3)  責 任 者  

   (4)  使 用 機 器  

  ２    使 用 責 任 者 は 、 「 利 用 の 心 得 」 を 生 徒 に 周 知 さ せ て 実 行 す る 。  

（ 機 器 の 管 理 ）  

第 ３ 条   放 送 施 設 及 び 備 品 の 管 理 は 、 図 書 視 聴 覚 部 が 当 た る 。  

  ２    教 育 活 動 の 一 環 と し て 、 機 器 の 貸 出 し は 可 能 で あ る 。 但 し 、 取 り 付 け 困 難 な 次          

の 機 種 は 、 貸 出 し を 禁 止 す る 。  

①  Ｖ Ｔ Ｒ 編 集 機 器 一 式   

②  プ ロ ジ ェ ク タ ー 用 Ｖ Ｔ Ｒ デ ッ キ  

③  吊 り テ レ ビ   

④  そ の 他 固 定 備 品  

  ３    貸 出 し の 際 は 、 必 ず 「 機 器 貸 出 簿 」 に 記 入 し 、 担 当 職 員 の 確 認 を 得 て 貸 出 す も          

の と す る 。  

  ４    貸 出 し 中 に 機 器 を 故 障 、 亡 失 、 損 傷 し た と き は 、 直 ち に 所 定 の 手 続 き を 行 う 。  

（ 故 障 ・ 亡 失 ・ 損 傷 の 手 続 き ）  

第 ４ 条   故 障 の 際 は 、 使 用 責 任 者 か ら 担 当 職 員 に 次 の 事 項 を 報 告 す る 。  

   (1)  使 用 責 任 者 名  

   (2)  故 障 の 状 況 及 び 原 因  

   (3)  故 障 後 の 措 置  

   (4)  そ の 他 必 要 事 項  

  ２    亡 失 ・ 損 傷 の 際 は 、 「 亡 失 ・ 損 傷 報 告 書 」 に 次 の 事 項 を 明 記 し て 、 担 当 職 員 を          

と お し て 校 長 に 報 告 す る 。  

   (1)  使 用 責 任 者 名  

   (2)  品 目 又 は 種 類  

   (3)  亡 失 ・ 損 傷 時 の 保 管 状 況 及 び そ の 原 因 、 そ の 後 の 処 理 状 況  

   (4)  亡 失 ・ 損 傷 の 日 時  

   (5)  取 得 年 月 日 、 取 得 金 額  

（ 放 送 委 員 会 ）  

第 ５ 条   こ の 委 員 会 は 、 生 徒 会 執 行 部 に 属 す る 。  

  ２   視 聴 覚 機 器 を 利 用 す る 学 校 行 事 、 生 徒 会 行 事 、 そ の 他 に お い て 活 動 を 行 う 。  

  ３    主 に 視 聴 覚 担 当 職 員 が 、 指 導 に 当 た る 。  

（ 視 聴 覚 教 室 及 び 機 器 利 用 の 心 得 ）  
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附  記  

    (1) 入 室 の 際 は 、 ス リ ッ パ に 履 き 替 え る 。  

    (2) 室 内 で の 飲 食 は 厳 禁 と す る 。  

    (3) 機 器 の 操 作 は 、 手 順 を 守 っ て 使 用 し 、 使 用 後 は 所 定 の 場 所 へ き ち ん と 戻 す   

 

附  則  

    (1) こ の 規 程 は 昭 和 52 年 4 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  

    (2) こ の 規 程 は 平 成 10 年 12 月 1 日 一 部 改 正 。  

 

４   防災に関する規程  

 

第 １ 条   こ の 規 程 は 、 消 防 法 （ 昭 和 31 年 立 法 第 66 号 ） に 基 づ き 、 職 員 、 生 徒 の 火 災           

予 防 に 対 す る 認 識 を 深 め 、 火 災 及 び そ の 他 の 災 害 発 生 時 に お け る 冷 静 、 迅 速 、

適 切 な る 処 置 を 確 立 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２ 条   教 職 員 、 生 徒 は 学 校 愛 護 の 精 神 に 徹 し、 防 火 管 理 の 徹 底 を 期 す る た め 本 規 程 に          

よ り 常 時 厳 重 な る 注 意 を も っ て 火 気 の 取 り 扱 い に 当 た り 、火 災 発 生 防 止 に 努 め な          

け れ ば な ら な い 。  

第 ３ 条   校 舎 の 各 室 及 び 実 習 場 に は、 防 火 責 任 者 を お く。 防 火 責 任 者 は 与 え ら れ た 各 々          

の 室 の 防 火 に 万 全 を 期 さ な け れ ば な ら な い 。  

第 ４ 条   火 気 を 使 用 し た 場 合 は 、 細 心 に 点 検 し て 残 火 の 有 無 を 確 か め る 。  

第 ５ 条   本 校 自 衛 防 火 隊 は 教 職 員 を も っ て 組 織 し 、 本 部 、 通 報 連 絡 、 避 難 誘 導 、 消 火 ，          

物 品 搬 出 、 警 備 ， 物 品 監 視 、 救 護 の 各 係 を も っ て 編 成 す る 。  

第 ６ 条   組 織 編 成 は 年 度 当 初 に 定 め る 。  

第 ７ 条   各 係 員 は 、 火 災、 風 災 等 を 発 見 認 知 し た と き は 、 大 声 で 連 呼 し 非 常 放 送 と 同 時          

に 消 防 署 に 通 報 し 、 臨 機 応 変 の 処 置 を な し 、 被 害 の 軽 減 に 努 め る 。  

第 ８ 条   前 号 の 非 常 事 態 を 認 知 し た と き は 、冷 静 迅 速 に 生 徒 を 避 難 計 画 書（ 別 に 定 め る ）         

に 基 づ き 、 所 定 の 安 全 な 場 所 に 誘 導 し 、 更 に 火 災 時 は 防 火 編 成 に 基 づ き 各 分 担 任          

務 に 従 事 す る 。  

第 ９ 条   避 難 ･消 防 訓 練 を 年 １ 回 実 施 し 、 非 常 時 に お け る 被害 の 軽 減 を は か る た め の 訓           

練 を す る 。  

第 10 条  夜 間 及 び 休 日 に 火 災 が 起 こ っ た と き は 、 校 内 に 居 合 わ せ た 職 員 は 初 期 消 火 に 努

め る と と も に 消 防 署 及 び 校 長 に 通 報 す る 。  

第 11 条  重 要 書 類 そ の 他 重 要 物 品 は 、 火 災 の 際 直 ち に 搬 出 で き る よ う に 「 非 常 搬 出 」 の          

赤 文 字 を 貼 っ て お か な け れ ば な ら な い 。  

第 12 条  各 職 員 は 、 非 常 持 ち 出 し 物 品 、 そ の 他 重 要 物 品 、 発 火 性 薬 品 等 の 所 在 場 所 、 火          

気 を 用 い る 場 所 、 電 源 、 消 火 器 等 の 所 在 場 所 を 熟 知 し て お か な け れ ば な ら な い 。  

第 13 条   各 係 の 任 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (1)  本   部         防火 計 画 の 企 画 及 び 運 営 に 当 た る 。  

   (2)  消 火 係       消 火 に 当 た る 。  

   (3)  避 難 誘 導 係    全 校 生 徒 を 各 教 室 よ り 安 全 に 校 庭 に 避 難 誘 導 し 掌 握 す る 。  

   (4)  物 品 搬 出 係    重 要 書 類 及 び 重 要 物 品 を 安 全 な 場 所 に 搬 出 す る 。  

   (5)  警 備 係      飛 び 火 及 び 悪 質 外 来 者 の 侵 入 を 防 ぐ 。  

   (6)  物 品 監 視 係    搬 出 物 品 を 監 視 す る 。  
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   (7)  通 報 連 絡 係    校 内 非 常 放 送 で 通 報 す る と と も に 、 各 関 係 部 署 に 報 告 す る 。  

   (8)  救 護 係      負 傷 者 の 救 護 に 当 た る 。  

 

附  則  

      (1) こ の 規 程 は 昭 和 42 年 4 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  

    (2) こ の 規 程 は 平 成 10 年 12 月 1 日 一 部 改 正 。  

    (3) こ の 規 程 は 平 成 13 年 1 月 10 日 一 部 改 正 。  

 

 

５   セミナーハウス「津梁館」管理運営規程  

 

（ 名  称 ）  

第 １ 条     本 施 設 を 沖 縄 県 立 八 重 山 商 工 高 等 学 校 「 津 梁 館 」 と 称 す る 。  

（ 目  的 ）  

第 ２ 条     学 校 の 教 育 計 画 に 則 り 、 集 団 宿 泊 研 修 及 び 各 種 研 修 な ど を と お し て 生 徒 の 基 本          

的 生 活 態 度 を 養 い 、生 徒 相 互 の 友 情 及 び 教 師 と 生 徒 の 人 間 関 係 を 深 め る こ と を 目          

的 と す る 。  

（ 研 修 内 容 ）  

第 ３ 条     研 修 内 容 は 以 下 の こ と と す る 。  

      (1)   特 別 活 動 （ ホ ー ム ル ー ム ・ 部 活 動 ・ 生 徒 会 活 動 ） に 関 す る こ と 。  

      (2)   学 習 活 動 、 生 徒 指 導 及 び 教 育 相 談 に 関 す る こ と 。  

      (3)   職 員 及 び Ｐ Ｔ Ａ 研 修 に 関 す る こ と 。  

      (4)   そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る こ と 。  

（ セ ミ ナ ー ハ ウ ス 管 理 運 営 委 員 会 ）  

第 ４ 条     セ ミ ナ ー ハ ウ ス の 円 滑 な 運 営 を 図 る た め に 管 理 運 営 委 員 会 を 設 置 す る 。  

    ２      管 理 運 営 委 員 会 の 構 成 は 次 の と お り と す る 。  

         校長 ・ 教 頭 （ 全 ・ 定 ） ・ 事 務 長 ・ 体 育 科 セ ミ ナ ー ハ ウ ス 係  

    ３     管 理 運 営 委 員 会 の 任 務 は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   管 理 運 営 規 程 に 関 す る 重 要 事 項  

      (2)   年 間 利 用 計 画 の 検 討 及 び 調 整  

      (3)   セ ミ ナ ー ハ ウ ス の 保 全 管 理 及 び 利 用 に 関 す る 指 導 助 言  

      (4)   そ の 他 施 設 利 用 に つ い て の 必 要 事 項  

（ 使 用 規 程 ）  

第 ５ 条     セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 使 用 で き る の は 、 原 則 と し て 本 校 生 徒 ・ 職 員 及 び Ｐ Ｔ Ａ と す            

る 。  

２     セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 利 用 す る 場 合 、 利 用 団 体 の 責 任 者 は あ ら か じ め 所 定 の 手 続 き

を 経 て 校 長 の 許 可 を 得 る 。  

３     セ ミ ナ ー ハ ウ ス を 利 用 す る 場 合 、 シ ー ツ の 洗 濯 代 を 利 用 者 が 負 担 す る 。  

（ セ ミ ナ ー ハ ウ ス の 利 用 規 程 ）  

第 ６ 条     施 設 利 用 に つ い て （ 利 用 上 の 注 意 事 項 並 び に 様 式 １ ～ ９ ま で は 別 途 し お り に 定          

め る ）  

    ２      宿 泊 研 修 等 を 希 望 す る 団 体 の 責 任 者 は 、 学 期 当 初 に 利 用 計 画 書 （ 研 修 様 式 １ )           

を セ ミ ナ ー ハ ウ ス 係 に 提 出 す る 。  
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    ３      セ ミ ナ ー ハ ウ ス 管 理 運 営 委 員 会 は 、 提 出 さ れ た 指 導 計 画 書 に 基 づ き 検 討 調 整            

し 、 全 体 の 利 用 計 画 表 を 作 成 す る 。  

     

４   全 体 の 利 用 計 画 作 成 後 に 利 用 希 望 団 体 が 生 じ た 場 合 、 セ ミ ナ ー ハ ウ ス 係 で 、 そ

の 調 整 を 行 う 。  

５   利 用 団 体 の 責 任 者 は 、利 用 す る １ 週 間 前 ま で に 、利 用 許 可 申 請 書（ 研 修 様 式 2）

の ほ か 、 下 記 の 書 類 を 添 え て 校 長 に 提 出 し 、 そ の 許 可 を 得 る 。     

     (1)   研 修 計 画 書 （ 研 修 様 式 3）  

(2)   宿 泊 研 修 ・ 保 護 者 等 承 諾 書 ( 研 修 様 式 4）  

(3)   宿 泊 名 簿 （ 生 徒 ） ( 研 修 様 式 5）  

６   宿 泊 を 伴 わ な い 利 用 の 際 も 、 利 用 団 体 の 責 任 者 は 事 前 に 、 利 用 許 可 申 請 書 ( 研

修 様 式 2） を 校 長 に 提 出 し そ の 許 可 を 得 る 。  

７   利 用 団 体 の 責 任 者 は 宿 泊 研 修 中 、 毎 日 、 所 定 の 研 修 日 誌 （ 研 修 様 式 6） に 記 入

す る 。  

８   宿 泊 研 修 終 了 後 、 利 用 団 体 の 責 任 者 は 研 修 日 誌 と と も に 所 定 の 利 用 報 告 書

（ 研 修 様 式 ７ ） を セ ミ ナ ー ハ ウ ス 係 に 提 出 す る 。  

９   宿 泊 研 修 期 間 は １ 週 間 以 内 を 原 則 と す る 。  

10  宿 泊 研 修 期 間 中 は 、 責 任 者 の 許 可 な く 、 研 修 生 が 外 出 ・ 外 泊 し た り 、 外 来 者

が 無 断 で 出 入 り す る こ と を 一 切 禁 止 す る 。  

（ 施 設 管 理 に つ い て ）  

第 ７ 条     利 用 団 体 の 責 任 者 は 、 研 修 中 、 随 時 施 設 内 を 巡 視 し 、 施 設 、 設 備 の 保 全 に 努 め          

る 。  

第 ８ 条     研 修 中 に 、 施 設 、 設 備 、 器 具 等 を 破 損 し た と き 、 ま た は 破 損 個 所 を 発 見 し た と          

き は 、 速 や か に 責 任 者 を と お し て セ ミ ナ ー ハ ウ ス 係 に 届 け 出 る 。 そ の 状 況 に よ っ          

て は 弁 償 さ せ る 。  

第 ９ 条     備 品 、 器 具 等 は 大 切 に 取 扱 い 、 使 用 後 は 所 定 の 場 所 に 整 理 整 頓 す る 。  

（ 施 設 利 用 経 費 ）  

第 10 条     施 設 利 用 に 当 た っ て は 、そ の 必 要 経 費 を 納 入 さ せ る 。（ 詳 細 に つ い て は 、別 途           

し お り ９ 「 津 梁 館 」 使 用 料 参 照 ）  

附   則  

         (1) こ の 規 程 は 平 成 元 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

         (2) こ の 規 程 は 平 成 13 年 1 月 10 日 一 部 改 正 。  

 

６   薬品管理取扱規程 （ 管 理 責 任 者 及 び 取 扱 責 任 者 ）  

 

第 １ 条     薬 品 の 取 り 扱 い 及 び 管 理 責 任 者 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   管 理 責 任 者 は 理 科 主 任 と す る 。  

      (2)   薬 品 の 取 扱 は 理 科 担 当 教 諭 及 び 理 科 実 習 助 手 が 責 任 を 持 っ て 行 い 、 薬 品 の 購       

入 、 廃 棄 に つ い て は 管 理 責 任 者 の も と 理 科 実 習 助 手 が 行 う も の と す る 。  

（ 保 管 場 所 ）  

第 ２ 条   薬 品 の 保 管 場 所 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

      (1)  台 帳 は 化 学 用 と し て 記 載 す る 。  

      (2)  薬 品 購 入 簿 の 記 載 に つ い て は 、 原 則 と し て 理 科 実 習 助 手 が 購 入 の 都 度 記 載 す       
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る 。  

      (3)  薬 品 使 用 簿 の 記 載 に つ い て は 、 原 則 と し て 使 用 者 が 使 用 の 都 度 記 載 す る 。  

      (4)  薬 品 管 理 台 帳 の 記 載 に つ い て は 、 原 則 と し て 理 科 実 習 助 手 が 月 末 に 定 期 的 に       

記 載 し 、 整 備 す る 。  

（ 鍵 の 管 理 ）  

第 ３ 条     薬 品 管 理 に か か る 鍵 の 管 理 は 、 次 の と お り と す る 。  

      (1)   薬 品 庫 の 鍵 は 理 科 準 備 室 に 保 管 す る 。  

      (2)   鍵 の 管 理 責 任 者 は 理 科 主 任 と す る 。  

（ 事 故 等 ）  

第 ４ 条     薬 品 の 紛 失 等 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   薬 品 の 紛 失 等 の 事 故 が 生 じ た 場 合 は 、 直 ち に 管 理 責 任 者 に 報 告 し 、 校 長 の 指             

示 を 受 け る 。  

（ 在 庫 点 検 ）  

第 ５ 条     在 庫 点 検 に つ い て は 次 の と お り と す る 。  

      (1)   理 科 実 習 助 手 は 、 保 有 す る す べ て の 薬 品 に つ い て 年 ２ 回 点 検 を 行 い 、 在        

庫 量 を 確 認 し て 管 理 責 任 者 に 報 告 を す る 。  

      (2)   管 理 責 任 者 は 、 上 記 の 点 検 結 果 を 校 長 に 報 告 す る 。  

（ 薬 品 管 理 系 統 図 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( 1) 「 薬 品 取 扱 規 定 」 を 作 成 し 、 管 理 体 制 を 明 確 に し て お く 。  

      ( 2) 「 薬 品 管 理 台 帳 」 を 作 成 す る 。  

      ( 3)  年 2 回 在 庫 確 認 を す る 。  

 

      (1) 「 薬 品 取 扱 規 程 」 を 作 成 し 、 管 理 体 制 を 明 確 に し て お く 。  

      (2) 「 薬 品 管 理 台 帳 」 を 作 成 す る 。  

      (3)  年 ２ 回 在 庫 確 認 を す る 。  
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７   避難経路図  
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第  七  章  生徒会会則規程  

 

 我々八重山商工高等学校の生徒は、生徒会を組織し、その活動を通じて、明朗堅実なる学園を建設す

ることを誓う。 

 

１．総則 

第 1 条 本会は、沖縄県立八重山商工高等学校生徒会と称する。 

第 2 条 本会は、生徒の自治活動により、会員相互の福祉を図り、学園の向上発展に貢献すると 

              共に将来良き公民となる素質を養うことを、目的とす。 

第 3 条 本会員は、本会の議決事項を行う権利を有する。 

第 4 条 本会員は、会則を守る義務を負う。 

第 5 条 本会の会合は、すべて学校長の許可を得なければならない。 

第 6 条 本会の議決事項は、すべて職員会議を経て、学校長の承認を受けて成立する。 

 

２．組織 

第 7 条 本会は、八重山商工高等学校生徒を以って組織し、職員をその顧問とする。 

 

３．機関 

第 8 条 本会に次の機関を置く。 

        1．生徒総会 2．中央委員会 3．執行委員会 4．企画委員会 5．専門委員会 

6．部長会 7．ホームルーム 8．選挙管理委員会 9．会計監査委員会 

10．広報委員会 11．放送委員会  

 

４．役員 

第 9 条 本会に次の役員を置く。 

会長（1 名） 副会長（男女各 1 名）書記（男女各 1 名）会計（男女各 1 名） 

各専門委員長（各 1 名） 広報委員（2 名） 放送委員（2 名） 

第 10 条 会長は、本会を代表する。且つ会長は生徒会の運営にあたり、学校長の許可を得て、本 

              会の目的を達するための活動に関し、審議実行する権限を有する。 

    副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときは、その職務を代行する。 

第 11 条 会長は、生徒会を統括し、必要に応じて、中央委員会、専門委員会、部長会を召集する 

              ことができる。 

第 12 条 会長は、正当な理由ある場合、中央委員、専門委員を解任することができる。ただし解 

              任について、ホームルームに勧告を行いホームルームで信任投票を行う。 

第 13 条 （1）書記は、庶務をつかさどる。 

（2）広報委員は、生徒会各種行事について広報を取り扱う。 

（3）放送委員は、生徒会各種行事について放送を取り扱う。 

第 14 条 会計は、会計事務をつかさどり、会計報告の義務をもつ。 

第 15 条 会長・副会長は、全会員の直接無記名投票によって選ばれる。書記・会計・広報委員・ 

              放送委員及び各専門委員長は、会長の任命による。 
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第 16 条 本会役員の任期は、7 月から翌年の 6 月までの 1 ヵ年とする。ただし再任をさまたげな 

              い。 

第 17 条 会長・副会長に欠員の生じた場合は、二週間以内に全会員で補欠選挙を行う。欠員補充 

         で選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。 

第 18 条 会長・副会長の解任要求は、会員の 3 分の 1 以上の署名ある申請書が提出された場合、一 

              週間以内に全会員の信任投票を行い過半数の不信任を得た時に解任する。 

第 19 条 会長は、書記・会計・広報委員・放送委員及び各専門委員長を罷免することができる。 

第 20 条 本会の役員は、他の役員を兼ねることはできない。 

 

５． 総会 

第 21 条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年１回開くことを原則とする。ただし、次の場      

合は、臨時に開催することができる。 

          1．中央委員会の要請があるとき。 

          2．会員の 3 分の 1 以上の要求があるとき。 

 3．会長が必要と認めたとき。 

第 22 条 総会は、会員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。但し、卒業試験以後 3 年生が出      

校しない期間に総会が開催されるときは、3 年生は会員数から除くものとする。議決は出      

席会員の 3 分の 2 以上の賛成による。 

第 23 条  総会は、次の事項を議する。 

 1．予算及び決算の承認 

          2．会則の制定及び改廃 

          3．その他 

 

６．中央委員会 

第 24 条  中央委員会は、総会に次ぐ議決機関で次の審議決定をする。 

          1．生徒総会に付議すべき議案 

          2．諸規程の制定並びに改廃 

          3．生徒会行事に関すること 

          4．予算に関すること 

 ５．その他 

第 25 条  中央委員会は、ホームルーム正・副委員長並びに生徒会役員をもって構成する。但し、 

      生徒会役員は発言権は有するが議決権は有しない。 

第 26 条  委員の任期は、一学期間とする。 

第 27 条 中央委員会は、議長の召集により月一回開催することを原則とする。臨時中央委員会は緊

急を要すると認められる議事ある場合に召集し、また委員の 3 分の 1 以上の要求があると

きは開かねばならない。 

第 28 条 中央委員会に議長１名、副議長、書記２名置く。議長・副議長は委員の互選とし、書記は、 

議長がこれを委託する。 

第 29 条 議長は、中央委員会の召集並びに議事の運営をなす。副議長は議長を補佐し、議長に支障 

        あるときは、議長を代行する。 

第 30 条 書記は、議事を記録し、議事録を保存する。 

第 31 条 中央委員会は中央委員の３分の１の出席により、成立する。議決は、出席委員の過半数に

よる。但し、可否同数の場合は議長の定めるところによる。 
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第 32 条 中央委員会は、必要に応じて専門委員会に対して諮問する。 

第 33 条 中央委員会は原則としてこれを公開する。 

 

７．専門委員会 

第 34 条 専門委員会は各ホームルームから選出された委員によって構成する。専門副委員長は各委

員により互選する。 

第 35条 専門委員会は決議事項あるいはその発意による企画を企画委員会の承認を得てこれを執行 

     する。 

第 36 条 専門委員会には次の委員会をおく。 

1．文化委員会 2．生活委員会 3．美化委員会 4．保体委員会 5．図書委員会 

6． 新聞委員会 7．進路委員会 

    １. 文化委員会は、各クラスの文化委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は１年

間とする。 

       ( ア) 学習効果をあげるための積極的な企画と運営。 

       ( イ) 生徒会行事における文化系のものを一切つかさどる。 

       ( ウ) その他 

    ２. 生活委員会は、各クラスの生活委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は 1 年

間とする。 

       ( ア) 生徒心得にもとづき学校生活の改善向上を図る。 

       ( イ) 欠席、欠課、遅刻等を、徹底的になくなるように努める。 

       ( ウ) 委員長は生徒会行事等における全体集会時の指揮をとる。 

       ( エ) 学習時の態度の確立。 

       ( オ) その他 

    ３. 美化委員会は、各クラスの美化委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は１年

間とする。 

       ( ア) 教室内外および校域全般の整備、美化に努める。 

       ( イ) 机、腰掛け、建具、ルーム園等の管理。 

       ( ウ) 清掃用具の管理。 

       ( エ) 美化コンクール等の企画と実施。 

       ( オ) その他 

    ４. 保体委員会は、各クラスの保体委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は１年 

間とする。 

       ( ア) 保健、安全に関する事項。 

       ( イ) レクリェーション及び生徒相互の親睦等に関する事項。 

       ( ウ) 生徒会行事における体育系のものを一切。 

       ( エ) その他 

    ５. 図書委員会は、各クラスの図書委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は１年

間とする。 

       ( ア) 読書会等の計画、推進。 

       ( イ) 学校図書の運営の手助け。 

       ( ウ) その他 

    ６. 新聞委員会は、各クラスの新聞委員をもって構成し、次のことを行う。但し、任期は１年

間とする。 



 -  62 -  

       ( ア) 生徒会新聞の発行。 

       ( イ) 学校新聞コンクール等の計画と推進。 

       ( ウ) その他 

    ７. 進路委員会は、各クラスの進路委員（男女各 1 名）をもって構成し、次のことを行う。但 

し、任期は１年間とする。ホームルームには、進路委員を他と併置せず、クラスの進路委員 

は、普段は他の委員と協力してホームルーム活動をする。 

       ( ア) 進路指導部教諭の指導のもと諸活動を推進する。 

       ( イ) 進路委員会の予算は、進路指導部から支出する。 

       ( ウ) 進路委員会の諸活動は、下記の内容とする。 

         ①進路についての LHRに関する資料の作成 

         ②進路室運営の手助け 

         ③進路だよりの作成及びその他進路に関すること 

第 37 条 専門委員会は、必要に応じて委員長がこれを召集する。 

第 38 条 専門委員会は、委員の３分の２以上の出席により成立する。決議は出席委員の過半数に 

           よる。 

 

８．ホームルーム 

第 39 条 ホームルーム長は、ホームルームにおいて生徒会の活動に関する報告を行い、中央委員会

に提出する問題の審議を主宰する。 

第 40 条 各ホームルームは、生徒会と協力して活動する。各ホームルームに次の各委員を置き、会

員はいずれかの委員に属するものとする。 

1．文化委員 2．生活委員 3．美化委員  

4．保体委員 5．図書委員 6．新聞委員 

 

９．部活動 

第 41 条  

  （1）部は同好の会員の自主的活動を通して各個人の社会性の形成、個性の伸長、創造性の養成、 

健康の保持増進を目的とする。 

  （2）部長会は、体育系部と文化系部の各部長によって構成される。 

（3）部活 動 は 夏 季・冬 季 を区 別 せ ず 、１ 年 間 を 通し た 時 間 と する 。但 し 、考査 １ 週 間 より

考 査終 了 ま で は 別に 定 め る。  

（ 活動 時 間 ）  

  （ 4） 平日 に お け る 部活 動 時 間  

    ①  午 前の 部 活 動時 間 は 、 午 前 6 時 30 分 か ら午 前 8 時 00 分 ま でと す る 。  

    ②  午 後の 部 活 動時 間 は 、 放 課後 か ら 午 後 8 時 00 分 ま で と する 。  

  （ 5）  休 日 に お け る部 活 動 時 間  

    ①  午 前の 部 活 動時 間 は 、 午 前 6 時 30 分 か らと す る 。  

②  午 後 の 部 活 動時 間 は 、午 後 6 時 00 分 ま で とす る 。  

③  完 全 下 校 は 午後 ６ 時 30 分 と する 。  

（ 活動 時 間 の 延 長）  

（6）  部 活動 時 間 の 延 長  

①  部 活 動 時 間 の 延 長 は 事 前 に 提 案 し 、 全 職 員 の 了 承 と 校 長 の 承 認 を も っ て 行 う こ

と がで き る 。 但 し、 大 会 や公 演 の １ ヵ 月前 か ら とす る 。  
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②  合 宿 や 大 会・公 演 等 にお い て は 、担当 職 員 や顧 問 の 責 任 にお い て 、活 動 時 間 の 延

長 を認 め る 。  

（ 活動 期 間 の 延 長）  

（ 7） 部 活 動 は 原 則 と し て 考 査 １ 週 間 前 よ り 考 査 終 了 ま で そ の 活 動 を 停 止 す る 。 但 し 、 部

活 動 の 延 長 は 全 職 員 の 了 承 と 校 長 の 承 認 を も っ て 行 う こ と が で き る が 、 考 査 日 当 日 か

ら 考 査 終 了 ま で は 部 活 動 を 許 可 し な い 。 考 査 と は 、 各 学 期 に お け る 中 間 ・ 期 末 考 査 を

指 す。  

第 42 条 部登録は、4 月中旬までに登録しなければならない。体育系部と文化系部それぞれ 1 つ

に所属することを認めるが、同時に 2 つ以上に所属できないものとする。 

第 43 条 部の正副部長は、各部員の互選とする。 

第 44 条  

（1）部発起人は、体育系、文化系部長会を経て中央委員会に、申請書を提出し、中央委員会

の承認を得なければならない。 

（2）年度途中の部設立は認められないが、同様の活動をしたい場合は、上記と同様の手続き

を経て同好会として活動するようにする。 

（3）同好会には、原則として予算の割り振りはないが、中央委員会で必要と認めた場合は、

最小限の活動費が与えられることもある。 

（4）4 月の部加入者調べの時点で部員数が 10名に満たない場合は、原則として部ではなく同

好会とする。 

第 45 条 各部の部長は、予算の全責任をとる。 

第 46 条   経費の支出は、所定の請求書に所要の事項を記入し、責任者の署名及び関係（部長・

部顧問・生徒会会計・生徒会顧問）の捺印を得たものに対して会計係りは、会費納入状

況、予算、その他の面から検討して支出する。 

10．会計 

第 47 条 本会の経費は、入会金及び会費、その他の収入をもって支弁する。 

第 48 条 本会の会費は、１人当り年額 2,500 円を年度初めに納入する。 

第 49 条 本会の会計年度は、毎月４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

第 50 条 本会の現金保管及び管理は職員会計に依託する。 

11．帳簿 

第 51 条 本会に下記の帳簿を置く。 

１．生徒会会則及び諸規約 

２．会員名簿 

３．会計簿 

４．議事録 

５．沿革史 

６．備品台帳 

７．その他 

第 52 条 会則の改正は、中央委員会の３分の１以上が必要と認めた場合、または会員の４分の

１以上の署名による要請があった場合、総会において出席者の３分の２以上の賛成を得

た後行われる。 

第 53 条 本会則の改正及び諸規約の改正は中央委員会の出席委員の３分の２以上の同意で可決

された後、生徒総会に提出され出席者の３分の２以上の同意をもって成立する。 
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12．選挙管理委員会 

第 54 条 選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された男女各 1 名の委員をもって構成し、本

会の選挙に関する一切の事務を行う。 

第 55 条 選挙管理委員会は、委員長１名、副委員長１名を置く。 

第 56 条 選挙に関する規程は、別にこれを定める。 

 

13．会計監査委員会 

第 57 条 八重山商工高等学校生徒会会則第３章第８条に定める会計監査委員会に関する細則は次の

ように定める。 

第 58 条 会計監査委員会は、中央委員会の推薦により、会長の指名した者３人で構成し、会計監査の

任務にあたる。 

第 59 条 監査は、原則として学期毎に１回行うこととし、日程は委員会で定める。但し、委員会で必

要と認めたときは、臨時に監査を行うことができる。 

第 60 条 原則として監査を行う日の３日前に生徒会長にその旨通告する。 

第 61 条 監査委員会は、生徒会諸会計の一切に亘り監査が行うが、主に下記のことを行う。 

        （ア）帳簿間の照合 

        （イ）帳簿の現金証 

        （ウ）帳簿の保管品と照合 

第 62 条 監査委員会は、部の部長（会計でも可）に対して、関係書類提出の権限を有する。 

第 63 条 監査は、構内においてこれを行う。 

第 64 条 現金及び現物は、生徒会会計と会計顧問にその残高を確認せしめ、その後で監査を行うも

のとす。 

第 65 条 監査を終えたときは、監査書を作り、総会に報告し、意見を述べることとする。 

 

14．広報委員会 

第 66 条 広報委員会は、広報委員（男女各１名）・書記（男女各１名）・新聞委員長で構成される。 

第 67 条（１）広報委員会は、生徒会活動に関して会員並びに職員の意見等を把握しその広報につかさ

どる。 

（２）生徒会活動沿革史の編成を行う 

 

15．放送委員会 

第 68 条 放送委員会は、放送委員（男女各１名）を中心にし、広報委員（男女各１名）・書記（男女

各１名）で構成される。 

第 69 条 放送委員会は、生徒会活動に関する各種行事の放送の取り扱いをつかさどる。但し、放送部

がある場合は、放送部の正副部長を放送委員とし放送部の協力を得る。 

     ※備品在庫報告書（別紙）  

     ※予算請求書（別紙） 

附  則  （ １ ） こ の 規 程 は 平 成 17 年 ３ 月 23 日 一 部 改 正 。   

    （ ２ ） こ の 規 程 は 平 成 17 年 ９ 月 29 日 一 部 改 正 。  

（ ３ ） こ の 規 程 は 平 成 18 年 ３ 月 23 日 一 部 改 正 。  

（ ４ ） こ の 規 程 は 平 成 21 年 ９ 月 29 日 一 部 改 正 。10 項 第 42 条 ( ３ ) ～ ( ７ )  

         （５ ） こ の 規 程 は 平 成 22 年 ４ 月 ６ 日 一 部 改 正 。10 項 第 42 条 ( ６ )  

         （６ ） こ の 規 程 は 平 成 25 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正 。  
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第  八  章  生徒会役員選挙規則  

 

第 1 条 生徒会会則の規程に基き、県立八重山商工高等学校生徒会役員選挙規則を下記のとおり定める。

第 2 条  生 徒 会 役 員 選 挙 に 関 す る 一 切 の 事 務 は 本 校 の 選 挙 管 理 委 員 会 が 行 う 。  

第 3 条 選挙管理委員会が行う選挙において選出される役員は、会長１名、副会長２名（男女各１名）

とする。 

第 4 条 会長、副会長は各立候補者から投票によって選出する。但し、立候補者が１人の場合は投票を

必要としない。 

          （１）選挙は毎年６月下旬にこれを行う。 

      （２）選挙に関する告示は、選挙日の 20 日前までなさなければならない。 

第 5 条 選挙は全会員によって行うが、次の者は選挙権を有しない。 

           イ．選挙管理委員 ロ．仮入学の者 ハ．処罰中の者 ニ．休学中の者 

第 6 条 被選挙権は、第１学年及び第２学年に在籍しているものはこれを有するが、前条のイ、ロ,  

              ハ、ニに該当する者は除く。 

第 7 条 立候補者届は、次の通りとする。 

          （１）届出は選挙日の３日前の午後 5 時までにすませること。 

      （２）候補者は届出期間内に規定の用紙に責任者２名、推薦者 10 名以上の連署をもって届出 

       なければならない。 

第 8 条 

   （１）立候補者がいない場合は、全会員の中から 10名（男女各５名）を中央委員会の承認を得 

て、会長が任命し、各長自身も含めて推薦委員会を組織する。 

   （２）推薦委員会は、被選挙権を有するものの中から１名推薦して全選挙人の承認を得る 

（委員会が被選挙人を推薦するときは、その人も充分調べた上、推薦することを前提とする）。 

第 9 条  選挙運動については次の通りとする。 

    （１）期間は立候補届が締切された日から投票の前日までとする。 

    （２）選 挙運動の方法は選挙管理委員会の主催する演説会とポスターによるものとする。 

（３）ポスターは選挙管理委員会が許可したのものを使用する。それ以外は委員会の権限に       

より没収することができる。 

    （４）ポスターの大きさは全紙（Ｂ１）大を最大限とし、枚数は６枚以内とする。 

第 10 条 選挙は無記名投票とする。 

第 11 条 選挙管理委員会は前もって、投票用紙に立候補者名を記入し、選挙人に交付する。投票用紙

には選挙管理委員会の証印がなければならない。 

第 12 条 投票は、選挙管理委員会の指導のもとに定められた方法で行う。 

第 13 条 投票の効力は、委員会を経て、開票の前に委員長がこれを決定する。 

第 14 条 投票の時刻は予め告示し、投票を閉じるべき時刻に至った時は、委員長はその旨を告げて

投票場の出入口を閉ざし投票場内の選挙人の投票を持って、投票函を閉鎖する。投票函閉

鎖後は、投票をなすことはできない。 

第 15 条 委員長は、予め告示した開票日に選挙立会人の立会の上で投票函開き、開票事務を行う。 

第 16 条 開票事務は、原則として次の通りとする。 

       （１）無効投票、有効投票に関する基準を予め定めてから開票する。 

       （２）投票人総数と、投票総数を計算する。 

       （３）有効票と無効票を分ける。 
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   （４）候補者数別に分け投票数を計算する。 

第 17 条 有効投票の最高数を得た者を、当選人とする。 

（２）得票数が同数なるときは再選挙によりこれを決定する。 

（３）再選挙は、開票があって、後３日以内に行うものとする。 

第 18 条 選挙管理委員会は当選人の決定をした後、速やかに学校長の承認を得て、全選挙人に通達す

る。 

第 19 条 異議申立は、当選人に決定が告示された後その当日内に管理委員長に対して、これをなすこ

とができる。その後は無効とする。 

（２）異議申立のあった場合、管理委員長は当日から３日以内に管理委員会に諮り会長と相談 

の上適当処置をとる。 

第 20 条 当選人は、７月末日までに顧問立会の上事務引継ぎを完了する。事務引継ぎが完了するまで

は、旧役員がその役にあたるものとする。 

 

附  則  （ １ ） こ の 規 程 は 平 成 17 年 ３ 月 23 日 一 部 改 正 。  

 

 

第  九  章  内規の改正  

 

第１条  内規の改正は、内規整備委員会で諮り、運営委員会を経て職員会議で承認を得なければな 

 らない。 

附   則     こ の 規 則 は 平 成 30 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


